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第一部 【証券情報】

(1) 【ファンドの名称】

モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー

(Morgan Stanley Money Market Family)(以下「トラスト」という。)

 

(2) 【外国投資信託受益証券の形態等】

記名式無額面受益証券。トラストは、サブ・ファンドとして米ドル・ファンド(以下「ファンド」といい、ファン

ドの受益証券を「ファンド受益証券」または「ファンド証券」という。)をもつアンブレラ型ファンドである。

米ドル・ファンドを「モルガン・スタンレー 米ドル MMF」または「米ドルMMF」と呼称することがある。

ファンド証券について、発行者である管理会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供さ

れた信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。

ファンド証券は追加型である。

 

(3) 【発行（売出）価額の総額】

米ドル・ファンドについて、30億米ドル(約2,427億円)を上限とする。

(注１)　アメリカ合衆国ドル(本書においてアメリカ合衆国ドルを「米ドル」といい、アメリカ合衆国セントを「米セン

ト」という。)の円貨換算は、便宜上、平成22年10月29日現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相

場の仲値(１米ドル＝80.89円)による。

(注２)　トラストおよびファンドはルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、ファンド証券は米ドル建てのため、以

下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。

(注３)　本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。

また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五

入してある。したがって、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。

 

(4) 【発行（売出）価格】

各申込受付日に計算される各受益証券１口当り純資産価格

 

(5) 【申込手数料】

なし
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(6) 【申込単位】

1,000口以上１口単位

ただし、

・三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社において取扱う有価証券その他の利金・分配金、償還金また

は売却代金のうちファンドの建値通貨で支払われるものによりファンド証券を取得する場合、三菱ＵＦＪモ

ルガン・スタンレー証券株式会社が応じるものに限り１口以上１口単位とする。

・ひろぎんウツミ屋証券株式会社における申込みの申込単位は、申込日にひろぎんウツミ屋証券株式会社が決

定する為替相場に基づき10万円相当額の口数以上１円単位、または、10万口以上１口単位とする。

・株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行における窓口で円貨を指定した場合の申込単位は１万円以上１円単位とし、窓

口で外貨を指定した場合の申込みの申込単位は、10米ドル以上１米セント単位とする（通常１口は１米セン

ト）。

　三菱東京ＵＦＪダイレクトで円貨を指定した場合の申込単位は10米ドル相当額以上１円単位、三菱東京ＵＦＪ

ダイレクトで外貨を指定した場合の申込みの申込単位は、10米ドル以上１米セント単位とする（通常１口は

１米セント）。

・東海東京証券株式会社における円貨を指定した場合の申込単位は、１万円以上１円単位とし、外貨を指定した

場合の申込単位は、100米ドル以上１米セント単位とする。

　また、東海東京証券株式会社において取扱う有価証券その他の利金・分配金、償還金または売却代金のうち、

ファンドの建値通貨で支払われるものによりファンド証券を取得する場合、東海東京証券株式会社が応じる

ものに限り１口以上１口単位とする。

　なお、上記単位は変更されることがある。

・農林中央金庫と証券投資信託受益証券の募集・販売等の取扱い等にかかる契約を締結している取次登録金融

機関の本・支店(所)・事務所および農林中央金庫における申込単位は、申込日に農林中央金庫が決定する為

替相場に基づき１万円相当額の口数以上１円単位とする（農林中央金庫では、口座開設を伴う新規買付はで

きない。）。

 

(7) 【申込期間】

平成22年12月28日(火)から平成23年12月26日(月)まで

ただし、ルクセンブルグおよびニューヨークでの銀行営業日でかつ、ニューヨーク証券取引所の取引日である日

本における証券会社および銀行の営業日(ただし、12月24日および日本における12月の最終営業日を除く。)(以下

「ファンド取引日」という。)に限り申込みの取扱いが行われる。
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(8) 【申込取扱場所】

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

東京都千代田区丸の内二丁目７番１号

(以下「三菱東京ＵＦＪ銀行」という。)

東海東京証券株式会社

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号

(以下「東海東京証券」という。)

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号

(以下「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」という。)

ひろぎんウツミ屋証券株式会社

広島県広島市中区立町２番30号

(以下「ひろぎんウツミ屋証券」という。)

株式会社SBI証券

東京都港区六本木一丁目６番１号泉ガーデンタワー

(以下「SBI証券」という。)

農林中央金庫と証券投資信託受益証券の募集・販売等の取扱い等にかかる契約を締結している取次登録金融機

関の本・支店(所)・事務所および農林中央金庫(東京都千代田区有楽町一丁目13番２号)（農林中央金庫では、口

座開設を伴う新規買付はできない。）

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号恵比寿ガーデンプレイスタワー

(以下「モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券」という。)

(以下、上記各社を「日本における販売会社」ということがある。)

(注)　上記証券会社および銀行の日本における本支店および営業所または出張所において、申込みの取扱いを行う。

 

(9) 【払込期日】

投資者は、販売会社による別段の定めのない限り申込みが行われたファンド取引日の翌ファンド取引日(以下

「払込期日」という。)までに申込金額を日本における販売会社に支払うものとする。

 

(10)【払込取扱場所】

各申込日の発行総額は、日本における販売会社によって、払込期日に保管受託銀行であるステート・ストリート

・バンク・ルクセンブルグ・エス・エーのファンド口座に払込まれる。

 

(11)【振替機関に関する事項】

該当なし。
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(12)【その他】

１　引受等の概要

(a) 日本における各販売会社は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド

(Morgan Stanley Investment Management Limited)(以下「主販売会社」という。)との間の日本における

ファンド証券の販売および買戻しに関する契約に基づき、ファンド証券の募集を行う。

(b) 日本における販売会社は、直接または他の販売・買戻取扱会社(以下「販売取扱会社」という。なお日本に

おける販売会社が直接日本の受益者に販売する場合については、販売会社をも含むものとする。)を通じて間

接に受けたファンド証券の買戻請求のステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー(State

Street Bank Luxembourg S.A.)(以下「登録・名義書換事務代行会社」という。)への取次ぎを行う。

(c) モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー(Morgan Stanley Asset Management S.

A.)(以下「管理会社」という。)はモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社(以下「モルガン・スタン

レーＭＵＦＧ証券」という。)をファンドに関して日本における管理会社の代行協会員に指定している。

(注)　代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、１口当りの純資産価格の公表を行い、また決算報告

書その他の書類を日本証券業協会および販売取扱会社に提出または送付する等の業務を行う会社をいう。

２　申込みの方法

ファンド証券の申込みを行う投資者は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。このため販

売取扱会社は「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し

込む旨の申込書を提出する。投資者はまた販売取扱会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結する。申込

金額は原則として円貨で支払うものとし、ファンドの基準通貨(米ドル)と円貨との換算は、別段の定めのない限

り、当該申込みのあった申込日またはその払込日における東京外国為替市場に準拠したもので、販売取扱会社が

決定するレートによるものとする。また、販売取扱会社が応じ得る範囲で販売取扱会社のファンドの基準通貨

(米ドル)の預金口座への振込みによりかかる通貨で支払うこともできる。

申込金額は、日本における販売会社により各払込期日に保管受託銀行であるステート・ストリート・バンク

・ルクセンブルグ・エス・エーのファンド口座にそれぞれ払い込まれる。

３　日本以外の地域における発行

本募集に並行して、ヨーロッパを中心とした海外(アメリカ合衆国を除く。)でアメリカ合衆国国民および同国

居住者以外の者に対してのみファンド受益証券の販売が行われる。

トラストは、パートⅡ UCITSとして設定されており、当ファンドを含むトラストの受益証券につき、ルクセン

ブルグ以外の欧州連合加盟国では公衆に対する販売活動は行われない。
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第二部 【ファンド情報】

第１ 【ファンドの状況】

１ 【ファンドの性格】

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドは、投資元本を維持し高い流動性を保ちつつ、継続的な収益の分配を目的とする。

ファンド証券の１口当りの純資産価格を１米セントに維持するため最善を尽くすことをその基本方針として

いる。

 

(2) 【ファンドの沿革】

1988年11月21日 管理会社の設立

1997年６月20日 トラスト約款締結

1997年７月24日 米ドル・ファンドの運用開始

1998年５月28日 トラスト変更約款締結

1998年７月１日 豪ドル・ファンドの運用開始

1998年７月21日 ニュージーランド・ドル・ファンドの運用開始

1998年10月５日 トラスト変更約款締結

2001年２月23日 トラスト変更約款締結

2002年８月20日 豪ドル・ファンドの解散

2002年９月26日 ユーロ・ファンドの運用開始

2003年12月９日 トラスト変更約款締結

2004年１月７日 トラスト約款の効力発生

 投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年12月20日法」という。)のパー

トⅡに服する。

2006年８月16日 トラスト変更約款締結

2006年８月25日 トラスト約款の効力発生

 ニュージーランド・ドル・ファンドの解散

2007年９月６日 ユーロ・ファンドの解散

 トラスト変更約款締結

2007年９月20日 トラスト約款の効力発生

2007年12月12日 トラスト変更約款締結

2007年12月26日 トラスト約款の効力発生
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(3) 【ファンドの仕組み】

①　ファンドの仕組み

 

(注)　農林中央金庫と証券投資信託受益証券の募集・販売等の取扱い等にかかる契約を締結している取次登録金融機関の本・

支店(所)・事務所を含む。(農林中央金庫では、口座開設を伴う新規買付はできない。)
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②　管理会社およびファンドの関係法人の名称、ファンド運営上の役割および契約等の概要

 

名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要

モルガン・スタンレー・アセット・マ

ネジメント・エス・エー

(Morgan Stanley Asset Management 

S.A.)

管理会社

約款に基づき、トラスト資産の運用

・管理、トラストの証券の発行・買

戻し業務を行う。

ステート・ストリート・バンク・ルク

センブルグ・エス・エー

(State Street Bank Luxembourg 

S.A.)

保管受託銀行、登録・名義書換事

務、支払、管理事務および所在地

事務代行会社

1997年６月20日付保管契約(注１)な

らびに同日付管理事務・所在地事務

・登録および名義書換事務・支払代

行会社契約(注２)に基づき、トラス

ト資産の保管業務ならびに登録およ

び名義書換事務、支払、管理事務およ

び所在地事務代行業務を行う。

モルガン・スタンレー・インベストメ

ント・マネジメント・インク

(Morgan Stanley Investment 

Management Inc.)

投資顧問会社

1997年６月20日付投資顧問契約(注

３)に基づき、米ドル・ファンドに関

する投資運用業務を行う。

モルガン・スタンレー・インベストメ

ント・マネジメント・リミテッド

(Morgan Stanley Investment 

Management Limited)

主販売会社

管理会社との間の主販売会社契約に

基づき、ファンド証券の販売・買戻

しに関連する業務等、主販売会社と

しての業務を行う。

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株

式会社
日本における代行協会員

米ドル・ファンドの受益証券に関す

る1997年６月20日付代行証券会社契

約(注４)に基づき、日本における代

行協会員業務を行う。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

株式会社

ひろぎんウツミ屋証券株式会社

株式会社SBI証券

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

東海東京証券株式会社

農林中央金庫(注６)

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株

式会社

日本における販売会社

各受益証券販売・買戻契約(注５)に

基づき、日本におけるファンド証券

の販売・買戻業務を行う。

(注１)　保管契約とは、約款の規定に基づき、管理会社によって資産の保管会社として任命された保管受託銀行が有価証券の保

管、引き渡しおよび登録等トラスト資産の保管業務を行うことを約する契約である。

(注２)　管理事務・所在地事務・登録および名義書換事務・支払代行会社契約とは、管理会社によって任命された登録および

名義書換事務・支払・管理事務・所在地事務代行会社がファンド証券の発行、買戻事務の代行、純資産価格の計算お

よび記帳等ファンドの管理事務を行うことを約する契約である。

(注３)　投資顧問契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社が、ファンド資産の投資運用に関する役務の提供を行う

ことを約する契約である。

(注４)　代行証券会社契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員がファンド証券に関する目論見書の配

布、ファンド証券一口当りの純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運

用報告書等の文書の配布等を行うことを約する契約である。

(注５)　受益証券販売・買戻契約とは、主販売会社によって任命された日本における販売会社が、日本の法令・規則および目論

見書に準拠してファンド証券を日本において募集すること等を約する契約である。

(注６)　農林中央金庫と証券投資信託受益証券の募集・販売等の取扱い等にかかる契約を締結している取次登録金融機関の本

・支店(所)・事務所を含む。(農林中央金庫では、口座開設を伴う新規買付はできない。)
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③　管理会社の概況

(イ)設立準拠法

ルクセンブルグの1915年８月10日の商事会社法(その後の改正を含む。)に基づき、ルクセンブルグにおい

て1988年11月21日に設立された。

1915年８月10日の商事会社法(その後の改正を含む。)は、設立、運営、株式の募集等商事会社に関する基本

的事項を規定している。

管理会社は、ルクセンブルグの投資信託に関する2002年12月20日法（その後の改正を含む。）のもとで、

2002年12月20日法第14章に基づき投資信託の管理会社としての資格を有している。

(ロ)会社の目的

目的は、投資信託の設立ならびに管理運営を行うことである（ただし、最低１本のルクセンブルグ法に基

づく投資信託を管理しなければならない。）。

(ハ)資本金の額

2010年10月末日現在、授権資本および払込済資本金は15万米ドル(約1,213万円)で、全額払込済である。ま

た、１株1,000米ドル(約８万890円)の記名株式150株を発行済である。

(ニ)会社の沿革

1988年11月21日設立。管理会社の定款に対する直近の変更は2009年12月11日に行われ、2010年１月５日付

でメモリアル紙に掲載される。定款はルクセンブルグの商業および法人登記所に預託されて、閲覧すること

ができ、また写しを入手することができる。

(ホ)大株主の状況

(2010年10月末日現在)

名称 住所 所有株式数 比率

モルガン・スタンレー・インターナ
ショナル・ホールディングス・インク
(Morgan Stanley International 
Holdings Inc)

アメリカ合衆国デラウェア州19801、
ウィルミントン、
オレンジ・ストリート1209

149 99％

 

(4) 【ファンドに係る法制度の概要】

①　ファンドの形態

トラストは、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」という。)の法律に基づき、管理会社および保管

受託銀行との間の契約(約款)によって設定されたオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。2004年１

月７日以降、トラストは投資信託に関する2002年12月20日法のパートⅡに服する。トラストのサブ・ファンドで

ある米ドル・ファンドの受益証券は、需要に応じて、またルクセンブルグ法ならびに約款に従い、関連ファンド

取引日のいつでも、その時の純資産価格で販売され、またトラストの証券所持人(以下「受益者」という。)の要

求に応じて、関連ファンド取引日のいつでも、その時の純資産価格で管理会社が買戻すという仕組みになってい

る。
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ファンドは、アンブレラ・ファンドであるトラストのサブ・ファンドである。管理会社は、随時、保管受託銀行

の同意を得て、他のサブ・ファンドを追加設立することができ、各サブ・ファンドはトラストにおける別個の資

産および負債に相当する。サブ・ファンドに関する、またはサブ・ファンドの設定、運用もしくは清算に関して

生じる投資家および債権者の権利は、かかるサブ・ファンドの資産に限定される。サブ・ファンドの資産は、

もっぱら、当該サブ・ファンドの投資家の権利およびかかるサブ・ファンドの設定、運用または清算に関して生

じる請求を行う債権者の権利を充足するために利用される。投資家間の関係性において、各コンパートメントは

独立した存在とみなされる。本書の日付日現在、ファンドはトラストの唯一のサブ・ファンドである。

②　準拠法

トラストの設定準拠法は、ルクセンブルグ法である。

また、トラストは、投資信託に関する2002年12月20日法、大公令、金融監督委員会(Commission for the

Supervision of the Financial Sector、以下「金融監督委員会」または「CSFS」という。)の通達等の規則に

従っている。

 

(5) 【開示制度の概要】

①　ルクセンブルグにおける開示

イ　CSFSに対する開示

ルクセンブルグ内において、またはルクセンブルグからルクセンブルグ内外の公衆に対しファンド証券を

公募する場合は、CSFSによるファンドおよびファンドの設定・募集書類の事前の承認ならびにCSFSの投資信

託一覧表へのファンドの登録が必要とされる。また、ファンドの年次財務報告書に記載された会計情報は、認

可法定監査人による監査を受けなければならない。さらに、年次財務報告書および半期財務報告書をCSFSに提

出しなければならない。

さらに、「第二部　ファンド情報、第１　ファンドの状況、１　ファンドの性格、(6) 監督官庁の概要、④ 財務

状況およびその他の情報に関する監督」に記載したように、前述の年次財務報告書に含まれている年次財務

書類は、認可法定監査人により監査されなければならない。トラストの認可法定監査人は、プライスウォー

ターハウスクーパース・エス・エイ・アール・エル(PricewaterhouseCoopers S.à.r.l)である。さらに、ト

ラストは、金融庁通達97／136（金融監督委員会の通達08/348により改正済み。）に基づき、CSFSに対して、月

次報告書を提出することを要求されている。

ロ　受益者に対する開示

トラストの貸借対照表、財務状況等を記載した年次財務報告書および未監査半期財務報告書は、管理会社、

保管受託銀行および支払代行会社の事務所において受益者はこれを無料で入手することができる。

なお、約款の全文(その変更を含む)はルクセンブルグの商業および法人登記所において閲覧することがで

き、その写しを無料で入手することができる。目論見書および約款の変更ならびに受益者に対する通知は、ル

クセンブルグ法に基づく公告に加えて、管理会社の決定により、ファンド証券が販売される国の新聞に公告さ

れることがある。
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②　日本における開示

イ　監督官庁に対する開示

(ⅰ)金融商品取引法上の開示

管理会社は日本における一億円以上のファンド証券を募集する場合、有価証券届出書にファンドの約款

および主要な関係法人との契約書の写し等を添付して、財務省関東財務局長に提出しなければならない。投

資者およびその他希望する者は、財務省関東財務局の閲覧室または金融商品取引法に基づく有価証券報告

書等の開示書類に関する電子開示システム(以下「EDINET」という。)においてこれを閲覧することができ

る。

ファンド証券の販売取扱会社は、交付目論見書（金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時に

交付しなければならない目論見書をいう。）を投資者に交付する。また、投資者から請求があった場合は、請

求目論見書（金融商品取引法の規定により、投資者から請求があった場合に交付しなければならない目論

見書をいう。）を交付する。管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後６か月以内に

有価証券報告書を、また、各半期終了後３か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項に

ついて変更があった場合にはその都度臨時報告書を、それぞれ財務省関東財務局長に提出する。投資者およ

びその他希望する者は、これらの書類を財務省関東財務局の閲覧室またはEDINETにおいて閲覧することが

できる。

(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の開示

管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱等を行なう場合においては、あらかじめ、投資信託及び投資

法人に関する法律(以下「投信法」という。)に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出な

ければならない。また管理会社はファンドの約款を変更しようとするとき、または他の信託と併合しようと

するときは、あらかじめ、その旨およびその内容を金融庁長官に届け出なければならない。さらに管理会社

は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき運

用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。

ロ　日本の受益者に対する開示

管理会社は、ファンドの約款を変更しようとする場合であってその変更の内容が重大なものである場合、ま

たは他の信託と併合しようとする場合には、あらかじめ、変更の内容および理由等をその２週間前までに、日

本の知れている受益者に対し、書面をもって通知しなければならない。

管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は販売取扱会社を通じて日本の受益者に

通知される。

上記のファンドの運用報告書は、日本の知れている受益者に交付される。
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(6) 【監督官庁の概要】

管理会社およびトラスト（したがってファンド）はCSFSの監督に服している。

監督の主な内容は次のとおりである。

①　登録の届出の受理

イ　ルクセンブルグに所在するすべての投資信託(即ち、契約型投資信託の管理会社または会社型投資信託の登

記上の事務所がルクセンブルグに存在する場合)は、CSFSの監督に服し、CSFSに登録しなければならない。

　　2002年12月20日法は、(i)パートⅠが適用される投資信託（通達85/611/ECにより認められた譲渡性のある証

券およびその他の商品を投資対象とし、その受益証券が受益者の要求に応じて信託資産によって直接または

間接的に買戻されるもの）と(ii)パートⅡが適用される投資信託（通達85/611/ECにより認められたもの以

外の譲渡性のある証券およびその他の商品を投資対象とするものまたはパートⅠが適用されないルクセンブ

ルグで設立された投資信託）を区分している。トラストは、パートⅡ投資信託として設定されており、受益証

券につき、欧州連合またはその一部において公衆に対する販売活動は行われない。

ロ　譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」という。)で、欧州連合加盟国で設立され、ルク

センブルグでの受益証券の販売を希望し、かつ欧州経済共同体閣僚理事会の1985年12月20日付通達(85／

611EEC)(その後の改正を含む。)の要件に適合していることを設立国の監督官庁により証明されているものに

ついては、かかる登録を必要としない。かかるUCITSは、CSFSに通知を行うとともに、所定の書類を提出し、所在

地事務代行会社としてルクセンブルグの金融機関を任命し、かつCSFSが、かかる通知および書類の提出から２

か月以内に決定の理由を付して異議を述べない場合、ルクセンブルグ国内において、販売することができる。

ハ　外国法に準拠して設立または設定され、運営されているクローズド・エンド型（非調整UCITS）以外のその

他の投資信託は、ルクセンブルグにおいてまたはルクセンブルグから国外の公衆に対してその投資信託証券

を販売するためには、CSFSへの事前登録を要する。かかる投資信託は、受益者に支払いを行い、受益証券を買戻

すためにルクセンブルグ国内で資金を確保するために金融機関を任命しなければならず、かつ、提供が義務付

けられている情報をルクセンブルグの受益者に確実に提供するために必要な措置を取らなければならない。

　　当該投資信託が、設立・設定された国において、投資者の保護を保証するために当該国の法律により設けられ

た監督機関による恒久的監督に服している場合にのみかかる登録が可能である。

　　ルクセンブルグ以外のクローズド・エンド型投資信託（調整UCITSを除く。）は、ルクセンブルグの2005年７

月10日付譲渡性のある証券の目論見書に関する法律を遵守することを条件として、ルクセンブルグにおいて

その受益証券を販売することができる。かかる投資信託は、2002年12月20日法に定める監督官庁の監督に服さ

ない。

ニ　ルクセンブルグで設立された管理会社は、CSFSまたはCSFS担当大臣（調整UCITSを除くルクセンブルグ以外

の投資信託の管理会社の場合）のいずれかの監督に服し、かつ事前登録を要する。CSFSがすべての申請を検討

する。
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　　認可の取得を希望する管理会社は、2002年12月20日法に定める一連の要件を遵守しなければならず、調整

UCITSを除くルクセンブルグ以外の投資信託の管理のみを行っている場合には、金融業界に関する1993年４月

５日法（その後の改正を含む。）に定める要件を遵守しなければならない。

　　管理会社は、投資信託の管理業務を行い、（付随業務としてのみ）自己資産の管理を行っているため、2002年

12月20日法第14章に服する。ただし、少なくとも１本以上のルクセンブルグ法に基づく投資信託を管理しなけ

ればならない。

②　登録の拒絶または取消し

投資信託が適用ある法令、通達を遵守しない場合、認可法定監査人を有しない場合、またはその認可法定監査

人が受益者に対する報告義務もしくはCSFSに対する開示義務を怠った場合は、登録が拒絶されまたは取消され

うる。

また、投資信託の役員または投資信託もしくは管理会社の取締役がCSFSにより要求される専門的能力および

信用についての十分な保証の証明をしない場合、登録は拒絶されうる。さらに、投資信託の機構または開示され

た情報が投資者保護のため十分な保証を有しない場合は、登録は拒絶されうる。

登録が拒絶または取消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合は地方裁判所の決定により解散および

清算されうる。CSFSによる当該決定の通知日後１か月以内に裁判所に提起しなければ、時効となる。またルクセ

ンブルグ以外の投資信託の場合は、上場廃止となり、かつ公衆に対しての販売が停止されうる。対象国の管轄監

督機関は、当該上場廃止についてCSFSより通知を受ける。

③　目論見書等に対する査証の交付

投資信託証券の販売に際し使用される目論見書または説明書等は、事前にCSFSに提出されなければならない。

ただし、2005年４月６日以降は、公衆に対する販売を目的とする公告宣伝（ファンドから受益者に送付される目

論見書および通知を除く。）はCSFSの承認を得るために提出する必要がない。CSFSは、書類が適用ある法律、政

令、通達に適合すると認めた場合には、申請者に対し異議のないことを通知し、関係書類に査証を付してそれを

証明する。

④　財務状況およびその他の情報に関する監査

投資信託の財務状況ならびに投資者およびCSFSに提出されたその他の情報の正確性を確保するため、投資信

託は、認可法定監査人の監査を受けなければならない。認可法定監査人は、財務状況その他に関する情報が2002

年12月20日法またはその執行規則の重大な違反を構成する、投資信託の継続的な機能に影響を及ぼす、または計

算書類の証明を拒絶するもしくは計算書類の証明に条件を課す可能性があると判断した場合には、その旨を

CSFSに報告する義務を負う。認可法定監査人は、CSFSが要求するすべての情報(投資信託の帳簿、記録を含む。)を

CSFSに提出しなければならない。

CSFSは、認可法定監査人が要件を充足しない場合または2002年12月20日法法第113条に定める義務を履行しな

い場合には、当該投資信託の上場を拒絶または廃止する。
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２ 【投資方針】

(1) 【投資方針】

投資の基本方針および投資対象

投資元本を維持し高い流動性を保ちつつ、継続的な収益の分配を目的とする。

管理会社は、ファンド証券の一口当りの純資産価格を１米セントに維持するため最善を尽くすことをその基

本方針としている。上記の投資方針および目的は、実績の保証をするものではない。

ファンドは、以下の米ドル建ての格付の高い有価証券および証書のみを投資対象とする。

(ⅰ)取得時に、その当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券および証書に関連する金融上の諸手当

(買戻し契約等の義務)を考慮した上で、12か月を超えないもの、または

(ⅱ)要項の定めにより、または当該証券、証書に関連する金融上の諸手当の効果により、当該証券および証書

の金利または参照金利が少なくとも年に１回市場の状況に応じて調整される旨定められているもの。

ファンドの米ドルベースの加重平均満期は通常は90日以下である。

有価証券は、スタンダード＆プアーズもしくはムーディーズによりA格以上の格付けを有するか、またはその

他の国際的に認知された格付機関により同様に評価されるか、または管理会社もしくはその任命する代行会社

が同様の信用力を有すると決定した発行体の債務証書である場合に格付の高いものであるとみなされる。

ファンド資産は、米国財務省証券、米国政府の機関や下部機構が発行しまたは利息もしくは元本の支払につい

て保証する証券またはこれらの証券により担保された買戻し条件付契約(現先契約)に投資される。

ファンドはまた以下の種類の米ドル建債務証書にも投資する。格付けの高いCP、優良な銀行および金融機関が

発行する格付けの高い債務証書(CD、BAおよび定期預金証書を含む。)、米国内外の企業が発行する格付けの高い

短期債務証書、米国以外の政府、その機関または下部機構(国際機関を含む)が発行、保証する短期債務証書。

ファンドは、いかなる種類の株式または出資に対しても投資を行わない。

また、ファンドは高い格付けを有し同種の取引を専門とする金融機関と買戻し条件付契約(現先契約)を締結

することができる。これらの取引においてファンドは主として買い手となり、相手方が証券の買戻しを実行する

前か買戻し期間が経過する前には当該契約の対象である証券および債務証書を売却しない。

買戻し条件付契約は、ファンドがファンド証券の買戻し義務を常に履行できる程度に保有される。

ファンド資産の50％超は、日本国の法令または当局により求められる限り、日本国の金融商品取引法に定める

有価証券(ただし、金融商品取引法第２条第２項各号に掲げる有価証券を除く。)に常に投資される。

 

(2) 【投資対象】

上記の(1) 投資方針を参照。
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(3) 【運用体制】

管理会社は、トラスト資産の運用を投資顧問会社に委託している。投資顧問会社における運用体制は、以下の

通りである。

 

 

米ドル建てマネーマーケット運用はモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク(米

国)のマネーマーケット運用チームが担当する。

本ファンドの運用に当たっては、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループの債

券リサーチ部門からの情報を活用する。また、証券の売買については、運用部門から組織的に独立したトレー

ディング部門がこれを執行する。さらに、リスク管理に関しては、リスク管理部門が、多面的な見地から定期的に

運用に係るリスクを監視する。

 

(4) 【分配方針】

管理会社は、ファンド証券の一口当り純資産価格を１米セント(以下「基準価格」という。)に維持するために

必要な額の分配を日々行う。新たに発行されるファンド証券については、当該ファンド証券の買付注文の受渡日

(支払日)(当日を含む。)から買戻請求の受渡日(清算日)(当日を除く。)の期間について、分配金が発生する。毎月

の最終ファンド取引日に、当該最終ファンド取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配

金は(ルクセンブルグ、日本およびその他の関係国の分配金についての源泉税およびその他の税金を控除後)当

該最終ファンド取引日の直前のファンド取引日に決定される一口当りの純資産価格で再投資され、これにつき

ファンド証券が発行される。もし、販売会社または販売ディーラーが受益者のために名義書換代行会社にそのよ

うに指示した場合、分配金は、これに代わり、関連するファンドの前記最終ファンド取引日の翌ファンド取引日

に、支払いをなすことが要求された国において適用される為替規則に従い、小切手または銀行送金により支払わ

れる。
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分配の結果、トラストの純資産総額がルクセンブルグの法律に規定された最低限である125万ユーロを下回る

こととなるような場合には、分配を行うことができない。

支払期日から５年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅し、関連するファンドに帰属

する。

 

(5) 【投資制限】

ファンドの約款(第６条)に従い、管理会社またはその委任を受けた代理人は、ファンド資産の運用にあたり、

以下の制限を遵守する。

１　管理会社は、ファンドのために、ファンドの純資産総額の10％を超えて同一発行体の発行する有価証券を保

有することとなるような投資を行うことはできない。ただし、本制限は、OECD加盟国、かかる加盟国の地方公共

団体、またはEUの、地域的もしくは世界的公的国際機関が発行または保証する有価証券には適用されない。

２　管理会社は、ファンドのために、当該投資の結果、トラストが同一発行者の発行するいずれかのクラスの有価

証券の10％を超えて所有することとなるような投資を行うことはできない。管理会社は、当該購入の結果、い

ずれかの会社または団体のいずれかの種類の有価証券の15％を超えて、トラストと管理会社が運用する他の

投資信託とが所有することとなるような購入はできない。この制限は、OECD加盟国、かかる加盟国の地方公共

団体、またはEUの、地域的もしくは世界的公的国際機関が発行または保証する証券には適用されない。上記の

10％および15％の制限(同種の有価証券または特定の種類の有価証券に関するもの)は、ファンドが一発行体

の１銘柄のすべてのCDまたはCPを購入することを妨げるものではない。

３　管理会社は、支配または経営を目的として投資を行うことはできない。

４　管理会社は、ファンドの純資産総額の５％を超えてオープン・エンド型の投資信託の株式または受益証券に

投資を行うことはできない。管理会社は、いかなる会社型投資信託の株式も取得することはできない。管理会

社と共通の経営もしくは管理または直接もしくは間接の実質的保有の関係がある管理会社または他の会社が

運用する会社型投資信託の株式または契約型投資信託の受益証券への投資は、特定の地域または経済分野へ

の投資を専門としてきた会社型投資信託または契約型投資信託の場合にのみ認められる。管理会社は、当該株

式または受益証券の取得に関する取引に関し、いかなる報酬または費用も請求することはできない。その投資

方針がファンドの投資方針と類似していない限り、そのような投資信託には投資しない。さらに、もしファン

ドとプロモーターが同一の投資信託に投資した場合、発行手数料またはその他の取得手数料および運用報酬

または顧問報酬、そのように投資されたファンドの資産について請求されない。ただし、管理会社の取締役会

は、ファンドが投資信託に関する2002年12月20日法第129条に従ってマネー・マーケット商品に集合的に投資

するのが唯一の目的である投資信託に適用される減税率に適格である限り、管理会社はファンドに代わって

他の投資信託の株式または受益証券に投資しない旨決議している。

５　管理会社は、ファンドのために、不動産を購入してはならない。ただし管理会社は、ファンドのために、不動産

もしくは不動産上の権利を担保としている証券、または不動産もしくは不動産上の権利に投資している会社

が発行する証券を売買することができる。
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６　管理会社は、ファンドのために、商品、商品契約、または商品もしくは商品についての権利を表章する有価証

券に関する契約を締結してはならず、本制限上、かかる商品には、貴金属も含まれる。ただし、管理会社は、ファ

ンドのために、商品により担保されている有価証券および商品に投資しまたは商品を取引する会社の有価証

券の売買を行うことができる。

７　管理会社は、ファンドのために、有価証券を信用で購入しない。(ただし、管理会社は組入証券売買の精算のた

め必要な短期与信を受けることができる。)また、有価証券の空売りをしない。ただし、管理会社は、先物取引お

よび先物予約(ならびにこれに関するオプション)に関し、当初および継続証拠金を預託することができる。

８　管理会社は、ファンドのために借入れを行う場合、その総額が、ファンドの純資産総額の10％を超えないもの

とする。借入れは、一時的措置としてなされるものとする。さらに管理会社は、ファンドのために、ファンドの

純資産総額の10％を超えて一部未払証券に投資することはできない。

９　管理会社は、上記８記載の借入れに関連して必要な場合を除いては、ファンドのために所有もしくは保有す

る有価証券に譲渡担保、質権または抵当権を設定し、またいかなる方法であれ当該証券を債務の担保として譲

渡しない。ただし、将来発行時または後日引渡約束による有価証券の売買、およびオプションの発行、予約契約

もしくは先物取引の売買またはスワップ契約に関する手続は、資産の担保とみなされない。

10　管理会社は、ファンドのために、公認の証券取引所または他の規制ある市場において取引されていない有価

証券にファンドの純資産総額の10％を超えて投資することはできない。ただし、本制限は、OECD加盟国、かかる

加盟国の地方公共団体、またはEUの、地域的もしくは世界的公的国際機関が発行または保証する有価証券には

適用されない。さらに本制限は、定期的に取引される金融市場証券には適用されない。

11　管理会社は、ファンドの資産をもって有価証券を引受けまたは下引受けを行うことはできない。ただし、組入

証券の処分に関し、管理会社が適用ある証券法に基づき引受人であるとみなされる場合はこの限りではない。

12　管理会社は、ファンドのために、法律、規則または行政上の慣例により設定された条件および制限の下で譲渡

性のある有価証券に関する技法と手段を用いることができる。ただし、かかる技法と手段は、効率的なポート

フォリオの運用を目的として使用される場合に限る。

　　　オプションに関し、

(a) 管理会社は、ファンドのために、以下の場合を除いて、有価証券のプット・オプションまたはコール・オ

プションに投資することができない。

ⅰ) 当該オプションが証券取引所に上場されている場合、または規制ある市場で取引されている場合、かつ

ⅱ) 当該オプションの取得価格(プレミアム)が、ファンドの純資産総額の15％を超えない場合。

(b) 管理会社は、ファンドのために、管理会社が保有していない有価証券のコール・オプションを発行するこ

とができない。ただし、管理会社は、ファンドのために、行使価格の総額が、ファンドの純資産の25％を超え

ない場合で、管理会社が常に当該オプションの発行の結果生じるポジションを常にカバーできる場合には

裏付けのないコール・オプションを発行することができる。
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(c) 管理会社は、ファンドのために、発行済のプット・オプションの権利行使価格総額をカバーする十分な流

動資産を保有する場合にのみ、有価証券のプット・オプションを発行することができる。

13　管理会社は、ファンドのために、為替リスクのヘッジを目的として、スワップ契約および為替先渡契約を締結

し、または通貨のコール・オプションを発行しもしくは通貨プット・オプションを購入する場合を除いて、為

替先渡契約を取得もしくは締結することができない。ただし、以下の場合はこの限りでない。

(a) 当該取引が定期的に取引が行われ、公認かつ公開の規制ある市場において取引される契約である場合。た

だし、管理会社は、ファンドのために、かかる種類の取引を専門とする優良な金融機関との私的契約に基づ

き、為替先渡売買または為替交換を行うことができる。

(b) ファンドの一通貨建の取引が原則として同一通貨建の資産総額を超えないものとし、かつかかる資産の

保有期間を超えない場合。ただし、この制限は、ファンド受益証券の通貨の価値を維持する目的のヘッジ取

引には適用されない。ただし、当該取引コストがファンドにとり有利である場合は、管理会社は、ファンドの

ために、(同一の取引対象に関する)クロス取引により関係通貨を買付けることができる。

14　管理会社は、ファンドのために、金融先物取引を行わない。ただし、以下の場合はこの限りではない。

(a) 管理会社は、ファンドのために、組入証券の価格変動のリスクをヘッジする目的で、ファンドの組入証券

の対応部分の資産価格変動のリスクに対応する範囲内で金融先物売却契約に関する契約残高を保有するこ

とができる。

(b) 管理会社は、ファンドのために、効率的なポートフォリオの運用を目的として、ファンド資産の市場間の

配分比率変更を円滑に行うため、また市場価格の著しい上昇が予想されもしくはその上昇中に金融先物買

付契約を締結することができる。ただし、当該先物ポジションに潜在するリスク(エクスポージャー)に見合

う十分な現金、短期債券もしくは短期証書(上記投資制限12(c)記載の流動資産を除く。)または事前に決め

られている価格で売却可能な有価証券をファンド内に保有する場合に限る。

15　管理会社は、ファンドのために、インデックス・オプション取引を行わない。

16　管理会社は、ファンドのために、金利変動に対する全般的なヘッジの目的で、金利先物契約を売却することが

できる。管理会社は同一の目的で金利コール・オプションを発行し、もしくは金利プット・オプションを購入

し、または金利スワップ取引に専門化した高い格付けを有する金融機関と金利スワップ契約を締結すること

ができる。金利先物契約、オプションおよびスワップ取引に関する総契約額は、ヘッジされかつ当該契約に対

応する通貨建でファンドが保有している資産の推定市場価格の合計を超えることはできない。

　　管理会社は、ファンド資産である有価証券に付随する新株引受権を行使する際、上記の投資制限比率を遵守す

る必要はない。

　　管理会社が支配できない理由により、または新株引受権の行使の結果として、かかる比率を超えた場合、管理

会社は、有価証券の売却に際して、受益者の権利に留意しつつ、かかる事態の是正を優先させる。
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　　管理会社は、ファンドのために、金銭の貸与を行うことまたは第三者のために保証人となることができない。

　　管理会社は、ファンド証券が販売される各国の法令を遵守するために、受益者の利益となり、または利益に反

しない投資制限を随時課すことができる。

 

３ 【投資リスク】

市場リスク：ファンドが投資する有価証券は、市場変動リスクおよびその他の短期債務および商品に固有のリ

スクを負う。これらの有価証券の価額およびその収益により受益証券の価格は下落することもあり、投資者は、

投資した元本を回収できないことがある。

信用リスク：ファンドが投資する証券で、政府または政府関連機関により発行されている証券のすべてが、当該

政府の明示的かつ完全な信用により裏付けられているものではない。当該政府がこのような裏付けを行ってい

ない場合、結果的にファンドが損失を被り、受益証券一口当たり純資産価格が悪影響を受ける可能性がある。

証券、買戻条件付売買契約および先渡契約の取引について、ファンドは、原則として、証券の発行者について、

また取引する相手方について、取引が不履行となるリスクを負っている。債務超過、破産またはその他の原因に

よる当該不履行または拒絶により、ファンドは相当の損失を被ることがあり得る。

ファンドは、ファンドが取引所内外で取引を行う相手方当事者またはこれらを仲介して取引を行うブロー

カーおよびディーラーならびに取引所の信用リスクを負っている。当該当事者の不履行の場合、ファンドは、

ファンドの財産に関して、当該当事者の債権者および顧客のすべてに対し分配のため提供される財産につき持

分比例分しか回収できないことがある。

政治的リスクおよび規制上のリスク：ファンド資産の価値は、国際的な政治経済的展開ならびに、市況の変動、

政府方針の変更ならびに規制上および税金上の変更等の不確定要素により悪影響を受けることがある。

為替変動リスク：米ドル・ファンドは米ドルを基準通貨としている。したがって、円から投資した場合には、外

国為替変動の影響によって円換算した投資元本を割り込むことがある。

課税：投資予定者は、ファンドへの投資に関連する税金リスクに注意しなければならない。

リスク管理体制

マネーマーケット運用は元本の保全を主目的としているため、リスク管理は、組入れ債券の信用リスクおよび

金利リスクに重点が置かれている。リスク管理に際しては、ポートフォリオ・マネージャーのみならず、法務・

コンプライアンス部門等を加えたチェック体制を構築している。

 

４ 【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

なし。

 

(2) 【買戻し手数料】

なし。
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(3) 【管理報酬等】

①　管理報酬および投資顧問報酬

管理会社は、ファンドの資産から四半期毎に3,750米ドルの管理報酬を受領する権利を有する。

投資顧問会社は、ファンドの資産からファンドの日々の純資産総額の平均額の0.25％の年率による報酬か

ら3,750米ドルを差引いた投資顧問報酬を各四半期末に後払いで受領する権利を有する。投資顧問会社は、米

ドル・ファンドの副投資顧問会社に対する報酬の支払いについて責任を負う。

投資顧問会社および副投資顧問会社、ならびに日本の代行協会員および販売会社は、ファンドの純資産が十

分でなくなった場合、ファンドの運用に報酬が及ぼす負担を軽減するために、当該各会社の裁量により、期限

を定めることなく、当該各会社への報酬の全額あるいは一部を放棄することができる。半期中に請求される報

酬は、継続的な報告書に開示される。

投資顧問会社は、この報酬の一部を放棄することに自発的に同意しているため、2010年８月31日に終了した

年度中に、米ドル・ファンドは日々の平均純資産額の0.18％を請求されるにとどまった。

第13会計年度中、ファンドは管理報酬として14,997米ドルおよび投資顧問報酬として895,413米ドルをそれ

ぞれ支払った。

②　保管報酬

保管受託銀行は、ルクセンブルグの通常の銀行実務の慣行に従い、ファンド資産から保管報酬を受領する権

利を有する。保管報酬はファンドの純資産総額の0.01％（年率）に基づき、毎月支払われる。保管受託銀行が

負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。)

ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関に対する報酬は、関係するファンドが負担す

る。

第13会計年度中、ファンドは保管報酬として52,274米ドルを支払った。

③　代行協会員報酬

日本における代行協会員は、ファンドの日々の純資産総額の平均額の0.08％の年率による報酬を各四半期

末に後払いで受領する権利を有する。

第13会計年度中、ファンドは代行協会員報酬として25,289米ドルを支払った。

④　日本における販売会社に対する報酬

日本における販売会社は、ファンドの日々の純資産総額の平均額の0.4％の年率による報酬を四半期毎に後

払いで受領する権利を有する。日本における販売会社が複数存在する場合、販売会社間の配分は、当該四半期

にかかる販売会社が販売したファンド受益証券の日々の平均残高をもとに決定される。

第13会計年度中、ファンドは販売会社報酬として252,892米ドルを支払った。

 

(4) 【その他の手数料等】

トラスト、および妥当な場合、ファンドは、次の費用を負担する。

イ)　トラストの資産および収益等に課せられる一切の税金。

ロ)　保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれ

らに限定されない。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関に対する報酬。（立

替費用はファンドの運用状況等により変動し、毎月支払われるため、当該費用の料率、上限額を示すこと

ができない。）
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ハ)　トラストの組入証券に関し、取引上支払うべき通常の銀行手数料(当該手数料は取得価額に含まれ、売却

価額から差引かれる。)。（取引手数料は取引の性質により定められる一定の金額で、毎月支払われるた

め、当該手数料の料率、上限額を示すことができない。）

ニ)　登録・名義書換事務代行会社、支払、管理事務および所在地事務代行会社への報酬および費用。（支払、管

理事務および所在地事務代行会社報酬は、ファンドの純資産総額250百万米ドルまでについては0.05％

（年率）、超過分については0.03％（年率）に基づき、毎月支払われる。登録・名義書換事務代行会社報

酬は年間12,000米ドルで、毎月支払われる。）

ホ)　受益者の利益のための業務執行中に管理会社または保管受託銀行が負担した法律関係費用(これについ

ては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができない。）。

ヘ)　①券面印刷費、②約款ならびに届出書、目論見書および説明書等を含むトラストに関するその他一切の書

類を作成し、トラストまたはトラストの証券の販売に関し管轄権を有する一切の関係当局(各地の証券

業協会を含む)へ提出する費用、③上記関係当局の所管する適用法令のもとで要求される年次報告書、半

期報告書およびその他の報告書または書類を、トラストの証券の受益者(実質上の受益者を含む)の利益

のために必要とされる言語で作成しかつ配布する費用、④会計、記帳および毎日の純資産価額計算に要

する費用、⑤受益者への通知公告を作成しかつ配布する費用、⑥弁護士および監査人の報酬、⑦(トラス

トの証券が上場される場合)証券取引所への上場費用および上場されたトラストの証券のかかる証券取

引所での上場維持費用、⑧以上に類似するその他すべての管理費用(これらについては、運用状況等によ

り変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができない。)。ただし、管理会社が別段の決定

をしない限り、一切の広告宣伝費およびトラストの証券の募集または販売に関して直接生じたその他の

費用は除くものとする。

経営費用以外の費用は、２年にわたり償却することができる。

第13会計年度中、ファンドはその他費用として23,949米ドルを支払った。

 

(5) 【課税上の取扱い】

本ファンドは、日本の税法上、公募外国公社債投資信託として取扱われる。したがって、日本の受益者に対する

課税については、以下のような取扱いとなる。

①　ファンドの分配金は、公募国内公社債投資信託の分配金と同じ取扱いとなる。

②　日本の個人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、分離課税となり、20％(所得税15％、地方税

５％)の税率による源泉徴収が日本国内で行われ、この場合支払調書は提出されない。

③　日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、20％(所得税15％、地方税５％)の税率によ

る源泉徴収が日本国内で行われ、一定の場合支払調書が税務署長に提出される。

④　法人の益金不算入の適用は認められない。

⑤　ファンド証券の転換および買戻しに基づく損益は、公募国内公社債投資信託の売買損益と同様に取扱われ、

個人の受益者の売買益については課税されない。

(注)　日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もしく

は恒久的施設を有しない場合、ファンド証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは

一切ない。

ただし、将来における税務当局の判断により、または、税制等の変更により、上記の取扱いは変更されることが

ある。
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５ 【運用状況】

(1) 【投資状況】

資産別および地域別の投資状況

米ドル・ファンド

(2010年10月末日現在)

資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(％)

コマーシャル・ペーパー アメリカ合衆国 308,017,558 60.34

割引債 アメリカ合衆国 126,788,645 24.84

譲渡性預金証書 アメリカ合衆国 55,000,000 10.77

変動利付債－政府機関債 アメリカ合衆国 20,999,852 4.11

小計 510,806,055 100.06

現金・その他の資産(負債控除後) (317,300) (0.06)

合計 510,488,755 100.00

(純資産総額) (約41,293百万円)  

(注)　投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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(2) 【投資資産】

① 【投資有価証券の主要銘柄】(上位30銘柄)

米ドル・ファンド
(2010年10月末日現在)

 
 銘柄 発行地 種類 利率(％) 償還日 通貨

額面金額

(米ドル)

簿価

(米ドル)

時価

(米ドル)

投資

比率

(％)

１ DEUTSCHE BK FINL LLC
アメリカ

合衆国

コマーシャル

・ペーパー
0.00000111/02/2010USD 25,000,000.0024,995,416.6725,000,000.004.90

２ BANK OF MONTREAL-
アメリカ

合衆国

コマーシャル

・ペーパー
0.00000111/09/2010USD 25,000,000.0024,994,666.6724,998,833.334.90

３ TORONTO DOMIN HOLDING
アメリカ

合衆国

コマーシャル

・ペーパー
0.00000111/15/2010USD 25,000,000.0024,994,590.2824,998,149.314.90

４ DNB NOR BANK ASA
アメリカ

合衆国

コマーシャル

・ペーパー
0.00000112/06/2010USD 25,000,000.0024,990,972.2224,994,097.224.90

５ NAT'L AUSTRALIA FNDG
アメリカ

合衆国

コマーシャル

・ペーパー
0.00000112/14/2010USD 23,875,000.0023,853,273.7523,867,200.834.68

６ BANK OF NOVA SCOTIA
アメリカ

合衆国

コマーシャル

・ペーパー
0.00000111/10/2010USD 22,660,000.0022,644,594.3522,658,615.224.44

７ FHLB DISC CORP
アメリカ

合衆国
割引債 0.00000112/15/2010USD 22,538,000.0022,533,191.8922,533,692.734.41

８ FEDERAL HOME LN BK CONS DSC NT
アメリカ

合衆国
割引債 0.00000111/05/2010USD 21,680,000.0021,677,922.3321,679,729.004.25

９ BANQUE ET CAISSE
アメリカ

合衆国

コマーシャル

・ペーパー
0.00000111/16/2010USD 21,085,000.0021,067,077.7521,082,540.084.13

10 FEDERAL HOME LOAN BANK
アメリカ

合衆国

変動利付債－

政府機関債
0.22811/08/2010USD 21,000,000.0020,986,469.7020,999,852.134.11

11 CREDIT AGRICOLE NORTH AMER INC
アメリカ

合衆国

コマーシャル

・ペーパー
0.00000111/30/2010USD 20,799,000.0020,793,366.9420,794,955.754.07

12 LLOYDS BK PLC NY BRN
アメリカ

合衆国

譲渡性預金証

書
0.49507/29/2011USD 20,000,000.0020,000,000.0020,000,000.003.92

13 SOCIETE GENERALE NY
アメリカ

合衆国

譲渡性預金証

書
0.6403106/22/2011USD 20,000,000.0020,000,000.0020,000,000.003.92

14 FED HOME LN DISCOUNT NT
アメリカ

合衆国
割引債 0.00000111/17/2010USD 16,552,000.0016,550,013.7616,550,896.533.24

15 NORDEA NORTH AMER. I
アメリカ

合衆国

コマーシャル

・ペーパー
0.00000111/29/2010USD 15,430,000.0015,425,949.6315,427,396.193.02

16 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC
アメリカ

合衆国

譲渡性預金証

書
0.5112508/10/2011USD 15,000,000.0015,000,000.0015,000,000.002.94

17 FANNIE DISCOUNT NOTE
アメリカ

合衆国
割引債 0.00000111/10/2010USD 14,683,000.0014,681,543.9414,682,445.312.88

18 FANNIE DISCOUNT NOTE
アメリカ

合衆国
割引債 0.00000111/18/2010USD 13,832,000.0013,829,909.8313,831,016.392.71

19 ING (US) FUNDING LLC
アメリカ

合衆国

コマーシャル

・ペーパー
0.00000111/26/2010USD 13,727,000.0013,724,635.9113,725,169.742.69

20 BPCE
アメリカ

合衆国

コマーシャル

・ペーパー
0.00000111/12/2010USD 13,500,000.0013,471,440.0013,497,600.002.64

21 FEDERAL HOME LN BK CONS DSC NT
アメリカ

合衆国
割引債 0.00000111/19/2010USD 13,064,000.0013,062,457.7213,062,951.252.56

22 UBS FINANCE (DELW)
アメリカ

合衆国

コマーシャル

・ペーパー
0.00000111/22/2010USD 12,979,000.0012,975,748.0412,977,413.682.54

23 CMMNWLTH BNK OF AUS
アメリカ

合衆国

コマーシャル

・ペーパー
0.00000111/24/2010USD 11,931,000.0011,927,436.4611,929,395.952.34

24 BPCE
アメリカ

合衆国

コマーシャル

・ペーパー
0.00000112/09/2010USD 10,950,000.0010,932,626.0010,944,598.002.14

25 FANNIE DISCOUNT NOTE
アメリカ

合衆国
割引債 0.00000112/01/2010USD 10,426,000.0010,424,518.6410,424,698.202.04

26 ING (US) FUNDING LLC
アメリカ

合衆国

コマーシャル

・ペーパー
0.00000111/04/2010USD 10,000,000.009,999,600.009,999,900.001.96

27 UBS FINANCE (DELW)
アメリカ

合衆国

コマーシャル

・ペーパー
0.00000112/10/2010USD 10,000,000.009,997,494.449,997,836.111.96

28 SVENSKA HANDLSBN S
アメリカ

合衆国

コマーシャル

・ペーパー
0.00000112/13/2010USD 8,510,000.008,504,574.888,507,528.561.67

29 FEDERAL HOME LN BK CONS DSC NT
アメリカ

合衆国
割引債 0 12/08/2010USD 7,645,000.007,643,097.247,643,776.801.50

30 NORDEA NORTH AMER. I
アメリカ

合衆国

コマーシャル

・ペーパー
0.00000112/20/2010USD 5,870,000.005,867,798.755,868,043.331.15
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② 【投資不動産物件】

該当なし(2010年10月末日現在)。

 

③ 【その他投資資産の主要なもの】

該当なし(2010年10月末日現在)。
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(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

2010年10月末日および同日前１年間の期間における各月末ならびに下記会計年度末の純資産の推移は次の

とおりである。

米ドル・ファンド

 

 

純資産総額 １口当りの純資産価格

千米ドル 百万円 米ドル 円

第４会計年度末(2001年８月31日) 707,161 57,202 0.01 0.81

第５会計年度末(2002年８月31日) 719,835 58,227 0.01 0.81

第６会計年度末(2003年８月31日) 622,779 50,377 0.01 0.81

第７会計年度末(2004年８月31日) 672,925 54,433 0.01 0.81

第８会計年度末(2005年８月31日) 702,555 56,830 0.01 0.81

第９会計年度末(2006年８月31日) 542,168 43,856 0.01 0.81

第10会計年度末(2007年８月31日) 499,705 40,421 0.01 0.81

第11会計年度末(2008年８月31日) 615,942 49,824 0.01 0.81

第12会計年度末(2009年８月31日) 537,307 43,463 0.01 0.81

第13会計年度末(2010年８月31日) 504,197 40,784 0.01 0.81

　　　　　　　　　2009年11月末 509,241 41,193 0.01 0.81

　　　　　　　　　　　　12月末 498,924 40,358 0.01 0.81

　　　　　　　　　2010年１月末 490,029 39,638 0.01 0.81

　　　　　　　　　　　　２月末 507,810 41,077 0.01 0.81

　　　　　　　　　　　　３月末 499,330 40,391 0.01 0.81

　　　　　　　　　　　　４月末 508,949 41,169 0.01 0.81

　　　　　　　　　　　　５月末 500,352 40,473 0.01 0.81

　　　　　　　　　　　　６月末 495,296 40,064 0.01 0.81

　　　　　　　　　　　　７月末 492,477 39,836 0.01 0.81

　　　　　　　　　　　　８月末 504,197 40,784 0.01 0.81

　　　　　　　　　　　　９月末 512,187 41,431 0.01 0.81

　　　　　　　　　　　　10月末 510,489 41,293 0.01 0.81

(注)　米ドル・ファンドは1997年７月24日より運用を開始した。
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② 【分配の推移】

ファンド証券の一口当り純資産価格を１米セントに維持するために必要な額の分配を日々宣言している。

毎月の最終ファンド取引日に当該最終ファンド取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべて

の分配金は税引後再投資されている。

 

各会計年度中の100口当り分配金の合計額は、以下のとおりである。

 

 
米ドル・ファンド
(100口当り)
(米ドル)

第４会計年度(2001年８月31日終了) 0.0493896

第５会計年度(2002年８月31日終了) 0.0159634

第６会計年度(2003年８月31日終了) 0.0069081

第７会計年度(2004年８月31日終了) 0.0043679

第８会計年度(2005年８月31日終了) 0.0191753

第９会計年度(2006年８月31日終了) 0.0421598

第10会計年度(2007年８月31日終了) 0.0471806

第11会計年度(2008年８月31日終了) 0.0323465

第12会計年度(2009年８月31日終了) 0.0049128

第13会計年度(2010年８月31日終了) 0.0002159
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③ 【収益率の推移】

米ドル・ファンド

 

会計年度 収益率(注)

第４会計年度(2001年８月31日終了) 4.94％

第５会計年度(2002年８月31日終了) 1.60％

第６会計年度(2003年８月31日終了) 0.69％

第７会計年度(2004年８月31日終了) 0.44％

第８会計年度(2005年８月31日終了) 1.92％

第９会計年度(2006年８月31日終了) 4.22％

第10会計年度(2007年８月31日終了) 4.72％

第11会計年度(2008年８月31日終了) 3.23％

第12会計年度(2009年８月31日終了) 0.49％

第13会計年度(2010年８月31日終了) 0.02％

 

(注)　ファンドは、純資産価格について変動がないため、本書に開示の収益率は、分配金の当該期間末における累計額を用いて、

以下の計算式により算出した。

収益率(％)＝100×(a-b)/b

a＝当該期間末の１口当り純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)

b＝当該期間の直前のファンド取引日の１口当り純資産価格(分配落の額)
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(参考情報)
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(4) 【販売及び買戻しの実績】

ファンドの各会計年度中の販売および買戻しの実績、ならびに各会計年度末現在の発行済ファンド受益証

券口数は次のとおりである。

米ドル・ファンド

 

 販売口数 買戻し口数 発行済口数

第４会計年度
(2001年８月31日終了)

97,298,248,460
(97,298,248,460)

90,574,576,977
(90,574,576,977)

68,567,590,333
(68,567,590,333)

第５会計年度
(2002年８月31日終了)

103,951,628,177
(103,951,628,177)

100,535,712,513
(100,535,712,513)

71,983,505,997
(71,983,505,997)

第６会計年度
(2003年８月31日終了)

115,058,491,297
(115,058,491,297)

124,764,123,375
(124,764,123,375)

62,277,873,919
(62,277,873,919)

第７会計年度
(2004年８月31日終了)

102,887,174,769
(102,887,174,769)

97,872,557,301
(97,872,557,301)

67,292,491,387
(67,292,491,387)

第８会計年度
(2005年８月31日終了)

91,291,983,552
(91,291,983,552)

88,328,934,843
(88,328,934,843)

70,255,540,096
(70,255,540,096)

第９会計年度
(2006年８月31日終了)

68,254,656,607
(68,254,656,607)

84,293,437,229
(84,293,437,229)

54,216,759,474
(54,216,759,474)

第10会計年度
(2007年８月31日終了)

53,959,698,559
(53,959,698,559)

58,205,955,675
(58,205,955,675)

49,970,502,358
(49,970,502,358)

第11会計年度
(2008年８月31日終了)

60,325,591,569
(60,325,591,569)

48,701,867,023
(48,701,867,023)

61,594,226,904
(61,594,226,904)

第12会計年度
(2009年８月31日終了)

46,504,719,679
(46,504,719,679)

54,368,210,158
(54,368,210,158)

53,730,736,425
(53,730,736,425)

第13会計年度
(2010年８月31日終了)

27,688,003,011
(27,688,003,011)

30,999,062,216
(30,999,062,216)

50,419,677,220
(50,419,677,220)

(注１)　(　　)の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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第２ 【管理及び運営】

１ 【申込（販売）手続等】

(イ)海外における販売

ファンド証券は、管理会社により各ファンド取引日に発行される。ファンド取引日において、買付申込書は、米

ドル・ファンドについてはルクセンブルグ時間午後１時前に、登録・名義書換事務代行会社により受領されな

ければならない。当該時刻以降に受領されたものは翌ファンド取引日に受領されたものと見做される。

端数受益証券は発行されない。

管理会社は、ファンド証券を記名式でのみ発行する。

ファンド証券の券面または確認書は、当該代金の支払いが保管受託銀行に行われた場合、登録・名義書換事務

代行会社により交付される。

各券面には、管理会社および保管受託銀行の署名が付されるが、当該両署名はファクシミリによることができ

る。券面発行の要請がない場合、投資者は、所有受益証券について券面を発行しないことを要請したものと見做

され、確認書が代わりに交付される。

各クラス受益証券の一口当りの発行価格は、各クラス受益証券の買付注文が受領されたまたは受領されたと

見做されたファンド取引日に決定される一口当たりの純資産価格である。管理会社は、分配方針に基づき、合理

的に可能な限り、一口当り純資産価格を常に各クラス受益証券の基準価格に維持するように努力する。

販売手数料は徴収されない。

ファンド受益証券の買付申込書は、各ファンド取引日に、登録・名義書換事務代行会社であるステート・スト

リート・バンク・ルクセンブルグ・エス・エーの各事務所で受付けられる。

買付代金の支払いは、ファンド証券の買付注文が受領されたか受領されたと見做されたファンド取引日の翌

ファンド取引日に、保管受託銀行に対し電信送金により米ドル・ファンドの場合は米ドルで行う。

ファンド受益証券の券面または確認書は、買付代金支払日から７銀行営業日以内に、保管受託銀行の事務所

で、買付者または同人の銀行に入手可能となる。

管理会社は、ファンド証券の発行に関し、トラストおよびその販売会社がファンド証券が募集される国々の法

令を遵守することを意図している。管理会社は、その裁量により、いつでも一定の国や領土の居住者やそれらの

国、領土に設立された法人へのファンド証券の発行を一時的に停止し、永続的に中止または制限することができ

る。

管理会社は、受益者全体および、トラストの保護に必要な場合、特定の人または法人につき、ファンド証券の取

得を禁止することができる。

さらに、管理会社は、

ａ　ファンド証券の申込みをその裁量において拒否することができ、また、

ｂ　ファンド証券の購入または保有を禁じられた受益者が保有するファンド証券をいつでも買戻すことができ

る。
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管理会社は、サブ・ファンドの基準価格を維持するよう最大の努力を行うが、サブ・ファンドの一口当り純資

産価格が基準価格を下回った場合に、サブ・ファンドの一口当り純資産価格の決定を停止し、その結果当該サブ

・ファンドのファンド証券の発行（前述の取得申込みおよび再投資）を一時的に停止することがある。

(ロ)日本における販売

日本においては有価証券届出書「第一部 証券情報、(7)申込期間」に記載される継続募集期間中のファンド

取引日に、同第一部証券情報に従ってファンド証券の募集が行われる。日本における販売会社毎に定める申込締

切時間までに受領されたものを当日の申込みとする。

販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、当該投資者から当該約款に基づく取引口座の

設定を申込む旨の申込書の提出を受ける。投資家はまた販売取扱会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を

締結する。販売の単位は、米ドル・ファンドについては、原則1,000口以上１口単位である。

ただし、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社において取扱う有価証券その他の利金・分配金、償還

金または売却代金のうちファンドの建値通貨で支払われるものによりファンド証券を取得する場合、三菱ＵＦ

Ｊモルガン・スタンレー証券株式会社が応じるものに限り１口以上１口単位とする。

ひろぎんウツミ屋証券株式会社における申込みの申込単位は、申込日にひろぎんウツミ屋証券株式会社が決

定する為替相場に基づき10万円相当額の口数以上１円単位、または、10万口以上１口単位とする。

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行における窓口で円貨を指定した場合の申込単位は１万円以上１円単位とし、窓

口で外貨を指定した場合の申込みの申込単位は、10米ドル以上１米セント単位とする（通常１口は１米セン

ト）。

三菱東京ＵＦＪダイレクトで円貨を指定した場合の申込単位は10米ドル相当額以上１円単位、三菱東京ＵＦ

Ｊダイレクトで外貨を指定した場合の申込みの申込単位は、10米ドル以上１米セント単位とする（通常１口は

１米セント）。

東海東京証券株式会社における円貨を指定した場合の申込単位は、１万円以上１円単位とし、外貨を指定した

場合の申込単位は、100米ドル以上１米セント単位とする。

また、東海東京証券株式会社において取扱う有価証券その他の利金・分配金、償還金または売却代金のうち、

ファンドの建値通貨で支払われるものによりファンド証券を取得する場合、東海東京証券株式会社が応じるも

のに限り１口以上１口単位とする。

なお、上記単位は変更されることがある。

農林中央金庫と証券投資信託受益証券の募集・販売等の取扱い等にかかる契約を締結している取次登録金融

機関の本・支店(所)・事務所および農林中央金庫における申込単位は、申込日に農林中央金庫が決定する為替

相場に基づき１万円相当額の口数以上１円単位とする（農林中央金庫では、口座開設を伴う新規買付はできな

い。）。

ファンド証券一口当りの販売価格は、原則として、登録・名義書換事務代行会社が当該申込みを受領したファ

ンド取引日（以下「申込受付日」という。）の一口当りの純資産価格である。申込みが行われたファンド取引日

の翌ファンド取引日に受渡しを行う。
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販売取扱会社は、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託し累積投資契約を締結した投資者に対し、取引報

告書等を交付する。代金の支払いは、原則として円貨によるものとし、ファンド受益証券の基準通貨との換算は、

別段の定めのない限り、当該申込みのあった申込日またはその払込日における東京外国為替市場に準拠したも

ので、販売取扱会社が決定するレートによるものとする。また、販売取扱会社が応じ得る範囲で販売取扱会社の

ファンド受益証券の基準通貨の預金口座への振込みによりファンド受益証券の基準通貨で支払うこともでき

る。

申込手数料はない。

なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売取扱会社は、トラスト純資産が１億円未満となる等同協会の

定める「外国証券の取引に関する規則」中の「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド証券が適合しな

くなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。

管理会社は、サブ・ファンドの基準価格を維持するよう最大の努力を行うが、サブ・ファンドの一口当り純資

産価格が基準価格を下回った場合に、サブ・ファンドの一口当り純資産価格の決定を停止し、その結果当該サブ

・ファンドのファンド証券の発行（前述の取得申込みおよび再投資）を一時的に停止することがある。

 

２ 【買戻し手続等】

(イ)海外における買戻し

受益者は、ファンド取引日にいつでもファンド証券の買戻しを請求することができる。買戻請求は、米ドル・

ファンドについては当該ファンド取引日のルクセンブルグ時間午後１時前に、登録・名義書換事務代行会社に

より受領されなければならない。当該時刻以降に受領された買戻請求は、翌ファンド取引日に受領されたものと

見做される。

買戻しは、買戻請求が受領されたか受領されたと見做されるファンド取引日に決定される当該クラスの一口

当たり純資産価格により行われる。買戻請求には、(発行されている場合)受益証券券面を添付しなければならな

い。買戻手数料はない。

買戻請求の場合、買戻されるファンド証券について宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は、買戻代金

とともに支払われる。受益者が保有するファンド証券の一部の買戻しの場合、当該受益者、日本における販売会

社または管理会社との間で締結された契約に基づきノミニー・サービスを提供しているその他のノミニー受益

者は、買戻される受益証券を特定して指示しなければならない。

上記にかかわらず、日本における販売会社からの請求を受領した際、管理会社はその裁量により日本における

販売会社を通じてなされたファンド証券の一部の買戻しを以下のように取扱うことを選択することが出来る。

受益者が保有するファンド証券の全部ではなく一部の買戻しの場合、買戻されるファンド証券について宣言

され、発生済・未払いのすべての分配金は、別段の請求のない限り、買い戻し代金と一緒には支払われない。

受益者が保有するファンド証券の一部の買戻しを請求した場合、別途指示のない限り、当該受益者が最初に購

入したファンド証券の買戻しが請求されたものと見做される。その分配金は各月の当該ファンドの最終ファン

ド取引日に再投資されてファンド証券が発行される。
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管理会社は、通常の場合、ファンド証券の買戻しを受益者の買戻請求後遅滞なく行うことができるようにする

ため、ファンドの流動性を適切な水準に保持することを保証するものとする。

あるファンド取引日(「関係取引日」)においてかかかる関係取引日におけるファンドの発行済受益証券総数

の10％を越える当該ファンドの受益証券数についての買戻請求が受領された場合、管理会社は全ての買戻請求

を10％の水準を越えないように等しい割合で繰り越すことができる。このように減少された関係取引日に関す

る買戻請求は、その後に受領される買戻請求に優先して効力を生じる。

管理会社は、ファンド証券の各クラスの一口当りの純資産価格を基準価格に維持するよう最善の努力を行う

が、買戻価格は、買戻日に適用される純資産価格に応じ、買付時の価格より高くなることも低くなることもあり

得る。

上記の買戻代金および上記分配金(もし適用あれば)の支払いは、券面が発行された場合は、これが受領され、

買戻請求が受領されたか、受領されたと見做される当該ファンド取引日の翌ファンド取引日(以下「精算日」と

いう。)に行われる。

(ロ)日本における買戻し

日本における受益者は、いつでも買戻しを請求することができる。買戻請求は、手数料なしで、各ファンド取引

日に販売取扱会社を通じ、管理会社に対し行うことができる。

ファンド証券一口当りの買戻価格は、原則として、登録・名義書換事務代行会社が買戻請求を受領した日(以

下「買戻受付日」という。)に計算される一口当り純資産価格である。買戻代金(および発生済・未払い分配金)

は、日本における販売会社による別段の定めのない限り、外国証券取引口座約款および累積投資約款の定めると

ころに従って、販売取扱会社を通じて、買戻請求が行われたファンド取引日の翌ファンド取引日に支払われる。

買戻代金(および発生済・未払い分配金)が円貨で支払われる場合、米ドルとの換算は、別段の定めがない限り、

当該申込みのあった申込日またはその払込日における東京外国為替市場に準拠したもので、販売取扱会社が決

定するレートによるものとする。また、販売取扱会社が応じ得る場合は当該受益者のファンド受益証券の基準通

貨の預金口座への振込によりファンド受益証券の基準通貨で支払われる。ファンド証券の買戻しは１口を単位

とする。

あるファンド取引日(「関係取引日」)においてかかる関係取引日におけるファンドの発行済受益証券総数の

10％を超える当該ファンドの受益証券数について買戻請求が受領された場合、管理会社は全ての買戻請求を

10％の水準を越えないように等しい割合で繰り越すことができる。このように減少された関係取引日に関する

買戻請求は、その後に受領される買戻請求に優先して効力を生じる。
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(ハ)ファンド証券の転換

１つのサブ・ファンドの受益証券から他方サブ・ファンドの受益証券に転換を希望する受益者は、ファンド

取引日に、転換のための取消不能の転換請求書に(発行されている場合は)受益証券を添えて、管理会社に対して

受益証券の転換を請求することができる。当該請求書には、転換される口数を指定するものとする。転換により

発行される口数は、転換請求の適用取引日のそれぞれのサブ・ファンドの受益証券の純資産価格に基づき以下

のとおり決定される。

Ｎ1 ＝
ＮＡＶ2×Ｎ2

ＮＡＶ1

 Ｎ1： 転換後の口数。端数は発行されない。転換に伴い生ずる端数に起因する残余金額は、受

益証券が転換される先のサブ・ファンドに帰属する。

Ｎ2： 転換前の口数。これには、転換請求受益証券の発生済未払の分配金が、ルクセンブルグ、

日本、その他の国の適用ある未払税金額を控除した後に、再投資されて発行された受益

証券口数を含む。

ＮＡＶ1： 転換により発行される受益証券の適用純資産価格。

ＮＡＶ2： 転換により発行される受益証券の基準通貨に適用される取引日の為替レートにより変

換された転換される受益証券の適用純資産価格。

転換手数料は課されない。

日本においては、一つのサブ・ファンドの受益証券から他のサブ・ファンドの受益証券に転換することはで

きない。
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３ 【資産管理等の概要】

(1) 【資産の評価】

(イ)純資産価格の決定

各クラスのファンド証券の一口当り純資産価格は、日々の分配金宣言直後、毎ファンド取引日に決定され

る。「ファンド取引日」は、米ドル・ファンドの場合(ⅰ)ルクセンブルグおよびニューヨークの銀行営業日で

(ⅱ)ニューヨーク証券取引所の取引日で(ⅲ)日本の証券会社および銀行の営業日である日(ただし12月24日

および日本における12月の最終営業日を除く)をいう。

各クラスの一口当り純資産価格は、管理会社によりまたは管理会社の指図の下に決定され、管理会社の事務

所において閲覧可能である。

各ファンドの組入れ証券は均等償却法により評価される。この評価方法は、証券を取得原価で評価し、以後

証券の市場価格に与える金利変動の影響にかかわらず、割引額またはプレミアム分を満期に至るまで均等額

で償却することを前提としている。この方法は、評価面での確実性を提供するものの、均等償却法によって決

定される評価額がファンドが証券を売却した場合に受領する売却代金より高額であったり低額であったりす

る場合が生ずる結果となる。

各ファンドは、合理的に可能な範囲で、発行と買戻しのために計算されるファンドの証券の一口当り価格を

基準価格で安定させる手続を設けている。ファンドの組入証券は、市場価格に基づき計算される純資産価格と

均等償却法により計算される純資産価格との間の乖離を判定するため、管理会社により、またはその指示によ

り監査される。重大な稀薄化またはその他の不公正な結果を投資者または既存の受益者にもたらす可能性の

ある乖離があったと判定された場合、管理会社またはその指定する代理人は、必要かつ適切であると判断する

調整的措置を行う。これには、各受益者の受益証券の割合に応じた買戻しによるファンドの発行済受益証券口

数の減少(この買戻しにより受益者に対しては何らの金額も支払われない。)、売買益または売買損を実現化さ

せるため満期前の組入証券の売却、組入証券の平均満期を短くすること、分配の停止または入手可能な市場相

場に基づく一口当り純資産価格の決定が含まれる。受益証券の一口当りの純資産価格を基準価格に維持する

ため発行済受益証券口数を減少させる場合、強制的に買戻されるファンド証券口数は、組入証券の均等償却法

による評価と市場価格に基づく評価との差を表わしている。当該クラス受益証券の各受益者は、ファンドへの

投資にあたり、かかる強制的買戻しに同意したものと見做される。

ファンドの基準通貨以外の通貨により表示された価格は、当該通貨の入手可能な直近の売買相場の仲値で

当該通貨に換算される。

上記の管理会社またはその指定する代理人は、管理会社の役員またはこれにより指定された者による公正

な価格計算のための一般的ガイドラインを定めた、管理会社が随時採択する方針に従って行われる。

すべての場合、各ファンドの純資産総額は、ファンドに帰属するすべての組入証券およびその他の資産の合

計から、ファンドの債務を控除して決定される。各クラスの受益証券の一口当りの純資産価格は、当該クラス

に帰属する純資産額を、当該クラスの発行済受益証券口数で除することにより決定される。
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トラスト中の各サブ・ファンドに帰属する資産および債務を決定するため、各サブ・ファンドの資産プー

ルは以下の方法で設定される。

(a) 各サブ・ファンドの受益証券発行からの手取金は、トラストの帳簿上、当該ファンドのための資産プール

に計上され、各サブ・ファンドに帰属する資産、負債、収益および支出は、本条項に従い当該プールに計上さ

れる。

(b) 一定の資産から他の資産が生じた場合、当該派生資産は、トラストの帳簿上、派生前の資産プールと同一

のプールに計上され、価額の増加、減少は、資産の再評価時に、当該プールに計上される。

(c) 特定のプールの資産に関連して、トラストに債務が生じた場合、当該債務は、当該プールに帰属させる。

(d) トラストの資産や債務が特定のプールに帰属するものと判断されない場合、かかる資産や債務は、関連す

る各サブ・ファンドの純資産総額の割合に応じてすべてのプールに帰属させる。ただし、どのプールに帰属

させるにせよ、すべての債務は、債権者がこれと異なる合意をしない限り、トラスト全体を拘束する。

(e) 各クラスについて宣言される分配金の受領権者の決定のための基準日に、当該クラスの受益証券の純資

産価格は、当該金額分だけ減少させるものとする。

ファンド内に異なるクラスの受益証券が存在し、資産および負債を特定のクラスに帰属させる必要が生じ

た場合、当該資産および負債を妥当なクラスに配分するため、上記(a)から(d)に記載される配分規準が準用さ

れる。

あるファンド取引日において、通信手段の一時的な途絶やトラストの投資対象の市場価格が一時的に入手

できないという理由により、一口当り純資産価格の決定ができない場合、管理会社は、発行価格および買戻価

格の決定のために、直前のファンド取引日に決定された純資産価格および一口当り分配金を使用することを

決定することができる。

異常事態により評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正な評価

の遂行のため、他の評価方法を用いて慎重かつ誠実に評価を行う権限を付与されている。

 

(ロ)純資産価格の決定の停止

管理会社は、次の場合においていずれかのクラスの純資産価格の決定を一時的に停止し、かかるクラスの受

益証券の販売、買戻しおよび転換を一時的に停止することができる。

(a) 当該ファンド資産の相当部分の評価の基礎を提供する―もしくは複数の証券取引所もしくは市場、また

はファンド資産の相当部分の表示通貨を取引する―もしくは複数の外国為替市場が通常の休日以外の日に

閉鎖され、または、取引が制限もしくは停止された場合。

(b) 政治的、経済的、軍事的もしくは通貨上の事由のため、または管理会社の責任および監督が及ばない何ら

かの状況が生じた結果、受益者の利益に重大な損害を及ぼすことなく、ファンドの資産の処分が正当にまた

は正常に実行できない場合。

(c) ファンドの組入証券の評価を行うため通常使用されている通信機能またはコンピューター設備が故障し

ている場合、または何らかの理由でファンドの資産の評価が要求されるとおり迅速かつ正確に確定できな

い場合。
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(d) 為替規制または資金の移動に影響を与えるその他の規制の結果、ファンドの組入証券の取引が実行不可

能な場合またはファンドの資産の購入および売却が通常の為替レートでは実行できない場合。

 

(2) 【保管】

ファンド証券または確認書は、受益者の責任において保管される。日本において投資者に販売されるファンド

証券については、記名式の券面は発行されず、保管受託銀行は、日本における販売会社を名義人とする確認書を、

日本における販売会社に交付する。受益者に対しては、販売会社およびその他の販売取扱会社から取引残高報告

書等が交付される。ただし、受益者が記名式券面の発行を特に請求する場合は、外国為替管理法上の許可が必要

なときはこれを得て、自己の責任においてこれを保管する。

 

(3) 【信託期間】

トラストおよびファンドの存続期間は、無期限である。

 

(4) 【計算期間】

トラストおよびファンドの決算日は、毎年8月31日である。

 

(5) 【その他】

(イ)発行限度額

ファンド証券の発行限度額については特に定めがなく随時発行することができる。

(ロ)トラストおよびファンドの解散

トラストは、管理会社および保管受託銀行の合意により、いつでも、解散することができる。また、トラスト

はルクセンブルグ法により要求される場合は、解散することができる。解散通知は、ルクセンブルグの「メモ

リアル・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン」(「メモリアル紙」という。)および適切な発行部数

をもつ少なくとも２つの新聞に公告されるものとする。ただし、そのうち少なくとも１紙はルクセンブルグの

新聞でなければならない。

管理会社は、保管受託銀行との合意により、(ⅰ)いつでもファンドを含むサブ・ファンドを解散することが

でき、当該サブ・ファンドの受益者は、当該サブ・ファンドの資産の売却純手取金の分配を受け、または(ⅱ)

いつでもサブ・ファンドを解散することができ、他のサブ・ファンドに、解散される(監査報告により評価さ

れる)サブ・ファンドの資産を移転し、他のサブ・ファンドの受益証券を、解散されるサブ・ファンド受益者

に分配することができる。上記(ⅱ)の解散および移転は、当該サブ・ファンドのサイズ、サブ・ファンドに影

響を与える経済的または政治的状況の変化により正当化される場合または関連受益者の最大の利益を確保す

るためにのみ行うことができる。上記(ⅰ)の解散の場合、解散の効力発生日が受益者に対し郵便またはファク

スにより通知される。上記(ⅱ)に記載のファンドの解散および移転の場合、当該サブ・ファンドのすべての受

益者に対し解散１か月前に郵便により通知するものとする。ファンドの解散の効力発生日まで、受益者はかか

るファンドの解散により生ずる費用をカバーする引当金額を反映した純資産価格で、当該受益証券の買戻し

または転換を継続することができる。
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(ハ)ワラント、新受益証券引受権またはオプションの発行

管理会社は、ワラント、新受益証券引受権またはオプションを発行して、受益者にファンド証券を買付ける

権利を与えない。

(ニ)約款等の修正

管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、約款の全部または一部をいつでも修正することができる。修正は、

別段の定めのない限り、規制上の許認可、必要な届出および預託を条件として、保管受託銀行および管理会社

の調印と同時に効力が発生する。随時修正された約款は、ルクセンブルグの商業および法人登記所において登

記される。修正済約款がルクセンブルグの商業および法人登記所に預託された旨の公告は、メモリアル紙に掲

載される。投資顧問契約、保管契約、管理事務・所在地事務・登録および名義書換事務・支払代行会社契約な

らびに代行協会員契約は、契約当事者の書面による合意がない限り変更することができない。

(ホ)追加ファンドの設立

管理会社は、随時保管受託銀行の同意を得て、トラストの約款を変更することにより新しいサブ・ファンド

を設立することができる。

 

４ 【受益者の権利等】

(1) 【受益者の権利等】

受益者が管理会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券の名義人として登録されていなけれ

ばならない。

従って、販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、ファンド証券の登録名義人でな

いため、管理会社に対し直接受益権を行使することはできない。これらの日本の受益者は販売取扱会社との間の

外国証券取引口座約款に基づき販売取扱会社をして受益権を自己に代わって行使させることができる。ファン

ド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は本人の責任において権利行使を行う。

受益者の有する主な権利は次のとおりである。

①　分配請求権

受益者は、管理会社の決定したファンドの分配金を、持分に応じて管理会社に請求する権利を有する。

②　買戻請求権

受益者は、いつでもファンド証券の買戻しを管理会社に請求することができる。

③　残余財産分配請求権

ファンドが解散される場合、受益者は管理会社に対し、その持分に応じて残余財産の分配を請求する権利を

有する。

(注)　約款には受益者集会に関する規定はない。なお、受益者の管理会社または保管受託銀行に対する請求権は、かかる

請求権を生じさせる事由発生日の５年後に失効する。
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(2) 【為替管理上の取扱い】

受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理法上の制限はない。

 

(3) 【本邦における代理人】

東京都千代田区丸の内二丁目１番１号　明治安田生命ビル

外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ

上記代理人は、管理会社から日本国内において、

①　管理会社またはファンドに対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規

則上の問題についての一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、および

②　日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切

の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されている。

また日本国財務省関東財務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示ならびに金融庁

長官に対するファンド証券に関する届出代理人は、

弁護士　　和　仁　亮　裕

東京都千代田区丸の内二丁目１番１号　明治安田生命ビル

外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ

である。

 

(4) 【裁判管轄等】

上記(3)②の取引に関連して日本の投資者が提起する訴訟に限って、その裁判管轄権は下記の裁判所が有し、

適用法は日本法であることを管理会社は承認している。

東京地方裁判所　東京都千代田区霞が関一丁目１番４号
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第３ 【ファンドの経理状況】

①　ファンドの直近２会計年度(2008年９月１日から2009年８月31日までおよび2009年９月１日から2010年８月31日

まで)の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したもの

である。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則」第129条第５項ただし書の規定の適用によるものである。

 

②　ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規

定する外国監査法人等をいう。）であるプライスウォーターハウスクーパース・エス・エー・アール・エルから

監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告

書に相当するもの（訳文を含む。）を添付のとおり受領している。

 

③　ファンドの原文の財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が

併記されている。日本円による金額は、2010年10月29日現在における株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売

買相場の仲値(１米ドル＝80.89円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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１ 【財務諸表】

(1) 【2010年８月31日終了年度】

① 【貸借対照表】

モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー

純資産計算書

2010年８月31日現在

 

    米ドル・ファンド

      (米ドル)  (千円)

資産         

　投資有価証券(償却原価)(注２)      504,509,510 40,809,774

　未収利息      82,945 6,709

　現金預金      375 30

　その他の未収金      1,732 140

資産合計      504,594,562 40,816,654

負債         

　未払投資顧問報酬      149,193 12,068

　未払弁護士報酬      129,147 10,447

　未払監査報酬      45,628 3,691

　未払販売報酬      42,245 3,417

　未払管理事務報酬      39,223 3,173

　未払年次税(注５)      33,768 2,731

　未払取締役報酬      12,433 1,006

　未払保管報酬      9,388 759

　未払代行協会員報酬      4,216 341

　未払管理報酬      2,494 202

　未払分配金(注３)      1,249 101

　控除：払戻された費用(注４)      (71,194) (5,759)

負債合計      397,790 32,177

純資産額      504,196,772 40,784,477

         

         

分配型クラス：         

クラス別純資産額      504,196,772 40,784,477

発行済受益証券口数      50,419,677,220  

一口当り純資産価格         0.01  0.81円
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統計情報

 

純資産額
 
            

分配型クラス             

             

             

　2008年８月31日現在         615,942,269  49,823,570

             

　2009年８月31日現在         537,307,364  43,462,793

             

　2010年８月31日現在         504,196,772  40,784,477

             

             

発行済受益証券口数             

分配型クラス             

             

             

　2008年８月31日現在         61,594,226,904   

             

　2009年８月31日現在         53,730,736,425   

             

　2010年８月31日現在         50,419,677,220   

             

             

一口当り純資産価格             

分配型クラス             

             

             

　2008年８月31日現在         0.01  0.81円

             

　2009年８月31日現在         0.01  0.81円

             

　2010年８月31日現在         0.01  0.81円

             

 
添付の注記は当財務書類の一部である。
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② 【損益計算書】

モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー

損益計算書

2010年８月31日に終了した年度

 

    米ドル・ファンド

      (米ドル)  (千円)

収益            

　受取利息(注２)        1,371,990  110,980

収益合計        1,371,990  110,980

費用            

　投資顧問報酬        1,249,462  101,069

　控除：権利放棄報酬(注４)        (354,049)  (28,639)

　投資顧問報酬－純額        895,413  72,430

　販売報酬(注３)        2,023,134  163,651

　控除：権利放棄報酬(注４)        (1,770,242)  (143,195)

　販売報酬－純額        252,892  20,456

　代行協会員報酬        404,627  32,730

　控除：権利放棄報酬(注４)        (379,338)  (30,685)

　代行協会員報酬－純額        25,289  2,046

　その他の報酬：            

　管理事務報酬        232,311  18,792

　弁護士報酬        227,305  18,387

　監査報酬        53,868  4,357

　保管報酬        52,274  4,228

　年次税(注５)        50,644  4,097

　取締役報酬        21,343  1,726

　その他の費用        15,130  1,224

　管理報酬        14,997  1,213

　控除：払戻された費用(注４)        (576,652)  (46,645)

　その他の報酬－純額        91,220  7,379

費用合計        1,264,814  102,311

投資純利益        107,176  8,669

            

 

添付の注記は当財務書類の一部である。
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モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー

純資産変動計算書

2010年８月31日に終了した年度

 

    米ドル・ファンド

      (米ドル)  (千円)

運用         

　投資純利益      107,176 8,669

運用による純資産の純増加額      107,176 8,669

受益証券取引：         

　受益証券の発行手取金      276,794,597 22,389,915

　受益証券への再投資分配金(注３)      85,433 6,911

　受益証券買戻し      (309,990,622) (25,075,141)

受益証券取引による純資産の減少額      (33,110,592) (2,678,316)

支払われた分配金(注３)      (21,743) (1,759)

再投資された分配金(注３)      (85,433) (6,911)

分配金合計      (107,176) (8,669)

純資産の減少額      (33,110,592) (2,678,316)

期首現在純資産      537,307,364 43,462,793

         

期末現在純資産      504,196,772 40,784,477

         

 

添付の注記は当財務書類の一部である。
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モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー

 

財務書類に対する注記

2010年８月31日現在

 

１　一般的情報：

モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー(以下「トラスト」という。)は、ルクセンブルグ大公国

の法律に基づきアンブレラ型の共有持分型投資信託(“fonds commun de placement”)としてルクセンブルグに

おいて設定され、ルクセンブルグに登記上の事務所を有する。

トラストは現在、米ドル・ファンドというファンドを募集している。米ドル・ファンドは1997年７月24日に投資

運用を開始した。

ファンドは、経常収益を分配しつつ、投資元本を維持し高い流動性を保つことを目的とする。ファンド資産の

50％超は、日本国の法令または当局により求められる限り、日本国の金融商品取引法（以下「金融商品取引法」と

いう。）に定める有価証券（ただし、金融商品取引法第２条第２項各号に掲げる有価証券を除く。）に常に投資さ

れる。

2003年12月26日付で、トラストは2002年12月20日法のパートⅡに服する。

 

２　重要な会計方針の要約：

トラストの財務書類は、ルクセンブルグ当局の法定報告要件に従って作成されている。

(a) 組入金融商品の評価

有価証券、金融市場商品およびその他の金融商品は、償却原価法により評価される。この方法に基づき、償却原

価は、当該金融商品をその取得原価で評価し、その後、金融商品の市場価格に与える金利変動の影響にかかわら

ず、割引額または額面超過額を満期に至るまで均等額で償却することを前提として決定される。

ファンドの保有するポートフォリオは、市場相場で計算された純資産価格と償却原価法により計算された純

資産価格との間に差異がないか判断するため、管理会社の取締役会により、またはその指示に基づき定期的に見

直される。既存の受益者である投資家に対して大幅な希薄化またはその他の不利益をもたらす可能性のある差

異の存在が認められる場合、管理会社は、キャピタル・ゲインまたはキャピタル・ロスを実現させるために、期

限前に組入金融商品を売却するか、もしくは利用可能な市場相場を用いて受益証券一口当りの純資産価格を計

算するなど、必要かつ適切とみなされる是正措置をとる。

(b) 証券取引

証券取引は、適用できる場合当該取引日に計上される。

(c) 受取利息

受取利息は日々発生し、額面超過額の償却および割引額の増価を含んでいる。受取利息は発生主義に基づいて

認識され、源泉税を受領したかまたは源泉税が未収の場合を除き、源泉税を控除して表示される。
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(d) 創設費用

トラストの創設費用は全額償却されている。

 

３　配当および分配：

元本成長型受益証券を除き、管理会社は、各クラスの受益証券一口当りの純資産価格を１米セント(米ドル・

ファンドの場合)に維持することができる範囲で、毎日分配を宣言することを企図している。

毎月の最終ファンド取引日に宣言され、(当該最終ファンド取引日の前日(同日を含む)までに)発生し、未払いで

あるすべての分配金は(ルクセンブルグおよび／または受益者の国の分配金についての源泉税および支払うこと

が要求されるその他の税金(もしあれば)を控除後)、当該最終ファンド取引日の直前のファンド取引日に決定され

る受益証券一口当りの純資産価格で自動的に再投資され、これにつき受益証券が発行される。

 

４　管理契約、管理事務契約、投資顧問契約および販売契約：

管理会社は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インクを米ドル・ファンドの投資顧

問会社(米国)（以下「投資顧問会社」という。）として任命した。管理会社は、ファンドに対し四半期毎に3,750米

ドルの報酬を受領する権利を有する。投資顧問会社は、提供した投資顧問業務に対して、助言を受けるファンドの

日々の平均純資産額の年率0.25％で日割り計算された報酬を四半期毎に受領する権利を有する（四半期管理報酬

純額）。

投資顧問会社は、この報酬の一部を権利放棄することに自発的に同意しているため、2010年８月31日に終了した

年度中に、米ドル・ファンドは日々の平均純資産額の0.18％を請求されるにとどまった。

ファンドの管理事務代行会社であるステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・エーは、資産額

に基づく報酬を受領する権利を有する。

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社(以下「代行協会員」という。)は、ファンドに提供した代行協会員

業務に対して、ファンドの日々の平均純資産額の年率0.08％の報酬をファンドから四半期毎に支払われる。代行協

会員は、その裁量による終了を条件として、その報酬の一部を放棄することに自発的に同意しており、そのため、

ファンドは、2010年８月31日に終了した年度中に、日々の平均純資産額の0.005％を請求されるにとどまった。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、ひろぎんウツミ屋証券株式会社、株式会社SBI証券、株式会社三

菱東京ＵＦＪ銀行、東海東京証券株式会社、農林中央金庫およびモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社は、

米ドル・ファンドの日本における販売会社として活動している。これらの販売会社は、ファンドの日々の平均純資

産額の年率0.40％で日割り計算される販売報酬を四半期毎に受領する権利を有する。これらの販売会社は、当該各

会社の裁量による終了を条件として、かかる報酬の一部を権利放棄することに自発的に同意しており、そのため、

2010年８月31日に終了した年度中に、米ドル・ファンドは、日々の平均純資産額の0.05％を請求されるにとどまっ

た。

当期の総利回りが0.5％を下回ったため、適用される総費用比率は0.25％であった。
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この財務書類に対する注記に記載されている各種報酬の任意の権利放棄がなければ、ファンドの費用はより高

額になっていたはずである。

 

５　税金：

トラストは税務上ルクセンブルグ法に服す。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドはその純資産額に対し

て四半期毎に計算され支払われる年率0.01％の資本税を課せられる。

 

６　投資有価証券変動明細表：

当年度中の投資有価証券変動明細表は、管理会社の登記上の事務所において無料で入手可能である。

 

７　重要事実：

2010年6月30日付でアンドリュー・ジョン・マック氏はモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメ

ント・リミテッドのマネージング・ディレクターを辞任したが、取締役会には独立取締役として引き続き在任し

ている。

2010年８月１日以降、ルクセンブルグにおける法律顧問はリンクレーターズ・エルエルピーからシュヴァリエ

・アンド・シャレに変更された。
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③【投資有価証券明細表等】

モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー

米ドル・ファンド

投資有価証券明細表

2010年８月31日現在

(米ドルで表示)

 

発行体  通貨  額面金額  
利回り
／利率

 償還日  償却原価  
純資産
割合％

譲渡性のある有価証券および短期金融商品

譲渡性預金証書 － 35.30％

Banco Santander  USD 24,000,000 0.46 2010/09/08 24,000,000 4.76

Barclays Bank PLC  USD 8,000,000 0.45 2010/10/08 8,000,000 1.59

Credit Agricole  USD 24,000,000 0.27 2010/10/15 24,000,000 4.76

Credit Industriel et Commercial SA New

York Branch

 USD
 
24,000,000

 
0.59

 
2010/09/17

 
24,000,000

 
4.76

KBC Bank NV  USD 22,000,000 0.50 2010/09/10 22,000,000 4.36

Lloyds Bank PLC  USD 20,000,000 0.50 2011/07/29 20,000,000 3.97

Royal Bank of Scotland USD 15,000,000 0.51 2011/08/10 15,000,000 2.97

Skandinaviska Enskilda Banken USD 21,000,000 0.34 2010/10/01 21,000,000 4.16

Societe Generale New York Branch USD 20,000,000 0.69 2011/06/22 20,000,000 3.97

譲渡性預金証書合計          178,000,000 35.30

             

コマーシャル・ペーパー － 35.04％

Bank of America Corporation USD 24,480,000 0.19 2010/09/02 24,479,871 4.85

Bank of Nova Scotia  USD 22,660,000 0.28 2010/11/10 22,647,883 4.49

Banque et Caisse d' Epargne de l'Etat USD 21,085,000 0.30 2010/11/16 21,071,646 4.18

BPCE SA  USD 13,500,000 0.64 2010/11/12 13,482,720 2.67

BPCE SA  USD 10,950,000 0.48 2010/12/09 10,935,546 2.17

Commonwealth Bank of Australia USD 20,190,000 0.20 2010/09/10 20,188,990 4.00

Deutsche Bank Financial LLC USD 16,115,000 0.17 2010/09/21 16,113,478 3.20

HSBC Americas Incorporated USD 13,345,000 0.28 2010/10/29 13,338,980 2.65

JP Morgan Chase & Company USD 10,568,000 0.21 2010/09/01 10,568,000 2.10

National Australia Funding USD 23,875,000 0.28 2010/12/14 23,855,688 4.73

コマーシャル・ペーパー合計          176,682,802 35.04

             

割引債 － 18.63％

Federal Farm Credit Discount Notes USD 20,000,000 0.16 2010/09/01 20,000,000 3.97

Federal Home Loan Banks USD 24,960,000 0.16 2010/09/03 24,959,778 4.95

Federal Home Loan Banks USD 5,195,000 0.10 2010/09/07 5,194,914 1.03

Federal Home Loan Banks USD 18,750,000 0.17 2010/09/22 18,748,195 3.72

Federal Home Loan Banks USD 25,000,000 0.17 2010/09/24 24,997,365 4.96

割引債合計          93,900,252 18.63

             

米国財務省短期証券 － 6.93％

United States Treasury Bill USD 11,960,000 0.13 2010/09/09 11,959,647 2.37

United States Treasury Bill USD 12,970,000 0.15 2010/09/16 12,969,173 2.57

United States Treasury Bill USD 10,000,000 0.17 2010/09/16 9,999,312 1.99

米国財務省短期証券合計          34,928,132 6.93
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変動利付債－政府機関債－ 4.16％

Federal Home Loan Banks USD 21,000,000 0.23 2010/11/08 20,998,324 4.16

変動利付債－政府機関債合計          20,998,324 4.16

             

譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計     

(償却原価－USD504,509,510)  504,509,510 100.06

投資有価証券合計          504,509,510 100.06

その他の負債の資産超過分          (312,738) (0.06)

純資産合計          504,196,772 100.00

             

 

添付の注記は当財務書類の一部である。
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MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY
U.S. Dollar Fund

 

Statement of Net Assets
August 31,2010

 
  USD
ASSETS   
   
Investment in securities at amortized cost (note 2)  504,509,510
Interest receivable  82,945
Cash at bank  375
Other receivables  1,732

   

TOTAL ASSETS  504,594,562

   
LIABILITIES   
   
Accrued Advisory Fee  149,193
Accrued Legal Fees  129,147
Accrued Audit Fee  45,628
Accrued Distribution Fee  42,245
Accrued Administration Fee  39,223
Accrued Taxe d'abonnement (note 5)  33,768
Accrued Director's Fee  12,433
Accrued Custodian Fee  9,388
Accrued Securities Agent Fee  4,216
Accrued Management Fee  2,494
Dividends payable (note 3)  1,249
Less: Expenses reimbursed (Note 4)  (71,194)

   

TOTAL LIABILITIES  397,790

   

NET ASSET VALUE  504,196,772

   
Distribution Class:   
   
Net Asset Value per Class  504,196,772
Number of Units Outstanding  50,419,677,220

Net Asset Value per Unit  0.01
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Statistical Information

 

  
U.S. Dollar

Fund
Net Asset Value   
   
Distribution Class   

August 31, 2008  615,942,269

August 31, 2009  537,307,364

August 31, 2010  504,196,772

   
Number of Units Outstanding   
   
Distribution Class   

August 31, 2008  61,594,226,904

August 31, 2009  53,730,736,425

August 31, 2010  50,419,677,220

   
Net Asset Value per Unit   
   
Distribution Class   

August 31, 2008  0.01

August 31, 2009  0.01

August 31, 2010  0.01

 

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

 

EDINET提出書類

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー(E14868)

有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 51/154



 

MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY
U.S. Dollar Fund

 

Statement of Operations
For the year ended August 31, 2010

 
  USD
INCOME   
   
Interest (note 2)  1,371,990

   

Total Income  1,371,990

   
EXPENSES   
   
Advisory fees  1,249,462

Less: Fees waived (Note 4)  (354,049)

Advisory fees - Net  895,413

   
Distribution fees (note 3)  2,023,134

Less: Fees waived (Note 4)  (1,770,242)

Distribution fees - Net  252,892

   
Securities Agent fees  404,627

Less: Fees waived (Note 4)  (379,338)

Securities Agent fees - Net  25,289

   
Other fees:   
Administration fees  232,311
Legal fees  227,305
Audit fees  53,868
Custodian fees  52,274
Taxe d'abonnement (note 5)  50,644
Director's fees  21,343
Other expenses  15,130
Management fees  14,997

Less: Expenses reimbursed (Note 4)  (576,652)

Other fees - Net  91,220

   

Total Expenses  1,264,814

   

Net Investment Income  107,176

 

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

 

EDINET提出書類

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー(E14868)

有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 52/154



 

MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY
U.S. Dollar Fund

 

Statement of Changes in Net Assets
For the year ended August 31, 2010

 
  USD
Operations   
Net Investment Income  107,176

   

Net Increase in Net Assets resulting from operations  107,176

   
Unit transactions:   
Proceeds from issuance of units  276,794,597
Dividends reinvested in units (note 3)  85,433

Units redeemed  (309,990,622)

   

Decrease in Net Assets from unit transactions  (33,110,592)

   
Dividends paid (note 3)  (21,743)

Dividends reinvested (note 3)  (85,433)

Total Dividends  (107,176)

   
Decrease in Net Assets  (33,110,592)
   

Net Assets at the beginning of the year  537,307,364

   

NET ASSETS AT THE END OF YEAR  504,196,772

 

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY
 

Notes to the Financial Statements
August 31, 2010

 
1.　　　General information:
 

Morgan Stanley Money Market Family (the “Trust”) is organized in and under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg as a mutual investment umbrella Fund (“fonds commun de placement”) and has its registered office in
Luxembourg. 

 
The Trust currently offers one Fund: the U.S. Dollar Fund. The U.S. Dollar Fund commenced investment operations
on July 24, 1997.

 
The investment objective of the Fund is to preserve principal value and maintain a high degree of liquidity while
providing current income. At all times, more than 50% of the Fund’s net assets shall be invested in securities
(excluding those securities enumerated in the items of paragraph 2, Article 2 of the Financial Instruments and
Exchange Law of Japan (the “FIEL”)), which fall under the definition of securities under the FIEL so long as required
under Japanese rules and regulations by any Japanese regulatory authority.
 
As of December 26, 2003, the Trust is governed by part II of the law of December 20, 2002.

 
2.　　　Summary of Significant Accounting Policies:

 
The financial statements of the Trust have been prepared in accordance with the legal reporting requirements of the
Luxembourg authorities.

 
(a)　　 Valuation of Investments
 

The securities, money market instruments and other instruments are valued based on their amortized cost.
Under this method, amortized cost is determined by valuing an instrument at its cost and thereafter assuming
a constant amortization to maturity of any discount or premium, regardless of the impact of fluctuating
interest rates on the market value of the instruments.

 
The Fund’s portfolio holdings will be periodically reviewed by or under the direction of the Board of
Directors of the Management Company to determine whether a deviation exists between the Net Asset Value
calculated using market quotations and that calculated on an amortized cost basis. In the event it is
determined that a deviation exists which may result in material dilution or other unfair results to investors of
existing Unitholders, the Management Company will take such corrective action as is regarded as necessary
and appropriate, including the sale of portfolio instruments prior to maturity to realise capital gains or losses
or calculating a Net Asset Value per Unit by using available market quotations.

 
(b)　　 Security Transactions
 

When applicable, security transactions are accounted for on the trade date.
 
(c)　　 Interest Income
 

Interest income is accrued daily and includes the amortization of premiums and accretion of discounts.
Interest income is recognized on an accrual basis and is shown net of withholding taxes, except where the
withholding tax has been received or is receivable.

 
(d)　　 Organizational Costs
 

The formation expenses of the Trust have been fully amortized.
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MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY 
 

Notes to the Financial Statements (continued)
August 31, 2010

 
3.　　　Dividends and Distributions:
 

Except for Accumulation Units, it is the intention of the Management Company to proceed to a daily declaration of
dividends in an amount necessary to maintain each Class’s Net Asset Value per Unit at the amount of USD 0.01 for
the U.S. Dollar Fund.
 
On the last Dealing Day for the Fund in each month all dividends declared, accrued (up to and including the day
immediately preceding the last Dealing Day of the Fund) and not yet paid (after deducting withholding and other taxes
required to be paid (if any) in Luxembourg and/or countries of Unitholders in respect of dividends), are automatically
reinvested against issue of further Units of the relevant Fund at the Net Asset Value per Unit of such Fund determined
on the Dealing Day of that Fund preceding the aforesaid last Dealing Day of such Fund.

 
4.　　　Management Agreement, Administration Agreement, Investment Advisory Agreement and Distribution Agreement:
 

The Management Company has appointed Morgan Stanley Investment Management Inc. as the Investment Adviser
(U.S.) for the U.S. Dollar Fund, referred to as the “Investment Adviser”. The Management Company is entitled to
receive a fee of USD 3,750 per quarter for the Fund. For advisory services rendered, the Investment Adviser is entitled
to receive a fee, computed daily and paid quarterly, at an annual rate of 0.25% of the average daily net assets of the
Fund being advised, net of the quarterly management fee.
 
The Investment Adviser has voluntarily agreed to waive a portion of this fee, such that the U.S. Dollar Fund was
charged 0.18% of the average daily net assets during the year ended August 31, 2010.
 
State Street Bank Luxembourg S.A. as Administrative Agent to the Funds is entitled to receive an asset based fee.
 
Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd., (the “Agent Securities Company”) is paid a quarterly fee by the Fund,
computed at the annual rate of 0.08% of the daily average net assets of the Fund for agent securities services rendered
to the Fund. The Agent Securities Company has voluntarily agreed to waive a portion of its fee, subject to termination
at its sole discretion, such that the Fund was charged 0.005% of the daily average net assets during the year ended
August 31, 2010.
 
Mitsubishi UFJ Securities Co., Ltd., Utsumiya Securities Co., Ltd., SBI SECURITIES Co., Ltd., The Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Tokai Tokyo Securities Co., Ltd, The Norinchukin Bank and Morgan Stanley MUFG
Securities Co., Ltd. act as distributors of the U.S. Dollar Fund in Japan. These distributors are entitled to receive a
distribution fee, computed daily and payable quarterly, at an annual rate of 0.40% of the average daily net assets of the
Fund. All distributors have voluntarily agreed to waive a portion of this fee, subject to termination at their sole
discretion, such that the U.S. Dollar Fund was charged 0.05% of the average daily net assets during the year ended
August 31, 2010.
 
As the gross yield during the period under review was below 0.50%, the total expense ratio applied was 0.25%.

 
Without the voluntary waiver of the various fees mentioned in this Note to the Financial Statements, the expenses of
the Funds would have been higher.
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MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY 
 

Notes to the Financial Statements (concluded)
August 31, 2010

 
5.　　　Taxation:
 

The Trust is subject to Luxembourg law in respect of its tax status. Under legislation and regulations currently
prevailing in Luxembourg, the Fund is subject to a capital tax on its net assets at an annual rate of 0.01%, calculated
and payable quarterly.
 

6.　　　Portfolio changes:
 
The list of changes in the portfolio for the year is available free of charge at the registered office of the Management
Company. 

 
 

7.　　　Significant Events:
 

On 30 June 2010, Mr. Andrew John Mack resigned as a Managing Director of Morgan Stanley Investment
Management Limited but remains on the Board as an Independent Director.
 
With effect from 1 August 2010, the legal advisers in Luxembourg have been changed from Linklaters LLP to
Chevalier & Sciales.
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MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY

U.S. Dollar Fund

 

Schedule of Investments
August 31, 2010

(Expressed in USD)

 

    YIELD/      PERCENTAGE

 DENOMINATION FACE  INTEREST  MATURITY  AMORTIZED  OF

ISSUE CURRENCY AMOUNT  RATE  DATE  COST  NET ASSETS

TRANSFERABLE SECURITIES AND MONEY MARKET INSTRUMENTS

CERTIFICATES OF DEPOSIT - 35.30%

Banco Santander USD 24,000,000  0.46  09/08/2010  24,000,000  4.76
Barclays Bank PLC USD 8,000,000  0.45  10/08/2010  8,000,000  1.59
Credit Agricole USD 24,000,000  0.27  10/15/2010  24,000,000  4.76
Credit Industriel et Commercial SA New
York Branch

USD 24,000,000  0.59  09/17/2010  24,000,000  4.76

KBC Bank NV USD 22,000,000  0.50  09/10/2010  22,000,000  4.36
Lloyds Bank PLC USD 20,000,000  0.50  07/29/2011  20,000,000  3.97
Royal Bank of Scotland USD 15,000,000  0.51  08/10/2011  15,000,000  2.97
Skandinaviska Enskilda Banken USD 21,000,000  0.34  10/01/2010  21,000,000  4.16
Societe Generale New York Branch USD 20,000,000  0.69  06/22/2011  20,000,000  3.97
           

Total Certificates of  Deposit        178,000,000  35.30
           

COMMERCIAL PAPERS - 35.04%

           
Bank of America Corporation USD 24,480,000  0.19  09/02/2010  24,479,871  4.85
Bank of Nova Scotia USD 22,660,000  0.28  11/10/2010  22,647,883  4.49
Banque et Caisse d' Epargne de l'Etat USD 21,085,000  0.30  11/16/2010  21,071,646  4.18
BPCE SA USD 13,500,000  0.64  11/12/2010  13,482,720  2.67
BPCE SA USD 10,950,000  0.48  12/09/2010  10,935,546  2.17
Commonwealth Bank of Australia USD 20,190,000  0.20  09/10/2010  20,188,990  4.00
Deutsche Bank Financial LLC USD 16,115,000  0.17  09/21/2010  16,113,478  3.20
HSBC Americas Incorporated USD 13,345,000  0.28  10/29/2010  13,338,980  2.65
JP Morgan Chase & Company USD 10,568,000  0.21  09/01/2010  10,568,000  2.10
National Australia Funding USD 23,875,000  0.28  12/14/2010  23,855,688  4.73
           

Total Commercial Papers        176,682,802  35.04
           

DISCOUNT NOTES - 18.63%

           
Federal Farm Credit Discount Notes USD 20,000,000  0.16  09/01/2010  20,000,000  3.97
Federal Home Loan Banks USD 24,960,000  0.16  09/03/2010  24,959,778  4.95
Federal Home Loan Banks USD 5,195,000  0.10  09/07/2010  5,194,914  1.03
Federal Home Loan Banks USD 18,750,000  0.17  09/22/2010  18,748,195  3.72
Federal Home Loan Banks USD 25,000,000  0.17  09/24/2010  24,997,365  4.96
           

Total Discount Notes        93,900,252  18.63
           

U.S. TREASURY BILLS - 6.93%

           
United States Treasury Bill USD 11,960,000  0.13  09/09/2010  11,959,647  2.37
United States Treasury Bill USD 12,970,000  0.15  09/16/2010  12,969,173  2.57
United States Treasury Bill USD 10,000,000  0.17  09/16/2010  9,999,312  1.99
           

Total U.S. Treasury Bills        34,928,132  6.93
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FLOATING RATE NOTE - AGENCY - 4.16%

           
Federal Home Loan Banks USD 21,000,000  0.23  11/08/2010  20,998,324  4.16
           

Total Floating Rate Note - Agency        20,998,324  4.16

           

Total Transferable Securities and Money Market Instruments      504,509,510  100.06
(Amortized Cost - USD 504,509,510)           
           
Total Investments        504,509,510  100.06
           
Other liabilities in excess of assets        (312,738)  (0.06)
           
Total Net Assets        504,196,772  100.00

 

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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(2) 【2009年８月31日終了年度】

① 【貸借対照表】

モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー

純資産計算書

2009年８月31日現在

 

    米ドル・ファンド

      (米ドル)  (千円)

資産         

　投資有価証券(償却原価)      537,643,265 43,489,964

　未収利息      31,463 2,545

　現金預金      2,704 219

　その他の未収金      1,411 114

資産合計      537,678,843 43,492,842

負債         

　未払投資顧問報酬      163,880 13,256

　未払弁護士報酬      138,632 11,214

　未払監査報酬      81,106 6,561

　未払販売報酬      46,344 3,749

　未払管理事務報酬      43,821 3,545

　未払保管報酬      14,401 1,165

　未払年次税      8,695 703

　その他の未払費用      8,017 648

　未払代行協会員報酬      4,626 374

　未払取締役報酬      4,625 374

　未払管理報酬      2,497 202

　控除：払戻された費用(注４)      (145,165) (11,742)

負債合計      371,479 30,049

純資産額      537,307,364 43,462,793

         

         

分配型クラス：         

クラス別純資産額      537,307,364 43,462,793

発行済受益証券口数      53,730,736,425  

一口当り純資産価格         0.01  0.81円

 

EDINET提出書類

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー(E14868)

有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 59/154



 

統計情報

 

純資産額
 
            

分配型クラス             

             

             

　2007年８月31日現在         499,705,024  40,421,139

             

　2008年８月31日現在         615,942,269  49,823,570

             

　2009年８月31日現在         537,307,364  43,462,793

             

             

発行済受益証券口数             

分配型クラス             

             

             

　2007年８月31日現在         49,970,502,358   

             

　2008年８月31日現在         61,594,226,904   

             

　2009年８月31日現在         53,730,736,425   

             

             

一口当り純資産価格             

分配型クラス             

             

             

　2007年８月31日現在         0.01  0.81円

             

　2008年８月31日現在         0.01  0.81円

             

　2009年８月31日現在         0.01  0.81円

             

 
添付の注記は当財務書類の一部である。
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② 【損益計算書】

モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー

損益計算書

2009年８月31日に終了した年度

 

    米ドル・ファンド

      (米ドル)  (千円)

収益            

　受取利息        5,327,415  430,935

収益合計        5,327,415  430,935

費用            

　投資顧問報酬        1,454,849  117,683

　控除：権利放棄報酬(注４)        (411,545)  (33,290)

　投資顧問報酬－純額        1,043,304  84,393

　販売報酬        2,351,688  190,228

　控除：権利放棄報酬(注４)        (1,341,780)  (108,537)

　販売報酬－純額        1,009,908  81,691

　代行協会員報酬        470,338  38,046

　控除：権利放棄報酬(注４)        (381,280)  (30,842)

　代行協会員報酬－純額        89,058  7,204

　弁護士報酬        369,776  29,911

　管理事務報酬        285,340  23,081

　保管報酬        72,683  5,879

　年次税        58,493  4,731

　監査報酬        56,609  4,579

　取締役報酬        22,048  1,783

　管理報酬        14,957  1,210

　その他の費用        13,699  1,108

　設立費用償却(注２)        ―   ―

　控除：払戻された費用(注４)        (653,883)  (52,893)

費用合計        2,381,992  192,679

投資純利益        2,945,423  238,255

            

 

添付の注記は当財務書類の一部である。
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モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー

純資産変動計算書

2009年８月31日に終了した年度

 

    米ドル・ファンド

      (米ドル)  (千円)

運用         

　投資純利益      2,945,423 238,255

運用による純資産の純増加額      2,945,423 238,255

受益証券取引：         

　受益証券の発行手取金      462,700,410 37,427,836

　受益証券への再投資分配金      2,346,787 189,832

　受益証券買戻し      (543,682,102) (43,978,445)

受益証券取引による純資産の減少額      (78,634,905) (6,360,777)

現金で支払われた分配金      (598,636) (48,424)

再投資された分配金      (2,346,787) (189,832)

分配金合計      (2,945,423) (238,255)

純資産の減少額      (78,634,905) (6,360,777)

期首現在純資産      615,942,269 49,823,570

      615,942,269 49,823,570

期末現在純資産      537,307,364 43,462,793

         

 

添付の注記は当財務書類の一部である。

 

EDINET提出書類

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー(E14868)

有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 62/154



モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー

 

財務書類に対する注記

2009年８月31日現在

 

１　一般的情報：

モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー(以下「トラスト」という。)は、ルクセンブルグ大公国

の法律に基づきアンブレラ型の共有持分型投資信託(“fonds commun de placement”)としてルクセンブルグに

おいて設定され、ルクセンブルグに登記上の事務所を有する。

トラストは現在、米ドル・ファンドというファンドを募集している。米ドル・ファンドは1997年７月24日に投資

運用を開始した。

ファンドは、経常収益を分配しつつ、投資元本を維持し高い流動性を保つことを目的とする。ファンド資産の

50％超は、日本国の法令または当局により求められる限り、日本国の金融商品取引法（以下「金融商品取引法」と

いう。）に定める有価証券（ただし、金融商品取引法第２条第２項各号に掲げる有価証券を除く。）に常に投資さ

れる。

2003年12月26日付で、トラストは2002年12月20日法のパートⅡに服する。

 

２　重要な会計方針の要約：

トラストの財務書類は、ルクセンブルグ当局の法定報告要件に従って作成されている。

(a) 組入金融商品の評価

有価証券、金融市場商品およびその他の金融商品は、償却原価法により評価される。この方法に基づき、償却原

価は、当該金融商品をその取得原価で評価し、その後、金融商品の市場価格に与える金利変動の影響にかかわら

ず、割引額または額面超過額を満期に至るまで均等額で償却することを前提として決定される。

ファンドの保有するポートフォリオは、市場相場で計算された純資産価格と償却原価法により計算された純

資産価格との間に差異がないか判断するため、管理会社の取締役会により、またはその指示に基づき定期的に見

直される。既存の受益者である投資家に対して大幅な希薄化またはその他の不利益をもたらす可能性のある差

異の存在が認められる場合、管理会社は、キャピタル・ゲインまたはキャピタル・ロスを実現させるために、期

限前に組入金融商品を売却するか、もしくは利用可能な市場相場を用いて受益証券一口当りの純資産価格を計

算するなど、必要かつ適切とみなされる是正措置をとる。

(b) 証券取引

証券取引は、適用できる場合当該取引日に計上される。

(c) 受取利息

受取利息は日々発生し、額面超過額の償却および割引額の増価を含んでいる。受取利息は発生主義に基づいて

認識され、源泉税を受領したかまたは源泉税が未収の場合を除き、源泉税を控除して表示される。
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(d) 創設費用

トラストの創設費用は全額償却されている。

 

３　配当および分配：

元本成長型受益証券を除き、管理会社は、各クラスの受益証券一口当りの純資産価格を１米セント(米ドル・

ファンドの場合)に維持することができる範囲で、毎日分配を宣言することを企図している。

毎月の最終ファンド取引日に宣言され、(当該最終ファンド取引日の前日(同日を含む)までに)発生し、未払いで

あるすべての分配金は(ルクセンブルグおよび／または受益者の国の分配金についての源泉税および支払うこと

が要求されるその他の税金(もしあれば)を控除後)、当該最終ファンド取引日の直前のファンド取引日に決定され

る受益証券一口当りの純資産価格で自動的に再投資され、これにつき受益証券が発行される。

 

４　管理契約、管理事務契約、投資顧問契約および販売契約：

管理会社は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インクを米ドル・ファンドの投資顧

問会社(米国)（以下「投資顧問会社」という。）として任命した。管理会社は、ファンドに対し四半期毎に3,750米

ドルの報酬を受領する権利を有する。投資顧問会社は、提供した投資顧問業務に対して、助言を受けるファンドの

日々の平均純資産額の年率0.25％で日割り計算された報酬を四半期毎に受領する権利を有する（四半期管理報酬

純額）。

投資顧問会社は、この報酬の一部を権利放棄することに自発的に同意しているため、2009年８月31日に終了した

年度中に、米ドル・ファンドは日々の平均純資産額の0.18％を請求されるにとどまった。

投資顧問会社(米国)は、モルガン・スタンレー・インベストメント・アドバイザーズ・インク、ニューヨークを

米ドル・ファンドの副投資顧問会社として任命した。副投資顧問会社は、提供した副投資顧問業務に対して投資顧

問会社により報酬を支払われる。

ファンドの管理事務代行会社であるステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・エーは、資産額

に基づく報酬を受領する権利を有する。

モルガン・スタンレー証券株式会社(以下「代行協会員」という。)は、ファンドに提供した代行協会員業務に対

して、ファンドの日々の平均純資産額の年率0.08％の報酬をファンドから四半期毎に支払われる。代行協会員は、

その裁量による終了を条件として、その報酬の一部を放棄することに自発的に同意しており、そのため、ファンド

は、2009年８月31日に終了した年度中に、日々の平均純資産額の0.005％を請求されるにとどまった。

三菱ＵＦＪ証券株式会社、ひろぎんウツミ屋証券株式会社、株式会社SBI証券、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行、ト

ヨタファイナンシャルサービス証券株式会社、農林中央金庫およびモルガン・スタンレー証券株式会社は、米ドル

・ファンドの日本における販売会社として活動している。これらの販売会社は、ファンドの日々の平均純資産額の

年率0.40％で日割り計算される販売報酬を四半期毎に受領する権利を有する。これらの販売会社は、当該各会社の

裁量による終了を条件として、かかる報酬の一部を権利放棄することに自発的に同意しており、そのため、2009年

８月31日に終了した年度中に、米ドル・ファンドは、日々の平均純資産額の0.05％を請求されるにとどまった。
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利回りが0.5％を下回ったため、2009年１月21日より総費用の上限が0.16％とされ、その後2009年５月28日付で

0.25％に引き上げられた。これは損益計算書における「権利放棄報酬」として記載されている。

投資顧問会社、代行協会員および日本における販売会社は、その報酬の一部を放棄すること（以下「放棄」とい

う。）を自発的に選択しており、そのため、米ドル・ファンドの日々の平均純資産額の以下の年率の報酬額を受領

することに同意している。

 

2009年１月21日から2009年５月27日まで有効な総費用比率の変動

総利回り ２％以上
１％以上

２％未満

0.75％以上

１％未満

0.5％以上

0.75％未満
0.5％未満

総費用比率 0.800％ 0.640％ 0.440％ 0.320％ 0.160％

販売報酬 0.350％ 0.350％ 0.230％ 0.150％ 0.050％

代行協会員報酬 0.030％ 0.030％ 0.010％ 0.010％ 0.005％

投資顧問報酬(*) 0.180％ 0.180％ 0.121％ 0.081％ 最高　0.026％

 

2009年５月28日以降有効な総費用比率の変動

総利回り ２％以上
１％以上

２％未満

0.75％以上

１％未満

0.5％以上

0.75％未満
0.5％未満

総費用比率 0.800％ 0.640％ 0.500％ 0.380％ 0.250％

販売報酬 0.350％ 0.350％ 0.230％ 0.150％ 0.050％

代行協会員報酬 0.030％ 0.030％ 0.010％ 0.010％ 0.005％

投資顧問報酬(*) 0.180％ 0.180％ 0.121％ 0.081％ 最高　0.026％

(*)　投資顧問報酬放棄は、上記報酬額以外の日々発生する費用割合によって変動する。

 

この財務書類に対する注記に記載されている各種報酬の任意の権利放棄がなければ、ファンドの費用はより高

額になっていたはずである。

 

５　税金：

トラストは税務上ルクセンブルグ法に服す。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドはその純資産額に対し

て四半期毎に計算され支払われる年率0.01％の資本税を課せられる。

 

６　投資有価証券変動明細表：

当年度中の投資有価証券変動明細表は、管理会社の登記上の事務所において無料で入手可能である。

 

次へ
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MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY
 

Statement of Net Assets
August 31, 2009

 
  U.S. Dollar
  Fund
   
  USD
ASSETS   
   
Investment in securities at amortized cost  537,643,265
Interest receivable  31,463
Cash at bank  2,704
Other receivables  1,411

   

TOTAL ASSETS  537,678,843

   
   
LIABILITIES   
   
Accrued Advisory Fee  163,880
Accrued Legal Fees  138,632
Accrued Audit Fee  81,106
Accrued Distribution Fee  46,344
Accrued Administration Fee  43,821
Accrued Custodian Fee  14,401
Accrued Taxe d'abonnement  8,695
Accrued Other Expenses  8,017
Accrued Securities Agent Fee  4,626
Accrued Director's Fee  4,625
Accrued Management Fee  2,497
Less: Expenses reimbursed (Note 4)  (145,165)

   

TOTAL LIABILITIES  371,479

   
   

NET ASSET VALUE  537,307,364

   

Distribution Class:   
   
Net Asset Value per Class  537,307,364
Number of Units Outstanding  53,730,736,425

Net Asset Value per Unit  0.01
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Statistical Information

 
 U.S. Dollar
 Fund
Net Asset Value  
  
Distribution Class  

August 31, 2007 499,705,024

August 31, 2008 615,942,269

August 31, 2009 537,307,364

  

  
Number of Units Outstanding  
  
Distribution Class  

August 31, 2007 49,970,502,358

August 31, 2008 61,594,226,904

August 31, 2009 53,730,736,425

  

  
Net Asset Value per Unit  
  
Distribution Class  

August 31, 2007 0.01

August 31, 2008 0.01

August 31, 2009 0.01

 

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

 

EDINET提出書類

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー(E14868)

有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 67/154



 

MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY
 

Statement of Operations
For the year ended August 31, 2009

 
  U.S. Dollar
  Fund
   
  USD
    
INCOME   
   
Interest  5,327,415

   

Total Income  5,327,415

   
EXPENSES   
   
Advisory fees  1,454,849

Less: Fees waived (Note 4)  (411,545)

Advisory fees - Net  1,043,304

   
Distribution fees  2,351,688

Less: Fees waived (Note 4)  (1,341,780)

Distribution fees - Net  1,009,908

   
Securities Agent fees  470,338

Less: Fees waived (Note 4)  (381,280)

Securities Agent fees - Net  89,058

   
Legal fees  369,776
Administration fees  285,340
Custodian fees  72,683
Taxe d'abonnement  58,493
Audit fees  56,609
Directors fees  22,048
Management fees  14,957
Other expenses  13,699
Amortization of organizational costs (Note 2)  -
Less: Expenses reimbursed (Note 4)  (653,883)

   

Total Expenses  2,381,992

   

Net Investment Income  2,945,423

 

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY
 

Statement of Changes in Net Assets

For the year ended August 31, 2009
 

  U.S. Dollar

  Fund

   
  USD
   
Operations   
Net Investment Income  2,945,423

   

Net Increase in Net Assets resulting from operations  2,945,423

   
Unit transactions:   
Proceeds from issuance of units  462,700,410
Dividends reinvested in units  2,346,787

Units redeemed  (543,682,102)

   

Decrease in Net Assets from unit transactions  (78,634,905)

     
Dividends paid in cash  (598,636)

Dividends reinvested  (2,346,787)

Total Dividends  (2,945,423)

   
Decrease in Net Assets  (78,634,905)
   

Net Assets at the beginning of the year  615,942,269

  615,942,269

   

NET ASSETS AT THE END OF YEAR  537,307,364

 

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY
 
 

Notes to the Financial Statements
August 31, 2009

 

1.　　　General information:
 

Morgan Stanley Money Market Family (the “Trust”) is organized in and under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg as a mutual investment umbrella Fund (“fonds commun de placement”) and has its registered office in
Luxembourg. 

 

The Trust currently offers one Fund: the U.S. Dollar Fund. The U.S. Dollar Fund commenced investment operations
on July 24, 1997.

 

The investment objective of the Fund is to preserve principal value and maintain a high degree of liquidity while
providing current income. At all times, more than 50% of the Fund’s net assets shall be invested in securities
(excluding those securities enumerated in the items of paragraph 2, Article 2 of the Financial Instruments and
Exchange Law of Japan (the “FIEL”)), which fall under the definition of securities under the FIEL so long as required
under Japanese rules and regulations by any Japanese regulatory authority.
 

As of December 26, 2003, the Trust is governed by part II of the law of December 20, 2002.
 
2.　　　Summary of Significant Accounting Policies:

 

The financial statements of the Trust have been prepared in accordance with the legal reporting requirements of the
Luxembourg authorities.

 

(a)　　Valuation of Investments
 

The securities, money market instruments and other instruments are valued based on their amortized cost.
Under this method, amortized cost is determined by valuing an instrument at its cost and thereafter assuming a
constant amortization to maturity of any discount or premium, regardless of the impact of fluctuating interest
rates on the market value of the instruments.

 
The Fund’s portfolio holdings will be periodically reviewed by or under the direction of the Board of
Directors of the Management Company to determine whether a deviation exists between the Net Asset Value
calculated using market quotations and that calculated on an amortized cost basis. In the event it is determined
that a deviation exists which may result in material dilution or other unfair results to investors of existing
Unitholders, the Management Company will take such corrective action as is regarded as necessary and
appropriate, including the sale of portfolio instruments prior to maturity to realise capital gains or losses or
calculating a Net Asset Value per Unit by using available market quotations.

 

(b)　　Security Transactions
 

When applicable, security transactions are accounted for on the trade date.
 

(c)　　Interest Income
 

Interest income is accrued daily and includes the amortization of premiums and accretion of discounts.
Interest income is recognized on an accrual basis and is shown net of withholding taxes, except where the
withholding tax has been received or is receivable.

 
(d)　　Organizational Costs
 

The formation expenses of the Trust have been fully amortized.
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MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY 

 
 

Notes to the Financial Statements (continued)
August 31, 2009

 
3.　　　Dividends and Distributions:
 

Except for Accumulation Units, it is the intention of the Management Company to proceed to a daily declaration of
dividends in an amount necessary to maintain each Class’s Net Asset Value per Unit at the amount of U.S.$ 0.01 for
the U.S. Dollar Fund.
 
On the last Dealing Day for the Fund in each month all dividends declared, accrued (up to and including the day
immediately preceding the last Dealing Day of the Fund) and not yet paid (after deducting withholding and other taxes
required to be paid (if any) in Luxembourg and/or countries of Unitholders in respect of dividends), are automatically
reinvested against issue of further Units of the relevant Fund at the Net Asset Value per Unit of such Fund determined
on the Dealing Day of that Fund preceding the aforesaid last Dealing Day of such Fund.

 
4.　　　Management Agreement, Administration Agreement, Investment Advisory Agreement and Distribution Agreement:
 

The Management Company has appointed Morgan Stanley Investment Management Inc. as the Investment Adviser
(U.S.) for the U.S. Dollar Fund, referred to as the “Investment Adviser”. The Management Company is entitled to
receive a fee of U.S. $ 3,750 per quarter for the Fund. For advisory services rendered, the Investment Adviser is
entitled to receive a fee, computed daily and paid quarterly, at an annual rate of 0.25% of the average daily net assets
of the Fund being advised, net of the quarterly management fee.
 
The Investment Adviser has voluntarily agreed to waive a portion of this fee, such that the U.S. Dollar Fund was
charged 0.18% of the average daily net assets during the year ended August 31, 2009.
 
The Investment Adviser (U.S.) has appointed Morgan Stanley Investment Advisors Inc., New York as Sub-Investment
Adviser for the U.S. Dollar Fund. For sub-advisory services rendered, the Sub-Investment Advisor is compensated by
the Investment Adviser.
 
State Street Bank Luxembourg S.A. as Administrative Agent to the Funds is entitled to receive an asset based fee.
 
Morgan Stanley Japan Securities Co., Ltd., (the “Agent Securities Company”) is paid a quarterly fee by the Fund,
computed at the annual rate of 0.08% of the daily average net assets of the Fund for agent securities services rendered
to the Funds. The Agent Securities Company has voluntarily agreed to waive a portion of its fee, subject to
termination at its sole discretion, such that the Fund was charged 0.005% of the daily average net assets during the
year ended August 31, 2009.
 
Mitsubishi UFJ Securities Co., Ltd., Hirogin Utsumiya Securities Co., Ltd., SBI SECURITIES Co., Ltd., The Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Toyota Financial Services Securities Corporation, The Norinchukin Bank and Morgan
Stanley Japan Securities Co., Ltd. act as distributors of the U.S. Dollar Fund in Japan. These distributors are entitled to
receive a distribution fee, computed daily and payable quarterly, at an annual rate of 0.40% of the average daily net
assets of the Fund. All distributors have voluntarily agreed to waive a portion of this fee, subject to termination at their
sole discretion, such that the U.S. Dollar Fund was charged 0.05% of the average daily net assets during the year
ended August 31, 2009.
 
From January 21, 2009, a total expense cap has been implemented at 16 bps, since the yield was below 50 bps, and
subsequently increased to 25 bps as of May 28, 2009. This is shown as “Fees waived” in the Statement of Operations.
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MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY 
 
 

Notes to the Financial Statements (concluded)
August 31, 2009

 
4.　　　Management Agreement, Administration Agreement, Investment Advisory Agreement and Distribution Agreement

(concluded):
 
The Investment Advisor, Agent Company, and the Sub-Distributor, have voluntarily elected to waive a portion of their
fee (“waiver”) such that it agrees to receive total fees at the following rate of the average of the daily net assets of the
U.S. Dollar Fund:
 
Sliding scale TER, with effect from January 21, 2009 to May 27, 2009:
 

Gross Yield Above 2%
1% or

above and
below 2%

0.75% or
above and
below 1%

0.5% or
above and
below
0.75%

Below 0.5%

TER 0.800% 0.640% 0.440% 0.320% 0.160%
Sub-Distributor Fee 0.350% 0.350% 0.230% 0.150% 0.050%
Agent Co Fee 0.030% 0.030% 0.010% 0.010% 0.005%
Advisory Fee (*) 0.180% 0.180% 0.121% 0.081% Up to 0.026%

 
Sliding scale TER, with effect from May 28, 2009:
 

Gross Yield Above 2%
1% or

above and
below 2%

0.75% or
above and
below 1%

0.5% or
above and
below
0.75%

Below 0.5%

TER 0.800% 0.640% 0.500% 0.380% 0.250%
Sub-Distributor Fee 0.350% 0.350% 0.230% 0.150% 0.050%
Agent Co Fee 0.030% 0.030% 0.010% 0.010% 0.005%
Advisory Fee (*) 0.180% 0.180% 0.121% 0.081% Up to 0.026%

 
(*) Advisory Fee waiver will vary subject to the daily accrual rate of expenses other than the above fees.
 
Without the voluntary waiver of the various fees mentioned in this Note to the Financial Statements, the expenses of
the Funds would have been higher.
 

5.　　　Taxation:
 
The Trust is subject to Luxembourg law in respect of its tax status. Under legislation and regulations currently
prevailing in Luxembourg, the Fund is subject to a capital tax on its net assets at an annual rate of 0.01%, calculated
and payable quarterly.
 

6.　　　Portfolio changes:
 
The list of changes in the portfolio for the year is available free of charge at the registered office of the Management
Company. 

 

前へ
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２ 【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

米ドル・ファンド

(2010年10月末日現在)

 米ドル
百万円
(Ｖを除く)

Ⅰ　資産総額 510,851,759 41,323

Ⅱ　負債総額 363,004 29

Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 510,488,755 41,293

Ⅳ　発行済口数 51,048,875,526口

Ⅴ　１口当り純資産価格
　　(Ⅲ／Ⅳ)

0.01 0.81円

 

 

第４ 【外国投資信託受益証券事務の概要】

(イ)ファンド証券の名義書換

ファンド記名式証券の名義書換機関は次のとおりである。

取扱機関　ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー

取扱場所　ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ　L－1855　J－Fケネディ通り49番

日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託している場合、その販売取扱会社の責任で

必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。

名義書換の費用は徴収されない。

 

(ロ)受益者集会

受益者集会は開催されない。

 

(ハ)受益者に対する特典、譲渡制限

受益者に対する特典はない。

管理会社は米国人をはじめその他のいかなる者によるファンド証券の取得も制限することができる。
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第三部 【特別情報】

第１ 【管理会社の概況】

１ 【管理会社の概況】

①　資本金の額

2010年10月末日現在、授権資本および払込済資本金は15万米ドル(約1,213万円)で、全額払込済である。また、

１株1,000米ドル(約８万890円)の記名株式150株を発行済である。

 

過去５年における資本金の額の増減

 

 
授権資本および払込済資本金

(米ドル)
増減(米ドル)

2006年10月末日現在 150,000 0

2007年10月末日現在 150,000 0

2008年10月末日現在 150,000 0

2009年10月末日現在 150,000 0

2010年10月末日現在 150,000 0

 

②　会社の機構

定款に基づき、３名以上の取締役により構成される取締役会が管理会社を運営する。取締役は管理会社の株主

であることを要しない。取締役は年次株主総会において株主によって選任され、その任期は、次回の年次株主総

会終了時までであり、後任者が選任され就任するまでは、その地位に留まるが、株主総会の決議により理由の如

何を問わずいつでも解任される。

取締役会は、互選により、会長１名を選出し、また副会長１名ないし数名および秘書役１名を選出することが

できる。さらに管理会社の業務運営および経営に必要とみなされる場合にはジェネラル・マネージャー１名、秘

書役、ジェネラル・マネージャー補佐、秘書役補佐または他の役員数名を随時任命することができる。

取締役会の通知は、書面により、緊急の場合を除き、少なくとも会議開催時刻の24時間以上前にすべての取締

役にあててなされる。緊急の場合には、当該緊急事由について招集通知に記載する。かかる通知は、書面、ケーブ

ル、電報またはテレックスにより各取締役の同意が得られた場合には、省略することができる。取締役会の決議

によりあらかじめ採択された予定表に明記された時間および場所で開催されるものについては、各々について

個別の通知をする必要はない。

取締役は、別の取締役または個人を指名して取締役会に代理出席させることができる。取締役会は、取締役の

過半数が出席または代理出席している場合にのみ、適法に審議し、または行為することができる。決議は取締役

会に出席または代理出席している取締役の決議権の多数決によるものとする。取締役会の決議は、書面により行

うこともできる。
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取締役会は、管理会社の経営方針ならびにその運営および業務の実施方法を決定する権限を有する。

投資顧問会社は管理会社に投資顧問業務を提供し、その職務の遂行にあたっては常に管理会社の取締役会の

指図に従う。

 

③　役員及び従業員の状況

(2010年10月末日現在)

氏名 役職名 略歴 所有株式数

ウィリアム・ジョーンズ
(William Jones)

取締役
DMTCグループ・リミテッド
最高経営責任者

株
０

マイケル・グリフィン
(Michael Griffin)

取締役 独立取締役 ０

ローランス・マグロワール
(Laurence Magloire)

取締役

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネ
ジメント・リミテッド、ルクセンブルグ・ブラン
チ、
エグゼクティブ・ディレクター

０

アンドリュー・マック
(Andrew Mack)

取締役 独立取締役 ０

(注)　ファンドに関する管理会社の従業員はいない。

 

２ 【事業の内容及び営業の概況】

管理会社は、その目的達成のため、ルクセンブルグの投資信託に関する2002年12月20日法第14章に規定された制

限の範囲内で、有用とみなされる業務を行うことができる。管理会社は、ファンドおよび受益者に代わり、組入証券

の購入、売却、申込みおよび交換ならびにトラスト資産に直接または間接に付随する権利の行使を含む管理運用業

務を行う。管理会社は、ファンドの投資運用業務をその投資顧問会社であるモルガン・スタンレー・インベストメ

ント・マネジメント・インクに委託しており、またトラスト資産の保管業務およびその他の管理業務を保管受託

銀行、登録・名義書換事務、支払、管理事務および所在地事務代行会社であるステート・ストリート・バンク・ル

クセンブルグ・エス・エーに委託している。

2010年10月末日現在、管理会社は、以下のファンドの管理を行っており、運用資産の総額は、約12,775百万円であ

る(平成22年10月29日現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝80.89円)で計

算。)。

 

設立国 種類 本数 通貨 純資産額の合計

ルクセンブルグ
契約型オープン・エンド
型投資信託

２ 米ドル
157,929,375米ドル
(約12,775百万円)
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３ 【管理会社の経理状況】

①　管理会社の最近２事業年度(2008年１月１日から12月31日までおよび2009年１月１日から12月31日まで)の日本

文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これ

は「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則」第129条第５項ただし書の規定の適用によるものである。

 

②　管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規

定する外国監査法人等をいう。）であるデロイト・エス・エイから監査証明に相当すると認められる証明を受け

ており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの（訳文を含む。）を添付のと

おり受領している。

 

③　管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が

併記されている。日本円による金額は、2010年10月29日現在における株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売

買相場の仲値(１米ドル=80.89円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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(1) 【貸借対照表】

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー

貸借対照表

2009年12月31日現在

 

 

  注記  2009年  2008年

    (米ドル)  (千円)  (米ドル)  (千円)

           

資産           

流動資産           

　債権(一年以内期日到来)  4  507,978 41,090 525,252 42,488

           

資産合計    507,978 41,090 525,252 42,488

           

           

負債           

資本金および準備金           

　引受済資本金  5  150,000 12,134 150,000 12,134

　法定準備金  5  15,000 1,213 15,000 1,213

　前期繰越損益  5  317,993 25,722 316,494 25,601

　当期利益  5  22,111 1,789 1,499 121

負債および費用に対する
引当金

          

　課税引当金    2,874 232 ―  ―

債務           

　債務(一年以内期日到来)  6  ―  ―  42,259 3,418

           

負債合計    507,978 41,090 525,252 42,488

           

 

添付の注記は当年次財務書類の一部である。
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(2) 【損益計算書】

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー

損益計算書

2009年12月31日終了年度

 

 

  注記  2009年  2008年

    (米ドル)  (千円)  (米ドル)  (千円)

費用           

管理費用  7  68,661 5,554 107,033 8,658

未払利息および類似費用  8  5,725 463 410 33

営業費用  11  18,100 1,464 13,546 1,096

利益に係る税金  9  1,773 143 3,890 315

その他の税金    775 63 3,098 251

当期利益    22,111 1,789 1,499 121

費用合計    117,145 9,476 129,476 10,473

           

           

収益           

受取管理報酬  7  87,725 7,096 107,780 8,718

未収利息および類似収益  10  9,665 782 21,696 1,755

税金還付  9  19,755 1,598 ―  ―

収益合計    117,145 9,476 129,476 10,473

           

 

添付の注記は当年次財務書類の一部である。
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モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー

年次財務書類に対する注記

2009年12月31日現在

 

注１　主たる事業活動

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー(以下「当社」という。)は、ルクセンブルグの

1915年8月10日の商事会社法（改正済み）に定められる株式会社として1988年11月21日に設立され、その存続期

間は無期限である。

当社の登記上の住所はルクセンブルグ　セニンガーバーグL-2633　トレヴェ通り6C番である。

当社の活動は、関連会社により販売促進されている投資信託の管理運用を行うことである。

当社の事業年度は毎年1月1日から12月31日までである。

当社の最終的な親会社および支配会社であり、当社が属し、かつグループの連結財務書類を作成している最大

の企業集団はモルガン・スタンレー（以下「グループ」という。）である。モルガン・スタンレーはアメリカ合

衆国デラウェア州において設立され、その財務書類の写しは、ロンドン市E14 4QA　カナリーワーフ　キャボット

・スクエア25において入手可能である。

当社の基本経済環境における主要通貨は米ドル（以下「米ドル」という。）である。したがって財務書類は米

ドルで作成されている。

年次財務書類の提出は、2002年12月19日法で定められている。当社の年次財務書類はルクセンブルグ大公国に

おける法令および一般に認められた会計原則に従い作成されている。

当期の経済状況

2009年下半期中、世界市場および経済状況は改善し、国際資本市場は2008年末に生じた大幅な景気後退から回

復し始めたものの、経済状況は依然として厳しいものとなっている。こうした状況は、将来的に当社の財務状態

に悪影響をもたらす可能性のある事業の先行きの問題と不透明感を示している。

2008年12月31日に終了した年度中、モルガン・スタンレー・グループは、2008年末に国際金融市場において経

験したストレスに対抗するため、そしてモルガン・スタンレー・グループ全体の資本および流動性ポジション

を強化するために、米国政府による不良資産救済プログラム（「TARP」）への参加を含め、一定の措置を講じ

た。2009年の中頃には、その強固な資本基盤により、モルガン・スタンレーは米財務省から2008年に注入を受け

たTARP資金100億米ドルの返済を認められた。モルガン・スタンレーは、子会社を含むモルガン・スタンレー・

グループの活動を支えるために利用される十分な財源を確保するため、引き続き資本および流動性ポジション

を積極的に管理する。

こうしたすべての要因を考慮した上で、取締役らは、当社が今後の経営存続のために十分な財源を利用できな

い状態で債務の返済を求められることはないと想定しても不合理でないと考えている。したがって、取締役は引

き続きゴーイング・コンサーンベースで年次財務書類を作成する。

 

注２　一般に認められた会計原則との乖離

後記注3.2に記載のとおり、当社は外貨換算および金融商品にかかる未実現利益を認識している。このルクセ

ンブルグ大公国において一般に認められた会計原則との乖離は、2002年12月19日法第26条に従い当社の資産、負

債、財務状態の真実かつ公正な概観を表示するために必要であると考えられる。
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2009年12月31日に終了した年度について、外貨換算における未実現利益はない（2008年度：なし）。よって

2009年12月31日に終了した年度の総資産または収益に対する影響はない（2008年度：なし）。

 

注３　重要な会計方針の要約

3.1　一般原則

財務書類は、特に3.2における外貨換算にかかる未実現利益を除き、一般に認められた会計原則およびルクセ

ンブルグ大公国における法令に準拠して作成されている。

 

3.2　外貨換算

当社の会計記録は米ドルで記帳されており、年次財務書類は当該通貨で表示されている。その他の通貨建ての

金額は、以下に基づき基準通貨に換算される。

－　その他の通貨で表示されている貸借対照表上のすべての貨幣項目は、貸借対照表日付の為替レートで換算

される。ただし、非貨幣項目については取引日現在の実勢為替レートで換算される。

－　その他の通貨建ての収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートで米ドルに換算される。

－　実現および未実現為替差損益は、損益計算書に反映される。

 

3.3　債権

流動資産に含まれる債権は、名目価値で評価される。見積り実現評価額が名目価値を下回った場合に評価調整

がなされる。

 

3.4　債務

当社の債務は名目価値で評価される。

 

注４　債権

 

  
2009年
(米ドル)

 
2008年
(米ドル)

関連企業からの未収金  507,978 357,825

取引債権  ―  26,250

前払税金  ―  141,177

  507,978 525,252

     

 

当社の財務運用は、関連会社により管理されている。当社のすべての収益および費用は、当社に代わり、関連会

社により受領されまた支払われる。

すべての債権は１年以内に償還期限が到来する。
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注５　資本金および準備金

  
引受済資本金
(米ドル)

 
法定準備金
(米ドル)

 
繰越損益
(米ドル)

 
年度別損益
(米ドル)

 
資本合計
(米ドル)

2008年１月１日現在残高 150,000 15,000 316,494 1,499  482,993

損益の配分  ―  ―  1,499  (1,499) ―

当期損益  ―  ―  ―  22,111 22,111

2009年12月31日現在残高 150,000 15,000 317,993 22,111 505,104

           

 

　　引受済資本金：

 

　授権済、引受済および全額払込済：     

  
2009年
(米ドル)

 
2008年
(米ドル)

１株当り額面1,000米ドルの記名株式150株  150,000 150,000

     

 

　　法定準備金：

ルクセンブルグの商事会社法に基づき、当社は各事業年度の純利益の少なくとも５％を法定準備金に繰入れ

なければならない。この要件は、法定準備金残高が発行済株式資本金の10％である15,000米ドルに達した場合に

不要となる。法定準備金は株主に対する分配金として利用することはできない。

 

注６　その他債務

 

  
2009年
(米ドル)

 
2008年
(米ドル)

関連企業への未払金  ―  17,321

未払営業費用  ―  24,938

  ―  42,259

     

 

すべてのその他債務は１年以内に支払われる。

 

注７　受取管理費用／管理報酬

当社は、当社の受取管理報酬の95％に相当する管理費用を関連相手先に支払う。これらの管理費用は、受取管

理報酬の５％の最低のコマーシャル・ベースでのマージンを受領するよう修正されている。

当社は、管理する各サブ・ファンドから、四半期毎に3,750米ドルの管理報酬を受領した。
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注８　未払利息および類似費用

 

  
2009年
(米ドル)

 
2008年
(米ドル)

関連企業に対する未払利息  ―  410

為替再評価損  5,725 ―

  5,725 410

     

 

注９　税金

当社の所得税は、ルクセンブルグの法人税および地方事業税を示している。当社は実効法人税率28.59％で課

税される。（2008年度：29.63％）

所得税は以下のとおりである。

 

  
2009年
(米ドル)

 
2008年
(米ドル)

所得税  1,773 3,890

  1,773 3,890

     

前年度の法人税および地方事業税に関する調整にかかる税金還付額は19,755米ドルである。

 

注10　未収利息および類似収益

 

  
2009年
(米ドル)

 
2008年
(米ドル)

関連企業からの未収利息  9,665 10,895

実現為替差益  ―  10,801

  9,665 21,696

     

 

関連企業からの未収利息額は関連企業への貸付金に対する利息額からなる。

 

注11　営業費用

 

  
2009年
(米ドル)

 
2008年
(米ドル)

監査報酬  14,889 8,993

納税手数料  3,033 4,389

その他費用  178  164

  18,100 13,546
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注12　従業員

当期中、当社には従業員はいなかった（2008年度:なし）。

 

 

次へ
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４ 【利害関係人との取引制限】

約款により、管理会社は、ファンドのために、(a)管理会社、(b)その関係法人、(c)管理会社もしくはその関係法人

の取締役、または(d)それらの主要株主(自己または他の名義(ノミニー名義を含む。)をもってするを問わず、自己

の勘定でこれらの会社の発行済株式総数の10％以上の株式を保有する者をいう。)であって、本人自らまたは自己

の勘定で行為する者との間で、有価証券(ファンド証券を除く。)の売買もしくは貸付けをなし、または金銭の貸与

を受けてはならない。ただし、当該取引が約款に定められた制限を遵守し、かつ国際的に承認された証券市場また

は国際的に承認された金融市場における、その時々の、(ⅰ)公に入手可能な相場に基づき決定された価格、または

(ⅱ)適正な価格もしくは実勢利率によって行われる場合を除く。

 

５ 【その他】

(1) 取締役の変更

取締役は年次株主総会において株主より選任され、株主の決議により解任される。欠員ある場合には、次回の

株主総会まで欠員を補充するため、残余の取締役の多数決により取締役を選任することができる。

(2) 定款の変更

管理会社の定款の変更または解散に関しては、株主総会の決議が必要である。

(3) 訴訟事件その他の重要事項

管理会社およびファンドに重要な影響を与えることが予想される事実はない。

管理会社の会計年度は12月31日に終了する１年である。

管理会社の存続期間は無期限である。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することができる。
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第２ 【その他の関係法人の概況】

１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク(「投資顧問会社」)

　　(Morgan Stanley Investment Management Inc.)

①　資本金の額

2010年10月末日現在、410,472,365米ドル(約332億311万円)

②　事業の内容

投資顧問会社は、世界中の投資家に対する投資およびリスク管理ソリューションの提供に力を注ぐ顧客中

心の投資運用会社である。投資顧問会社は、法人、基金、財団、中央銀行、政府機関、政府系ファンド、医療機関、

金融機関、公的資金ならびに労働組合および産業年金を含む機関投資家を基盤とする様々な顧客にサービス

を提供しており、世界中の様々な仲介機関および個人投資家にもサービスを提供している。

30年以上の資産運用経験により、投資顧問会社の投資戦略は、世界中のリスク／リターン領域、投資スタイ

ル、ならびに株式、債券、オルタナティブおよび私募債市場を含む資産にまで及んでいる。投資顧問会社は、

ニューヨーク、ロンドン、シンガポール、東京を含む世界中の様々な事務所の資産運用の専門家の能力を活用

している。

投資顧問会社の投資助言関連会社には、モルガン・スタンレー・インベストメント・アドバイザーズ・イ

ンク、ヴァン・カンペン・インベストメンツおよび米国以外の関連会社が含まれる。

 

(2) モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド(「主販売会社」)

　　(Morgan Stanley Investment Management Limited)

①　資本金の額

2010年10月末日現在、約176億3,402万円

(注１)　上記資本金は以下の内訳から成る。

２英国ポンド（１株１英国ポンドの普通株式２株）（約258円）

218百万米ドル（１株１米ドルの優先株式218百万株）（約176億3,402万円）

(注２)　英国ポンドの円貨換算は、2010年10月29日現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値

(１英国ポンド＝129.07円)による。

②　事業の内容

上記(1)②に同じ

 

(3) ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー(「保管受託銀行」ならびに「登録・名義書

換事務、支払、管理事務および所在地事務代行会社」)

　　(State Street Bank Luxembourg S.A.）

①　資本金の額

2010年10月末日現在、65,000,650ユーロ(約73億1,972万円）

(注)　　ユーロの円貨換算は、2010年10月29日現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(１ユー

ロ＝112.61円)による。
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②　事業の内容

1990年１月19日、ルクセンブルグの法律に基づき株式会社としてルクセンブルグにおいて設立され、銀行業

務に従事している。

 

(4) モルガン・スタンレー・インベストメント・アドバイザーズ・インク(「副投資顧問会社」)

　　(Morgan Stanley Investment Advisors Inc.)

①　資本金の額

2010年10月末日現在、236,214,769米ドル(約191億741万円)

②　事業の内容

副投資顧問会社は、世界中の投資家に対する投資およびリスク管理ソリューションの提供に力を注ぐ顧客

中心の投資運用会社である。30年以上の資産運用経験により、副投資顧問会社の投資戦略は、世界中のリス

ク／リターン領域、投資スタイル、ならびに株式、債券、オルタナティブおよび私募債市場を含む資産にまで及

んでいる。副投資顧問会社は、世界中の様々な事務所の資産運用の専門家の能力を活用している。

 

(5) モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社(日本における「代行協会員」および「日本における販売会

社」)

　　(Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd.)

①　資本金の額

2010年10月末日現在、1,261億円

②　事業の内容

日本における証券会社として、有価証券の売買、売買の媒介、引受け、募集その他第一種・第二種金融商品取

引業に関する業務を行っている。

 

(6) 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社(「日本における販売会社」)

①　資本金の額

2010年10月末日現在、30億円

②　事業の内容

「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいる。

 

(7) ひろぎんウツミ屋証券株式会社(「日本における販売会社」)

①　資本金の額

2010年10月末日現在、61億円

②　事業の内容

日本において第一種・第二種金融商品取引業を営んでいる。
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(8) 株式会社SBI証券(「日本における販売会社」)

①　資本金の額

2010年９月末日現在、479億円

②　事業の内容

日本において第一種・第二種金融商品取引業を営んでいる。

 

(9) 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(「日本における販売会社」)

①　資本金の額

2010年10月末日現在、17,119億円

②　事業の内容

日本において銀行業務を営んでいる。

 

(10)東海東京証券株式会社(「日本における販売会社」)

①　資本金の額

2010年10月末日現在、60億円

②　事業の内容

日本において第一種・第二種金融商品取引業を営んでいる。

 

(11)農林中央金庫(「日本における販売会社」)

①　資本金の額

2010年９月末日現在、34,259億円

②　事業の内容

全国の農業協同組合、漁業組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金の効率運用と資

金の需要調整、当該協同組織の信用力の維持向上および業務機能の補完を行っている。

なお、取次登録金融機関との間で証券投資信託受益証券の募集・販売等の取扱い等にかかる契約を締結す

ることがある。(農林中央金庫では、口座開設を伴う新規買付はできない。)
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２ 【関係業務の概要】

(1) モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク(「投資顧問会社」)

　　(Morgan Stanley Investment Management Inc.)

管理会社との契約に基づき米ドル・ファンドに関する投資運用業務を行う。

 

(2) モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド(「主販売会社」)

　　(Morgan Stanley Investment Management Limited)

管理会社との契約に基づき、ファンド証券の販売・買戻しに関する業務等、主販売会社としての業務を行う。

 

(3) ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー(「保管受託銀行」ならびに「登録・名義書

換事務、支払、管理事務および所在地事務代行会社」)

　　(State Street Bank Luxembourg S.A.）

管理会社との契約に基づき、ファンド資産の保管業務ならびに登録および名義書換事務、支払、管理事務およ

び所在地事務代行業務(純資産価格の計算を含む。)等を行う。

 

(4) モルガン・スタンレー・インベストメント・アドバイザーズ・インク(「副投資顧問会社」)

　　(Morgan Stanley Investment Advisors Inc.)

投資顧問会社(モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク)に対し米ドル・ファンド

に関する副投資顧問業務を行う。

 

(5) モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社(日本における「代行協会員」および「日本における販売会

社」)

　　(Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd.)

ファンド証券の代行協会員業務を行う。

日本におけるファンド証券の販売・買戻し業務を行う。

 

(6) 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社(「日本における販売会社」)

日本におけるファンド証券の販売・買戻し業務を行う。

 

(7) ひろぎんウツミ屋証券株式会社(「日本における販売会社」)

日本におけるファンド証券の販売・買戻し業務を行う。

 

(8) 株式会社SBI証券(「日本における販売会社」)

日本におけるファンド証券の買戻し業務を行う。
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(9) 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
 
(「日本における販売会社」)

日本におけるファンド証券の販売・買戻し業務を行う。

 

(10)東海東京証券株式会社(「日本における販売会社」)

日本におけるファンド証券の販売・買戻し業務を行う。

 

(11)農林中央金庫(「日本における販売会社」)

日本におけるファンド証券の販売・買戻し業務を行う。

なお、農林中央金庫との間で証券投資信託受益証券の募集・販売等の取扱い等にかかる契約を締結している

取次登録金融機関は、上記各業務の全部または一部を行う。(農林中央金庫では、口座開設を伴う新規買付はでき

ない。)

 

３ 【資本関係】

管理会社、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社(日本における代行協会員および日本における販売会

社)、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク(投資顧問会社)、モルガン・スタンレー

・インベストメント・マネジメント・リミテッド(主販売会社)およびモルガン・スタンレー・インベストメント

・アドバイザーズ・インク(副投資顧問会社)の主要株主は、モルガン・スタンレーである。
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第３ 【投資信託制度の概要】

Ｉ．ルクセンブルグにおける投資信託制度の概要

ルクセンブルグにおいて契約型の投資信託は1959年にはじめて設定され、2009年12月末日現在でファンド数は

1,907、その純資産総額は6,018億ユーロ(約67兆7,687億円)に達している。

ルクセンブルグの監督当局の発表によると、2009年12月末日現在で会社型投資信託の数は1,556、その純資産総

額は、12,392億ユーロ(約139兆5,463億円)に達している。

ルクセンブルグの監督当局(以下「金融監督委員会」という。)が発表した統計によるとルクセンブルグにおけ

る投資信託の純資産総額の推移は次のようになっている。

 

 

契約型投資信託 会社型投資信託 合計

2000年までは億ルク
センブルグ・フラン
で2001年以降は
億ユーロ

億円

2000年までは億ルク
センブルグ・フラン
で2001年以降は
億ユーロ

億円

2000年までは億ルク
センブルグ・フラン
で2001年以降は
億ユーロ

億円

1981 1,126 3,018 557 1,493 1,684 4,513

1982 1,249 3,347 644 1,726 1,893 5,073

1983 1,769 4,741 1,264 3,388 3,033 8,128

1984 2,467 6,612 1,511 4,049 3,978 10,661

1985 3,592 9,627 2,720 7,290 6,312 16,916

1986 5,375 14,405 4,686 12,558 10,062 26,966

1987 5,309 14,228 6,036 16,176 11,345 30,405

1988 10,484 28,097 10,898 29,207 21,382 57,304

1989 13,865 37,158 15,778 42,285 29,644 79,446

1990 13,917 37,298 14,248 38,185 28,165 75,482

1991 22,202 59,501 19,368 51,906 41,570111,408

1992 42,486113,862 25,060 67,161 67,546181,023

1993 61,061163,643 38,610103,475 99,671267,118

1994 62,182166,648 37,659100,926 99,841267,574

1995 66,428178,027 37,991101,816 104,419279,843

1996 75,607202,627 47,549127,431 123,156330,058

1997 90,752243,215 67,286180,326 158,038423,542

1998 109,263292,825 87,129233,506 196,392526,331

1999 155,628417,083 140,676377,012 296,304794,095

2000 186,689500,327 166,118445,196 352,807945,523

2001 4,821 542,893 4,463 502,578 9,2841,045,471

2002 4,358 490,754 4,087 460,237 8,445 950,991

2003 4,662 524,988 4,871 548,523 9,5331,073,511

2004 5,039 567,442 6,022 678,137 11,0621,245,692

2005 6,243 703,024 9,0091,014,503 15,2521,717,528

2006 6,813 767,212 11,6351,310,217 18,4482,077,429

2007 7,487 843,111 13,1071,475,979 20,5942,319,090

2008 5,672 638,724 9,9251,117,654 15,5971,756,378

2009 6,018 677,687 12,3921,395,463 18,4102,073,150

(注)　2001年１月１日まで、すなわちユーロ導入以前の期間の数値についてのルクセンブルグ・フランの円貨換算は、2002年１

月１日から2002年６月30日までの間において適用される日本銀行の裁定外国為替相場(１ルクセンブルグ・フラン＝

2.68円)により、ユーロの円貨換算は、2010年10月29日における株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲

値(１ユーロ＝112.61円)による。
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ルクセンブルグの投資信託の監督は、公的機関によってなされている。この機関は、当初は、銀行および信用取引

および証券発行を規制する、1965年６月19日付大公令およびその後は投資信託の監督に関する1972年12月22日付

大公令に従って権限を有した銀行監査官であった。かかる監督権限は、その後1983年５月20日法によりルクセンブ

ルグ金融庁(IML)に付託され(金融庁は同法第30条に従った銀行監査官の後継機関である。)、IMLは1998年４月22日

法に従いルクセンブルグ中央銀行(以下「中央銀行」という。)となった。1999年１月１日以降、これらの権限は、

1998年12月23日法によって中央銀行から分離され新設された公的機関である金融監督委員会によって行使されて

いる。金融監督委員会は、過去中央銀行に付託されていた、銀行、金融セクターで営業するその他の機関および投資

信託に関する監督ならびに証券取引所理事長に付託されていた、ルクセンブルグ証券取引所の監督ならびにルク

センブルグ証券取引所における証券の公募およびルクセンブルグ証券取引所への証券上場に関するすべての監督

権限を付託されている。

 

Ⅱ．ルクセンブルグの投資信託の形態

１．前書き

1988年４月１日までは、ルクセンブルグのすべての形態のファンドは、投資信託に関する1983年８月25日法、商

事会社に関する1915年８月10日法ならびに共有に関する民法および一般の契約法の規定に従って設立・設定され

ていた。1983年８月25日法は特に契約型投資信託（以下「FCP」という。）の運用について規定している。

1983年８月25日法は廃止され、これに代わり投資信託に関する1988年３月30日法(改正済み)(以下「1988年３月

30日法」という。)が制定された。1988年３月30日法は、欧州共同体の1985年12月20日付通達(以下「欧州共同体通

達」という。)の規定をルクセンブルグ国内法として制定し、また、ルクセンブルグの投資信託制度についての他の

改正を盛り込んだものである。

投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年12月20日法」という。)により、ルクセンブルグは、UCITS通達

85/611/CEEを改正する通達2001/107/CEおよび2001/108/CEを実施した。この法律は、2002年12月31日にメモリアル

に公告され、2003年１月１日から施行された。

経過規定によると、2002年12月20日法は、直ちに1988年３月30日法を廃止することなく、1988年３月30日法は、

2004年２月13日まで完全に効力を有し、UCITSに適用される経過規定としては、2007年２月13日まで引き続き効力

を有した。

2007年２月13日以降、2002年12月20日法が、これまでの1988年３月30日法に準拠していた投資信託の唯一の準拠

法となる。

機関投資家向け投資信託に関する1991年法は、専門投資信託に関する2007年２月13日法（以下「SIF法」とい

う。）に置き換えられた。かかる専門投資信託は、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に評価すること

ができる豊富な情報を持つ投資家向けのものである。専門投資信託（以下「SIFs」という。）は、リスク分散の原

則に従った集団投資ビークルであり、よって投資信託とみなされる。SIFsは、会社形態および投資規則に関して柔

軟性が増した上に、特に販売会社が金融監督委員会による承認を得る必要がないという面で慎重な監督が軽減さ

れている。適格投資家は機関投資家およびプロフェッショナルな投資家だけでなく、投資知識・経験を有する投資

家も含まれる。
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２．2002年12月20日法

2.1.　一般規定とその範囲

2.1.1.　2002年12月20日法は、５つのパートから構成されている。

パートⅠ　UCITS

パートⅡ　その他の投資信託

パートⅢ　外国の投資信託

パートⅣ　管理会社の認可

パートⅤ　UCITSおよびその他の投資信託に適用される一般規定

　　　　2002年12月20日法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」とパートⅡが適

用される「その他の投資信託」を区分して取り扱っている。

2.1.2.　欧州連合(以下「EU」という。)のいずれか一つの加盟国内に登録され、2002年12月20日法パートＩに基づき

譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「パートⅠ UCITS」という。)としての適格性を有してい

るすべてのファンドは、EUの他の加盟国において、適用あるEU通達が当該国において立法化されている限度に

おいて、その投資証券または受益証券を自由に販売することができる。

2.1.3.　2002年12月20日法第２条第２項は、同法第３条を前提条件として、パートⅠ UCITSとみなされる投資信託を、

以下のように定義している。

－　公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または法第41条第１項に記載されるその他の流動性のあ

る金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投資信託。

－　投資信託証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻される投資信託。投

資信託証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないようにするための

パートⅠ UCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。

2.1.4.　2002年12月20日法第３条は、同法第２条の定義に該当するので、パートⅠ UCITSたる適格性を有しないファ

ンドを列挙している。

a)　クローズド・エンド型のUCITS。

b)　EUまたはその一部において、公衆に対してその投資信託証券の販売を促進することなく投資元本を調達す

るUCITS。

c)　設立文書に基づきEUの加盟国でない国の公衆に対してのみの投資信託証券を販売しうるUCITS。

d)　2002年12月20日法第５章によりパートⅠ UCITSに課される投資方針がその投資および借入方針に鑑みて

不適切であると金融監督委員会が判断する種類のUCITS。

2.1.5.　上記d)の種類のUCITSは金融監督委員会の2003年１月22日付通達IML03/88によって以下のとおり規定されて

いる。

a)　2002年12月20日法第41条第１項に規定されている譲渡性のある有価証券以外の有価証券またはその他の

流動性のある金融資産に、純資産の20％以上を投資することができる投資方針を有するUCITS。

b)　純資産の20％以上をハイリスク・キャピタルに投資することができる投資方針を有するUCITS。ハイリス

ク・キャピタルへの投資とは、設立間もない会社またはまだ発展途上にある会社の有価証券に対する投

資を意味する。
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c)　投資目的で純資産の25％以上を継続的に借り入れることができるという投資方針を有するUCITS(以下

「レバレッジ・ファンド」という。)。

d)　複数のコンパートメントから成り、その一つが投資または借入れの方針に関して、パートⅠの条項を充足

していないUCITS。

2.1.6.　2002年12月20日法は、他の条項と共にUCITSの投資方針および投資制限について特別の要件を規定している

が、投資信託としての可能な形態は、パートⅠ UCITSに該当するものもパートⅡに該当する投資信託いずれに

ついても同じである。

　　　　投資信託には以下の形態がある。

1)　契約型投資信託("fonds commun de placement", common fund)

2)　会社型投資信託(investment companies)

－　変動資本を有する会社型投資信託(以下「SICAV」という。)

－　固定資本を有する会社型投資信託(以下「SICAF」という。)

　　　　上記の投資信託は、投資信託に関する2002年12月20日法、商事会社に関する1915年８月10日法(その後の改正を

含む。)ならびに共有に関する民法および一般の契約法の規定に従って設立・設定されている。

2.1.6.1.　税法上の主な規定は2002年12月20日法に記載されている。

2.1.6.2.　投資信託の監督は、金融監督委員会が行っている。

 

2.2.　それぞれの型の投資信託の仕組みの概要

2.2.1.　契約型投資信託

契約型の投資信託は、共有資産(ファンド)、管理会社および保管受託銀行の三要素から成り立っている。

2.2.1.1.　ファンドの概要

ファンドは法人格を持たず、加入者の複合投資からなる財産集合体である。加入者はその投資によって平

等に利益および残余財産の分配を請求する権利を有する。ファンドは会社として設立されていないので、

個々の投資者は株主ではなく、その権利は受益者と管理会社との契約関係に基づいた契約上のものであり、

この関係は、一般の契約法(すなわち、民法第1134条、第1710条、第1779条、第1787条および第1984条。ただし、

これらに限らない。)および2002年12月20日法に従っている。

投資者は、契約に加入し、受益権を取得することによって、受益者としての相互間の関係を承認すること

になる。受益者と管理会社との関係は後述の約款に基づいている。

2.2.1.2.　受益証券の発行の仕組み

ファンドの受益権は、約款に規定される発行日の純資産価格に基づいて継続的に発行される。

管理会社は、保管受託銀行の監督のもとで、受益権を表象する無記名式証券もしくは記名式証券または受

益権を証する確認書を発行し、交付する。

受益権の買戻請求は、いつでも行うことができるが、約款に買戻請求の停止に関する規定がある場合はこ

れに従い、また、2002年12月20日法第12条に従い買戻請求が停止される。この買戻請求権は、2002年12月20日

法第11条第２項および第３項に基づいている。
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約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、一定の事項につき受益者に議決権が与えられる。これは、約

款の変更の提案に適用されることもある。

分配方針は約款の定めに従う。

2.2.1.3.　契約型投資信託に関する規則

2002年12月20日法第９条、第11条、第23条、第41条、第42条、第44条、第67条および第129条は、特定の要件を

設定し、または、ルクセンブルグ大公国規則(以下「大公規則」という。)によって特定の要件を設定しうる

旨規定している。

(注)　2002年12月20日法第129条に記載される年次税の適用に関する条件および基準を決定する2003年４月14日付大公

規則を除き、本書の日付において当該規則は制定されていない。

主な要件は以下のとおりである。

－　契約型ファンドの純資産価額は最低1,250,000ユーロである。この最低額は契約型ファンドとして活動

する許可が得られてから６か月以内に達成されなければならない。ただし、この最低額は、大公令に

よって2,500,000ユーロまで引き上げることができる。

－　管理会社は、ファンドの運用管理業務を約款の枠内で執行すること。パートⅠ UCITSは、管理会社が2002

年12月20日法第13章に従い管理し、パートⅡが適用される「その他の投資信託」は、管理会社が2002年

12月20日法第14章に従い管理すること。

－　発行価格および買戻価格は、パートⅠ UCITSの場合、少なくとも１か月に二度は計算されること。パート

Ⅱが適用される「その他の投資信託」の場合は、少なくとも１か月に一度は計算されること。ただし、

金融監督委員会がパートⅠ UCITSの頻度を１か月に一度に減らすことを認める場合がある。その場合

には、回数を減らしたことで受益者の利益を損なわないことを条件とする。また、パートⅡが適用され

る「その他の投資信託」についても正当な申請に応じて回数を減らす場合がある。

－　約款には以下の事項が記載されること。

(a) ファンドの名称および存続期間、管理会社および保管受託銀行の名称。

(b) 提案されている特定の目的に従った投資方針およびその基準。

(c) 分配方針。

(d) 管理会社がファンドから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにその報酬の計算方法。

(e) 公告に関する規定。

(f) ファンドの会計年度末。

(g) 法令に基づく場合以外のファンドの解散事由。

(h) 約款変更手続。

(i) 受益証券発行手続。

(j) 受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件。

(注)　例外として、状況に応じて必要とされる場合であって、かつ停止が受益者の利益を考慮して正当化される

場合には、管理会社は受益証券の買戻しを一時的に停止することができ、かつ、純資産価格計算の停止な

らびに発行および買戻しの停止が全体として受益者または公共の利益となる場合、特にファンドの活動

および運用に関する法令または契約の規定が遵守されていない場合には、金融監督委員会はこれらの停

止を命ずることができる。
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2.2.1.4.　投資制限

投資信託(契約型または会社型)に適用される投資制限に関しては、2002年12月20日法は、パートⅠ UCITS

の資格を有する投資信託に適用される制限とその他の契約型投資信託に適用される制限とを明確に区別し

ている。

2.2.1.4.1.　パートⅠ UCITSの投資制限

パートⅠ UCITSの適用される投資規則および制限は、2002年12月20日法第41条から第52条までに規定

されており、主な制限は以下のとおりである。

(1) UCITSは、譲渡性のある証券および短期金融商品に投資することができる。しかしながら、証券取引所

に上場されていない、または定期的に取引が行われている公認かつ公開の他の規制された市場で取引

されていない譲渡性のある証券および短期金融商品に投資することができるのは、その純資産の10％

までである。ただし、かかる証券取引所または他の規制された市場がEU加盟国以外の国に存在する場合

は、それらの選択は、かかるUCITSの設立文書に規定されていなければならない。

(2) UCITSは、通達85/611/EECに従い認可されたUCITSまたは同通達第１条第２項第１号および第２号に

規定するその他の投資信託の受益証券に(設立国がEU加盟国であるか否かにかかわらず)投資すること

ができる。ただし、以下の要件を充足しなければならない。

－　かかる投資信託は、金融監督委員会がEU法に規定する監督と同程度の監督に服すると判断する法令

により認可されたものおよび監督当局の協力が十分に確保されている国で認可されたものである

こと。

－　かかるその他の投資信託の受益者に対する保護水準はUCITSの受益者に提供されるものと同等であ

ること、特に、資産の分離保有、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券および短期金融商品の空売

りに関する規則が通達85/611/EECの要件と同等であること。

－　かかる投資信託の業務が、報告期間の資産、債務、収益および運用の評価が可能であるような形で、

年次報告書および半期報告書により報告されていること。

－　取得が予定されているUCITSまたはその他の投資信託は、その設立文書に従い、その他のUCITSまた

は投資信託に合計して資産の10％超を投資しないこと。

(3) UCITSは、信用機関の要求払いの預金または12か月以内に満期となり引き落とすことができる預金に

投資することができる。ただし、信用機関がEU加盟国に登録事務所を有するか、非加盟国に登録事務所

がある場合はEU法の規定と同等と金融監督委員会が判断する慎重なルールに従っているものでなけれ

ばならない。

(4) UCITSは、上記(1)に記載する規制ある市場で取引される金融デリバティブ商品(現金決済商品と同等

のものを含む。)または店頭市場で取引される金融デリバティブ商品(以下「OTCデリバティブ」とい

う。)に投資することができる。ただし、以下の要件を充足しなければならない。

－　UCITSが投資することができる商品の裏づけとなるものは、(1)から(5)に記載される商品、金融指

数、金利、外国為替または通貨であり、UCITSの設立文書に記載される投資目的に従い投資されなけ

ればならない。

－　OTCデリバティブ取引の相手は、慎重な監督に服し、金融監督委員会が承認するカテゴリーに属する

機関でなければならない。
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－　OTCデリバティブは、日次ベースで、信頼できる認証されうる価格を有し、随時、UCITSの主導により、

公正な価格で売却、償還または相殺取引により手仕舞いが可能なものでなければならない。

　　デリバティブ商品を利用するUCITSに適用される条件および制限に関して、金融監督委員会は2007年８

月２日付金融監督委員会通達07/308を出し、主として2002年12月20日法第42条の規定および同条によ

り規定された要件を繰り返し表明した。さらに、通達では、洗練されたUCITSと洗練されていないUCITS

とを区別し、またデリバティブ商品のそれぞれの利用について区別を行っている。

(5) UCITSは、当該商品の発行または発行者が投資者および預金の保護を目的として規制されている場

合、規制ある市場で取引されていないもので、2002年12月20日法第１条(すなわち上記(1))に該当しな

い短期金融商品に投資することができる。ただし、当該短期金融商品は以下のものでなければならな

い。

1)　中央政府、地方政府、EU加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀行、EU非加盟国、ま

たは連邦国家の場合、連邦を構成する加盟者、またはEU加盟国が所属する公的国際機関により発行

されまたは保証される短期金融商品。

2)　上記(1)に記載される規制ある市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融商品。

3)　EU法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくともEC法が規定するのと

同程度厳格と金融監督委員会が判断する慎重なルールに服し、これに適合する発行体により発行

または保証される短期金融商品。

4)　金融監督委員会が承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。ただ

し、当該短期金融商品への投資は、1)から3)までに規定するものと同程度の投資者保護に服するも

のでなければならない。また、発行体は、資本および準備金が少なくとも10,000,000ユーロを有し、

通達78/660/EECに従い年次財務書類を公表する会社、または一もしくは複数の上場会社を有する

グループ企業に属し、同グループのファイナンスに専従する企業、または銀行の与信ラインから利

益を受けている証券化のためのビークルへのファイナンスに専従している会社でなければならな

い。

(6) UCITSは、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。

(7) 投資法人として組成されているUCITSは、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動産または不動産

資産を取得することができる。

(8) UCITSは、その投資目的以外にも流動資産を保有することができる。

(9) (a) UCITSは、常時、ポートフォリオのポジション・リスクおよび全体的リスク状況への寄与度を監

視・測定することを可能とするリスク管理プロセスを利用しなければならない。UCITSは、OTCデリ

バティブ商品の価値を正確かつ独立して評価するプロセスを使用しなければならない。UCITSは、

金融監督委員会が規定する詳細なルールに従い定期的に、デリバティブ商品のタイプ、潜在的リス

ク、量的制限およびデリバティブ商品の取引に関連するリスクを測定するために選択された方法

を金融監督委員会に報告しなければならない。

EDINET提出書類

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー(E14868)

有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

105/154



　　(b) UCITSは、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段を金融監督委員会が定める条

件と制限内で用いることもできる。ただし、この技法と手段はポートフォリオの効率的運用の目的

で用いるものとする。かかる運用がデリバティブ商品の利用に関係する場合、これらの条件および

制限は2002年12月20日法の規定に従うものとする。

　　　　かかる運用によって、UCITSが約款または目論見書に定めるその投資目的からそれるような状況はな

い。

　　(c) UCITSは、デリバティブ商品に関する全体的エクスポージャーは、ポートフォリオの純資産総額を

超過しないよう確保しなければならない。

　　　　当該エクスポージャーは、対象資産の時価、取引の相手方のリスク、市場動向の可能性およびポジ

ションの清算可能時期等を勘案して計算する。

　　　　UCITSは、以下の(10)(e)に規定する制限の範囲内でその投資方針の一部として、金融デリバティブ商

品に投資することができる。ただし、対象資産に対するそのエクスポージャーは、総額で以下の

(10)に規定する投資制限を超過してはならない。UCITSが指数ベースの金融デリバティブ商品に投

資する場合、当該商品は(10)に規定する制限と合計する必要はない。

　　　　譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブを内包する場合は、本項の要件への適合につ

いては、かかるデリバティブも勘案しなければならない。

(10)(a) UCITSは、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にその資産の10％を超

えて投資することができない。

　　　　UCITSは、同一の機関にその資産の20％を超えて預金することができない。UCITSの相手方に対する

OTCデリバティブ取引におけるリスクのエクスポージャーは、相手方が上記(3)に記載する与信機

関の場合はその資産の10％、その他の場合は５％を超えてはならない。

　　(b) UCITSがその資産の５％を超えて投資する発行体について、UCITSが保有する譲渡性を有する証券

および短期金融商品の合計価額は、その資産の40％を超過してはならない。この制限は、慎重な監

督に服する金融機関への預金および当該機関とのOTCデリバティブ取引には適用されない。

　　　　上記(a)に記載される個別の制限にかかわらず、UCITSは、一つの機関について、譲渡性のある証券ま

たは短期金融商品、預金およびそのOTCデリバティブ取引へのエクスポージャーを合計して、その

資産の20％を超過してはならない。

　　(c) 上記(a)の第一文に記載される制限は、EU加盟国、その地方自治体、非加盟国、EU加盟国がメンバー

である公的国際機関が発行または保証する譲渡性のある証券または短期金融商品の場合は、35％

を上限とする。
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　　(d) 上記(a)の第一文に記載される制限は、その登録事務所がEU加盟国内にある信用機関により発行さ

れ、法律により、その債券保有者を保護するための特別の監督に服する一定の債券については、

25％を上限とすることができる。特に、これらの債券発行により生ずる金額は、法律に従い、当該債

券の有効全期間中、当該発行体破産の場合、優先的にその元本および経過利息への支払いに充てら

れる債券に付随する請求をカバーできる資産に投資されるものでなければならない。

　　　　UCITSがその資産の５％超を第１項に記載する一つの発行体が発行する債券に投資する場合、かかる

投資の合計価額は当該UCITSの資産価額の80％を超過してはならない。

　　(e) 上記(c)および(d)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、(b)に記載される40％の

制限の計算には含まれない。

　　　　(a)、(b)、(c)および(d)に記載される制限は、合計することができない。したがって、同一発行体が発

行する譲渡性のある証券または短期金融商品への投資、上記(a)、(b)、(c)および(d)に従って行わ

れる当該機関への預金またはデリバティブ商品への投資は、当該UCITSの資産の35％を超えてはな

らない。

　　　　通達83/349/EECまたは公認の国際会計基準に従い、連結会計の目的上同一グループに属する会社は、

本項の制限の計算においては一発行体とみなされる。

　　　　UCITSは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的に、その資産の20％まで投

資することができる。

(11)以下の(15)に記載される制限に反しないよう、(10)に記載する制限は、UCITSの設立文書に従って、そ

の投資方針の目的が(以下のベースで)金融監督委員会の承認する株式または債券指数の構成と同一構

成を目指すものである場合、同一発行体が発行する株式および債券への投資については、20％まで引き

上げることができる。

－　指数の構成が十分多様化していること

－　指数が関連する市場のベンチ・マークとして適切であること

－　指数は適切な方法で公表されていること

　　この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制ある市場での異常な

市況により正当化される場合は、35％に引き上げられる。この制限までの投資は、一発行体にのみ許さ

れる。

(12)(a) (10)にかかわらず、金融監督委員会は、UCITSに対し、リスク分散の原則に従い、その資産の100％

まで、EU加盟国、その地方自治体、非加盟国または一以上のEU加盟国がメンバーである公的国際機

関が発行または保証する、異なる譲渡性のある証券または短期金融商品に投資することを許可す

ることができる。

　　　　金融監督委員会は、(10)および(11)に記載する制限に適合するUCITSの受益者への保護と同等の保護

を当該UCITSの受益者が有すると判断する場合にのみ、当該許可を付与することができる。

　　　　これらのUCITSは、少なくとも６つの異なる銘柄の有価証券を保有しなければならないが、一銘柄が

全額の30％を超えることはできない。
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　　(b) (a)に記載するUCITSは、その設立文書において、明示的に、その資産の35％超を投資する予定の証

券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または公的国際機関を明示しなければならない。

　　(c) さらに、(a)に記載するUCITSは、その目論見書および販売促進文書の中に、かかる許可に注意を促

し、その資産の35％超を投資する予定または現に投資している証券の発行者または保証者となる、

国、地方自治体または公的国際機関を示す明確な説明を記載しなければならない。

(13)(a) UCITSは、(2)に記載するUCITSまたはその他の投資信託に投資することができるが、一つのUCITS

または投資信託にその資産の20％を超えて投資することはできない。

　　　　この投資制限の適用目的のため、2002年12月20日法第133条に定める複数のコンパートメントを有す

る投資信託の一つのコンパートメントは、個別の発行体とみなされる。ただし、第三者に対するコ

ンパートメントの債務の分離原則が確保されていなければならない。

　　(b) UCITS以外の投資信託の受益証券への投資は、合計して、当該UCITSの資産の30％を超えてはならな

い。

　　　　UCITSが他のUCITSおよび投資信託の受益証券を取得した場合、それぞれのUCITSおよび投資信託の資

産は(10)記載の制限において合計する必要はない。

　　(c) 直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配によりまたは直接もし

くは間接の実質的保有により管理会社と結合されているその他の会社により運用されている他の

UCITSまたは投資信託の受益証券に、UCITSが投資する場合、当該管理会社または他の会社は、他の

UCITSまたは投資信託の受益証券への当該UCITSの投資を理由として、買付手数料または買戻手数

料を課してはならない。

　　　　他のUCITSおよび投資信託にその資産の相当部分を投資するUCITSは、その目論見書に、当該UCITS自

身および投資を予定するUCITSおよび投資信託の両方に課される管理報酬の上限を開示しなけれ

ばならない。その年次報告書において、当該UCITS自身および投資するUCITSまたはその他の投資信

託の両方に課される管理報酬の上限割合を記載しなければならない。

(14)(a) 目論見書は、UCITSが投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティブ商品への取引が

できるか否かについて言及しなければならない。この場合、この運用は、ヘッジ目的でなされるの

か、投資目的達成のためになされるのか、またリスク面における金融デリバティブ商品の使用によ

る起こりうる結果について、明確に記載しなければならない。

　　(b) UCITSが、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の上記(1)から(8)までに記載され

るカテゴリーの資産に投資し、または(11)に従って、株式もしくは債券指数に追随する投資を行う

場合、目論見書および必要な場合その他の販売促進資料に、その投資方針に注意を喚起する明確な

説明を記載しなければならない。

　　(c) UCITSの純資産価格が、資産構成または使用する資産運用技法のため、大きく変動する見込みがあ

る場合、目論見書および必要な場合その他の販売促進資料は、その性格に注意を喚起する明確な説

明を記載しなければならない。

EDINET提出書類

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー(E14868)

有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

108/154



　　(d) 投資家の要請があった場合、管理会社は、UCITSのリスク管理に適用される量的制限、このために選

択された方法、ならびに主たるカテゴリーの商品のリスクおよび利回りについての直近の評価に

関し、追加情報を提供しなければならない。

(15)(a) 投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、2002年12月20日

法パートⅠに該当するものは、発行体の経営に重大な影響を行使しうるような議決権付株式を取

得してはならない。

　　(b) さらに、UCITSは、以下を超えるものを取得してはならない。

(ⅰ)同一発行体の議決権のない株式の10％

(ⅱ)同一発行体の債券の10％

(ⅲ)同一UCITSまたはその他の投資信託受益証券の25％

(ⅳ)同一発行体の短期金融商品の10％

　　　　上記(ⅱ)から(ⅳ)までの制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の合計額または発行済

み当該商品の純額が計算できない場合は、これを無視することができる。

　　(c) 上記(a)および(b)は以下については適用されない。

1)　EU加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品。

2)　EU非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品。

3)　EU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のある証券および短期金融商品。

4)　非EU加盟国で設立された会社の資本株式で、UCITSがその資産を主として当該国に登録事務所

を有する発行体の証券に投資するため保有するもの。ただし、当該国の法令により、かかる保

有がUCITSによる当該国の発行体の証券へ唯一の投資方法である場合に限る。しかし、この例

外は、その投資方針中に、非EU加盟国の会社が、上記(10)、(13)ならびに(15)(a)および(b)に記

載する制限に適合する場合にのみ適用される。(10)および(13)の制限を超過した場合は、(16)

が準用される。

5)　子会社の資本株式で一つまたは複数の投資法人が保有するもの。ただし、当該子会社は、投資法

人のためにのみ、子会社が存在する国における管理、助言、販売等の業務、または受益者の要請

に応じた買戻しに関する業務のみを行うものでなければならない。

(16)(a) UCITSは、その資産を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に付随する引受権の行使に

あたり、本項の制限に適合する必要はない。

　　　　リスク分散の原則の遵守確保に当たっては、新しく認可されたUCITSには、認可から６か月間は(10)、

(11)、(12)および(13)は適用されない。

　　(b) 上記(a)の制限がUCITSの監督の及ばない理由により、または引受権の行使により超過した場合、

UCITSは、受益証券保有者の利益を十分考慮して、売却取引において、かかる状況の是正を優先的に

行わなければならない。
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　　(c) 発行体が複数のコンパートメントを有する法主体であって、コンパートメントの資産が、当該コン

パートメントの投資家およびそのコンパートメントの設立、運用および解散に関し生ずる請求権

を有する債権者に排他的に留保される場合、各コンパートメントは、(10)、(11)および(13)に記載

されるリスク分散規定の適用上、個別の発行体とみなされる。

(17)(a) 投資法人または契約型投資信託のために行為する管理会社または保管受託銀行は、借入れをし

てはならない。ただし、UCITSは、バック・ツー・バック・ローンにより、外国通貨を取得すること

ができる。

　　(b) (a)にかかわらず、

1)　UCITSは、借入れが一時的な場合は、その資産の10％まで借入れをすることができる。

2)　投資法人の場合、借入れがその営業に直接必要である不動産を取得するためのものである場

合、その資産の10％まで借入れをすることができる。この場合、この借入れと1)による借入れ

の合計は、資産の15％を超過してはならない。

(18)(a) 上記(1)から(9)までの適用を害することなく、投資法人または契約型投資信託のために活動す

る管理会社もしくは保管受託銀行は貸付けをし、または第三者の保証人となってはならない。

　　(b) (a)は、(2)、(4)および(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品

で一部払込済みのものの取得を妨げるものではない。

(19)投資法人または契約型投資信託のために活動する管理会社もしくは保管受託銀行は、(2)、(4)および

(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品について、空売りを行って

はならない。

(20)上記に定める上限にかかわらず、パートⅠ UCITSの各サブ・ファンドは、リスク分散の原則に従い、

その純資産の全部をEU加盟国、その現地当局、米国等の経済協力開発機構（以下「OECD」という。）の

加盟国または複数の加盟国が加盟している公共国際機関が発行または保証する譲渡性のある証券およ

び短期金融商品に投資することが認められている。ただし、(i)当該証券は、少なくとも異なる６銘柄の

一部であり、かつ、(ii)当該銘柄の証券がパートⅠ UCITSの各サブ・ファンドの純資産の30％を超えな

いものとする。

　　2002年12月20日法の定義に関する2008年２月８日付大公規則により、定義の明確化に関してUCITS通達

を実施する2007年３月18日付のEU通達2007/16/CEおよびUCITSによる投資適格資産に関する2007年３

月のCESRガイドライン（以下「通達2007/16」という。）がルクセンブルグで施行された。

　　2008年２月19日付で、金融監督委員会は、大公規則およびその規定を明確にする通達08/339（以下「通

達08/339」という。）を発した。

　　通達08/339は、特定の金融商品が、2002年12月20日法の関連規定の定義（さらに大公規則で規定され

る。）における投資適格資産にあたるかどうかを検討する場合、UCITSはこれらのガイドラインを考慮

しなければならないと規定している。
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　　2008年６月４日付で、金融監督委員会は、特にセキュリティーズ・レンディング取引からなるUCITSが

利用できる技法と手段を詳細に定める通達08/356（以下「通達08/356」という。）を発した。

　　通達08/356は、現金担保を再投資できるような許容される担保および許容される資産を導入している。

通達は、UCITSが法定限度を超える相手方に対するリスクを回避するために、現金担保の再投資におい

て取得した担保および資産をどのように保管しなければならないかについて定めており、セキュリ

ティーズ・レンディング取引がUCITSのポートフォリオ運用業務、買戻し義務およびコーポレートガバ

ナンスの遵守を妨げてはならないことを再び表明している。最後に、通達は、目論見書および財務報告

書に含む必要のある情報を規定している。

　　2008年11月26日付で、金融監督委員会は、UCITSによる投資適格資産に関する欧州証券規制当局（以下

「CESR」という。）のガイドラインを定め、金融監督委員会が通達08/339を通じて発表したUCITSによ

る投資適格資産に関する2007年３月のCESRガイドライン（Ref.：CESR/07-044）を取り消して差し替

える通達08/380（以下「通達08/380」という。）を公表した。

　　通達08/380は、効率的なポートフォリオ運用を目的とした技法と手段に関連するUCITSによる投資適格

資産に関するCESRガイドラインの変更点にのみ着目している。これは、譲渡性のある証券および短期金

融商品に関連する技法と手段には、金融担保契約、買戻契約、保証およびセキュリティーズ・レンディ

ングに関する指令2002/47/ECの規定に基づく担保を含むが、これに限らない旨を示している。指令

85/611/EEC第21条の規定を遵守する要件は、特に、UCITSが買戻契約またはセキュリティーズ・レン

ディングを使用することが認められる場合には、かかる運用をUCITSの全体的エクスポージャーの計算

において考慮しなければならない。

2.2.1.4.2.　パートⅠ UCITSに該当しない契約型投資信託に適用される制限は、金融監督委員会の意見が求められる

大公規則によって確定される。かかる大公規則は、とりわけ、以下の事項を決定できる。

a)　契約型投資信託の受益証券の発行価格および買戻し価格決定のための最低期間。

b)　流動資産により示される契約型投資信託の資産の下限割合。

c)　証券取引所に上場されておらず、類似のセーフガードのある規制された市場で取引されていない譲

渡性のある証券に投資できる契約型投資信託の資産の上限割合。

d)　契約型投資信託が保有できる同一発行体により発行される同一種類の有価証券の上限割合。

e)　同一発行体により発行される有価証券に投資できる契約型投資信託の資産の上限割合。ただし、最

近設定された契約型投資信託は、リスク分散の原則を遵守していれば、認可日から６か月間は本項

から逸脱することが可能である。

f)　その他の投資信託の投資証券に投資できる契約型投資信託の条件および可能な上限割合。

g)　その総資産額について、契約型投資信託が借入れを行うことが認められている金額の上限割合およ

びかかる借入れの条件。

(注)　現時点で、当該規則は存在しない。
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2.2.1.5.　管理会社

パートⅡファンドのみを管理するすべての管理会社には、2002年12月20日法第14章が適用される。

パートⅠ UCITSを管理する管理会社は、2002年12月20日法第13章が適用される(以下参照)。

2002年12月20日法第13章または第14章のいずれかに定める要件を満たす管理会社が、パートⅡファンド

を管理することができる。

2.2.1.5.1.　2002年12月20日法第14章

同法第91条および第92条は、第14章に基づき管理会社が充足すべき以下の要件を定めている。

(1) 管理会社の業務は金融監督委員会の事前の認可に服す。

　　管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社として設立された共

同会社または有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。株式は記名式でなければ

ならない。

　　管理会社は、投資信託の管理以外の活動を行ってはならない(ただし、自らの資産の運用は付随的に行

うことができる。)。当該投資信託の少なくとも一つはルクセンブルグ籍の投資信託でなければならな

い。

　　本店(中央管理機構)および登記上の事務所はルクセンブルグに所在しなければならない。

(2) 金融監督委員会は以下の条件で認可を付与する。

a)　申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る、処分可能な十分な財務上の資源を有

していなければならない。特に、払込済資本金として、125,000ユーロの最低資本金を有しなければ

ならない。この最低金額は、ルクセンブルグ大公規則により625,000ユーロまで引き上げることが

できる(現在はかかる規則は存在しない。)。

b)　第93条第３項に該当する、管理会社の業務を実際に行う者は、良好な評価を十分に充たし、その義務

の遂行に必要なプロフェッショナルとしての経験を有していなければならない。

c)　管理会社の株主またはメンバーの識別情報が金融監督委員会に提供されなければならない。

d)　申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。

(3) 完全な申請書が提出されてから６か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡し

なければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。

(4) 管理会社は、認可付与後に速やかに業務を開始しなければならない。

(5) 金融監督委員会は、以下の場合、第14章に従い、管理会社に付与した認可を取り消すことがある。

a)　管理会社が12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または６か月以上

第14章に定められる活動を中止する場合。

b)　虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。

c)　認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
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d)　2002年12月20日法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。

e)　2002年12月20日法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。

(6) 管理会社は、自らのために、管理する投資信託の資産を使用してはならない。

(7) 管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な経験を有する認

可法定監査人に委ねることが条件とされる。認可法定監査人の変更は事前に金融監督委員会の承認を

得なければならない。

2.2.1.5.2.　2002年12月20日法第13章

同法第77条から第90条までは、第13章に基づく管理会社が充足すべき以下の要件を定めている。

(1) 第13章の意味における管理会社の業務は、金融監督委員会の事前の認可に服す。

　　管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社として設立された会

社、または有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。株式は記名式でなければなら

ない。

(2) 管理会社は、通達85/611/EECに従い認可されるUCITSの管理以外の活動に従事してはならない。ただ

し、通達に定められていない投資信託の管理であって、そのため管理会社が慎重な監督に服す場合はこ

の限りでない。ただし、当該受益証券は、通達85/611/EECの下で他のEC加盟国に販売できない。

　　契約型投資信託および会社型投資信託の管理のための活動は、2002年12月20日法別表Ⅱに記載されて

いるが、すべてが列挙されているものではない。

(注)リストには、投資運用、事務および販売が含まれている。

(3) 上記(2)とは別に、管理会社には、以下のサービスを提供することも認められている。

(a) 投資資産が金融業界に関する1993年４月５日法(改正済み)別表ⅡセクションＢで言及される金融

商品を１つ以上含んでいる場合、投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う投資資産の

管理(年金基金が保有するものも含む。)。

(b) 付随的業務として、金融業界に関する1993年４月５日法(改正済み)別表ⅡセクションＢで言及さ

れる金融商品の１つ以上に関する投資顧問業務ならびに投資信託の受益証券に関する保管および

事務業務。

管理会社は、本章に基づき本項に記載されたサービスのみの提供または(a)のサービスを認可され

ることなく付随的サービスのみの提供を認可されることはない。

本条において、投資顧問業務とは、請求に応じてまたは管理会社主導のいずれかで、金融業界に関

する1993年４月５日法(改正済み)別表ⅡセクションＢで言及される金融商品に関連する１件以上の

取引について、顧客に対して、個人的助言を提供することである。

本条において、個人的助言とは、投資家もしくは潜在的投資家としての、または投資家もしくは潜

在的投資家の代理人としての個人に対して行われる助言をいう。

この助言はかかる個人に適した形で提示されなければならず、またはかかる個人の状況を考慮し

た上で行われなければならない。また、かかる助言は、以下の手続きのうち一つを行うための助言で

なければならない。
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(a) 特定の金融商品の購入、販売、申込み、交換、買戻し、保有もしくは引受けを行うこと。

(b) 特定の金融商品により付与された金融商品の購入、販売、申込み、交換、買戻しを行う権利を行使す

ることもしくは行使しないこと。

市場濫用規制に関する2006年５月９日法第１条(18)に定義される販売経路を通じて排他的に行わ

れるか、もしくは公衆に対して行われる場合は、助言は個人的助言ではない。

(4) 金融業界に関する1993年４月５日法（改正済み）第13条(3)、第37-1条および第37-3条は、管理会社

による上記(3)のサービス提供に準用される。

　　上記(3)(a)のサービスを提供する管理会社は、さらに、投資会社および信用機関の自己資本に関する欧

州議会および理事会指令2006/49/EC（改正済み）を置き換えるルクセンブルグの規制に従う。

(5) 金融業界に関する1993年４月５日法（改正済み）第37-1条、第37-3条、通達93/22/EEC第２条第４項、

第８条２項、第10条、第11条および第13条は、管理会社による上記(3)のサービス提供に適用される。

(6) 金融監督委員会は、管理会社を以下の条件の下に認可する。

(a) 管理会社の当初資本金は、少なくとも125,000ユーロなければならない。

－　管理会社のポートフォリオが250,000,000ユーロを超える場合は、自己資本を追加しなければな

らない。追加額は、ポートフォリオが250,000,000ユーロを超える額について、0.02％である。当

初資本金と追加額の合計は10,000,000ユーロを超過しない。

－　本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。

(ⅰ)管理会社が運用機能を委託した契約型投資信託のポートフォリオは含まれるが、委託を受け

て運用するものは除かれる。

(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた会社型投信。

(ⅲ)その他の管理会社が運用機能を委託した投資信託のポートフォリオは含まれるが、委託を受

けて運用するものは除かれる。

－　これらの義務とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、通達93/６/EEC別添Ⅳに規定さ

れる金額を下回ってはならない。

管理会社は、信用機関または保険機関から保証を受ける場合は、当該金額分自己資本の追加分の

50％までは追加しないことができる。信用機関または追加機関は、EU加盟国または金融監督委員会が

EU法の規定と同等に慎重と判断する規定に服する場合は、当該非加盟国に登録事務所を有しなけれ

ばならない。

(b) 管理会社の業務を効果的に遂行する者は、良好な評価を十分に充たし、管理会社が管理するUCITS

に関し十分な経験を有していなければならない。そのため、これらの者およびすべての後継者は、金

融監督委員会に直ちに報告されなければならない。管理会社の事業はこれらの条件を充たす少なく

とも二名により決定されなければならない。

(c) 認可の申請は、管理会社の組織構造等を記載した活動計画を添付しなければならない。

(d) 中央管理機構と登録上の事務所はルクセンブルグに所在しなければならない。
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(7) さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、金融監督委員会

は、かかる関係が効果的な監督機能の行使をを妨げない場合にのみ認可する。

　　金融監督委員会は、また、管理会社が親密な関係を有するかかる自然人や法人が服する非加盟国の法令

または行政規定により、その監督機能を行使することが困難な場合は、認可を付与しない。

　　金融監督委員会は、管理会社に対して、本項に記載する条件を監視するに必要な情報の提供を継続的に

求める。

(8) 完全な申請書が提出されてから６か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡し

なければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。

(9) 管理会社は、認可付与後に速やかに業務を開始しなければならない。

(10) 金融監督委員会は、以下の場合、第13章に従い、管理会社に付与した認可を取り消すことがある。

(a) 管理会社が12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または６か月以上

活動を中止する場合。

(b) 虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。

(c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合。

(d) 認可が上記(3)(a)に記載する一任ポートフォリオ運用を含む場合、通達93/６/EECの施行の結果で

ある金融業界に関する1993年４月５日法に適合しない場合。

(e) 2002年12月20日法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。

(f) 2002年12月20日法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。

(11)金融監督委員会は、一定の適格関与または関与額を有する、管理会社の株主またはメンバー(直接・

間接、自然人・法人を問わず)の識別情報が提供されるまで管理会社の業務を行うことを認可しない。

管理会社への一定の関与資格は、上記1993年４月５日法の規定と同様の規定に服する。

　　金融監督委員会は、管理会社の健全で慎重な管理の必要性を勘案し、上記の株主またはメンバーの適格

性が充たされないと判断する場合、認可を付与しない。

　　以下の管理会社の認可については、関連するその他のEU加盟国の所轄官庁に事前の相談を行わなけれ

ばならない。

(a) 他のEU加盟国において認可されたその他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社の子会

社。

(b) 他のEU加盟国において認可されたその他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社の親会社

の子会社。

(c) 他のEU加盟国において認可されたその他の管理会社、投資会社、信用機関もしくは保険会社を支配

する同一の自然人もしくは法人により支配されるもの。

(12)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な経験を有する認

可法定監査人に委ねることが条件とされる。認可法定監査人の変更は事前に金融監督委員会の承認を

得なければならない。
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運用条件

(13)管理会社は、常に上記(1)から(7)までに記載される条件に適合しなければならない。管理会社の自己

資本は(6)(a)に特定されるレベルを下回ってはならない。その事態が生じ、正当な事由がある場合、金

融監督委員会は、かかる会社に一定期間に事態を是正するか、活動を停止することを認めることがあ

る。

　　管理会社が2002年12月20日法第１条に定義される支店を設立するか、または管理会社が他のEU加盟国

においてサービス提供を行うかどうかにかかわらず、ホスト国であるEU加盟国の当局に責任を与える

通達85/611EECの規定を妨げることなく、管理会社の慎重な監督については金融監督委員会が責任を有

する。

　　管理会社の資格保有は、金融業界に関する1993年４月５日法（改正済み）第18条の定めと同じ規則に

服する。

　　2002年12月20日法においては、金融業界に関する1993年４月５日法（改正済み）第18条に記載される

「会社／投資会社」および「投資会社ら」という表現は、それぞれ「管理会社」および「管理会社

ら」と解釈する。

(14)管理会社が管理するUCITSの性格に関し、またパートⅠに服するUCITSの管理行為にあたって遵守す

べき慎重な規則の遂行にあたり、管理会社は、以下を義務づけられる。

(a) 健全な管理上および会計手続き、電子データプロセスのための監督および防御のための整備なら

びに適切な内部管理メカニズムを保有すること(特に、従業員の個人取引規則や自身の資産を投資す

るための金融商品投資または保有に関するもの。)。これらにより、中でも、取引地、当事者、性格、効力

を生じた日時・場所により、UCITSの各取引を構成し、かつ管理会社が管理する契約型投資信託また

は会社型投資信託の資産が設立文書および現行法令に従い投資されていることを確保できるもので

なければならない。

(b) 管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反によるUCITSもしくは顧客の利

益を最小化するように組織化され、構成されなければならない。しかしながら、支店を設置する場合、

組織構成は、利益相反に関する、設置場所であるEU加盟国が定める行動規則と矛盾してはならない。

(15)(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用サービスの認可を受けている各管理会社は、

(ⅰ)事前の包括的許可がない場合、投資家のポートフォリオを自身が管理する契約型投資信託または

会社型投資信託の受益証券に投資してはならない。

(ⅱ)(3)のサービスに関し、金融業界に関する1993年４月５日法(改正済み)に基づく通達97/９/ECを施

行する2000年７月17日法の規定に服する。

(16)管理会社は、事業のより効率的な運用のため、自らの機能のいくつかを遂行する権限を第三者に委託

することができる。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。

a)　金融監督委員会に上記を適切に報告しなければならない。

b)　当該委託が管理会社に対する適切な監督を妨げることのないこと。特に、管理会社が投資家の最良

の利益のために活動し、UCITSがそのように管理されることを妨げてはならない。
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c)　当該委託が投資運用に関するものである場合、資産運用の認可を得ているまたは登録されている機

関で慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委託は、管理会社が定期的に設定する投資割当基

準に適合しなけらばならない。

d)　当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の機関に付与される場合、金融監督委員会と当該

国の監督機関の協力関係が確保されなければならない。

e)　投資管理の中核的機能の権限付与は保管受託機関または管理会社の利益と相反する機関に付与し

てはならない。

f)　管理会社の事業活動を行う者が、常に権限が付与された機関の活動を効果的に管理することができ

る方策が存在しなければならない。

g)　当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、常に機能が委託された者に追加的指示を付与し、

投資家の利益にかなう場合直ちに権限付与を取り消すことができるものでなければならない。

h)　委託される機能の性格を勘案し、機能が委託される機関は当該機能を遂行する資格と能力を有する

者でなければならない。

i)　UCITSの目論見書は、管理会社が委託した機能を列挙しなければならない。

　　管理会社および保管受託機関の責任は、第三者に機能を委託したことにより影響を受けることはなく、

管理会社が郵便受けとなるようなかたちの機能委託をしてはならない。

(17)事業活動の遂行に際し、第13章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範の遵守にあたり、以下を行

う。

a)　事業活動の遂行に際し、顧客の最良の利益および市場の誠実性のため、正直かつ公正に活動しなけ

ればならない。

b)　顧客の最良の利益および市場の誠実性のため、正当な技量、配慮および注意をもって活動しなけれ

ばならない。

c)　事業活動の遂行に必要な資源と手続きを保有し、効率的に使用しなければならない。

d)　利益相反の回避につとめ、それができない場合は、顧客が公正に取り扱われるよう確保しなければ

ならない。

e)　その事業活動に適用されるすべての規制上の義務に適合し、顧客の最良の利益および市場の誠実性

を促進しなければならない。

設立の権利およびサービス提供の自由

(18)通達85/611/EECに従い、EU加盟国の他の国において認可された管理会社は、支店を設置しまたはサー

ビス提供の自由の下に、ルクセンブルグで、当該認可された活動を行うことができる。2002年12月20日

法はかかる活動をルクセンブルグで行うための手続きと条件を定めている。

(19)第13章に従い認可された管理会社は、支店を設置しまたはサービス提供の自由の下に、他のEU加盟国

で、当該認可された活動を行うことができる。2002年12月20日法はかかる活動を他の加盟国で行うため

の手続きと条件を定めている。
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2002年12月20日法第13章に従い管理会社に適用される制度は、2003年７月30日付金融監督委員会通

達03/108においてさらに強化された。当該通達の目的は、2002年12月20日法の規定および要件を繰り返

し主張することであり、さらに重要なことには、かかる規定および要件をいかに解釈すべきかについて

の情報を提供している。その範囲内で、通達は管理会社が事業を開始するために金融監督委員会からの

事前の認可が必要であることを確認している。さらに通達は、業務プログラムを金融監督委員会に提出

する必要があることを規定し、業務プログラムに含むべき情報の種類につき一般的な情報を提供して

いる。

通達にはさらに、人的資源に関して、管理会社は原則として常勤職員を雇用しなければならないこと

が明記されている。ただし、通達の規定により、特例として、職員は他の機関から派遣または提供される

ことが可能である。また、業務は、個々に名声と経験に関する要件を満たす少なくとも２名の者が遂行

しなければならない。

管理会社の業務を遂行する２名の者について、通達では、２名のうち１名はルクセンブルグに拠点を

置かなければならない旨、明記されている。管理会社が顧客毎に一任ベースでポートフォリオの運用業

務も行っている場合、業務を遂行する２名の者がルクセンブルグを拠点としなければならない。また、

かかる２名のいずれも、管理会社が管理会社を務めるUCITSの保管会社の従業員であってはならないこ

とも規定されている。２名の者は、業務契約により管理会社の従業員となるかまたは管理会社と関連を

持つことができる。

通達は、職員数は管理会社の業務および、恐らくは管理会社が自らまたは委任を通じてその職務を遂

行する程度により決まると示唆している。通達の結論としては、最低限必要とされる職員は、管理会社

の業務を遂行するため任命される２名になると思われる。

通達は、使用するIT設備、情報源およびソフトウェアの概要を金融監督委員会に提出しなければなら

ないことならびに管理会社が、健全な運営・会計手続、電子データ処理に関する管理・保護手続および

十分な内部統制制度を有していなければならないことを明記している。また、管理会社は、会社と顧客

との間、顧客同士の間、顧客とUCITSの間またはUCITS同士の間における利益相反によりUCITSまたは顧

客の利益を損なうリスクを最小化する方法で構成および組織されていなければならない（第84条

(1)）。これらの慎重な規則は、金融監督委員会が今後別の通達で規定する。

さらに、通達では、管理会社がその職務の一部の委任を認められるために充足すべき条件を詳細に記

載している。通達では、管理会社の職員、特に業務遂行の責任を負う２名が、管理会社から職務を委託さ

れた企業を監視することができるように用意されるべきシステムおよび取決めに重点が置かれてい

る。これについて、通達はまた、かかる２名が、職務の委託先企業が実行する業務を管理するため受領す

べき報告書の種類を指示している。さらに、管理会社の業務を遂行する者は、常にUCITSに関する会計書

類をリアルタイムでまたは簡単な請求手続で入手できなければならないと規定している。

通達は、投資運用業務を保管会社に委託することはできないと明記している。通達は、法律と同様に、

非EU加盟国の企業が当該非EU加盟国において慎重な監督に服する場合にのみ、かかる企業に投資運用

業務を委託することができると重ねて規定している。
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最後に、通達は、四半期毎に作成の上、金融監督委員会に提出しなければならない６種類の付属書類

を含んでいる。提供される情報は、管理会社の財政状態および業務に関係している。

2005年５月24日現在、この通達は金融監督委員会通達05/185により補完されており、業務遂行者に適

用される条件およびルクセンブルグにおける規制の内容（例：定時取締役会のルクセンブルグでの開

催）を定めている。

2010年７月１日付で、金融監督委員会は、通達10/467（以下「通達10/467」という。）を公表した。そ

の目的は、2002年12月20日法第13章に従い新たな通信手段を考慮することおよび今後データの電子送

信および管理会社の定期的な財務情報の提出に新たな安全な送信チャンネルの使用を義務付けること

であり、認可法定監査人が会計年度末に監査した数値を正確に反映する最終版の計算書類を提出する

義務を導入している。最終的な財務状況に加え、このテンプレートには、最終的な貸借対照表、投資信託

の管理、提供されたサービスおよび職員に関係する書類を含んでいる。これらの書類は年次計算書類を

承認する定時株主総会の１か月後に金融監督委員会に提出しなければならない。通達10/467は、通達

03/108に追加された定期的な書類の一部の内容も変更している。

2.2.1.6.　保管受託銀行

金融監督委員会により承認された約款に定められる保管受託銀行は、約款および管理会社との間で締結

する保管受託契約に従い、保管受託銀行またはその指定する者がファンドの有する全ての証券および現金

を保管することにつき責任を負う。保管受託銀行は、ファンド資産の日々の管理に関するすべての業務を行

う。

保管受託銀行は、以下の業務を行わなければならない。

－　ファンドのためにまたは管理会社により行われる受益証券の販売、発行、買戻しおよび消却が法律およ

び約款に従って執行されるようにすること。

－　受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること(パートⅠ UCITSのみ)。

－　法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。

－　ファンド資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。

－　ファンドの収益が約款に従って処分されるようにすること。

保管受託銀行は、ルクセンブルグ法に従い、管理会社および受益者に対し、その業務の不履行または不適

切な履行の結果被った損失につき責任を負う。保管受託銀行の受益者に対する責任は、管理会社を通じて間

接的に追求される。ただし、管理会社が受益者からその旨の書面による通知を受領した後３か月以内に行為

しない場合、かかる受益者は直接に保管受託銀行の責任を追求することができる。

保管受託銀行の責任は、保管にかかる資産の全部または一部を副保管受託銀行に委託したことにより影

響を受けない。

保管受託銀行は、ルクセンブルグに登記上の事務所を有するか、外国会社のルクセンブルグ支店でなけれ

ばならない。ファンドがパートⅠ UCITSである場合でかつ外国会社のルクセンブルグ支店が保管受託銀行

である場合、登記上の事務所は他のEU加盟国に所在するものでなければならない。保管受託銀行は、金融業

界の監督に関する1993年４月５日ルクセンブルグ法に定める銀行および貯蓄機関でなければならない。
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保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価と関連のUCITSに関し経験を有していなければならない。この

ため、取締役および後継者の識別情報は金融監督委員会に直ちに報告されなければならない。

2.2.1.7.　関係法人

(ⅰ)投資運用・顧問会社

多くの場合、契約型投資信託の管理会社は他の会社と投資運用・顧問契約を締結し、この契約に従って、

投資運用・顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲内でかつ約款中の投資制限に従い、

組入証券の組入および証券の売買に関する継続的助言をファンドに提供する。

管理会社による委託または投資運用会社の中核的機能のは上記2.2.1.5.2.の(16)に従う。

(ⅱ)販売会社および販売代理人

管理会社は、ファンドの受益証券の公募または私募による販売のため、一つまたは複数の販売会社もしく

は販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる(ただし、その義務はない。)。

現行の目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切な記載および開示

がなければならない。

2.2.2.　会社型投資信託

会社型の投資信託は、これまでは1915年８月10日法に基づき、2002年12月20日法に別段の定めがない限り、

通常、公開有限責任会社(sociétés anonymes)として設立されてきた。

この形態で設立された会社型投資信託のすべての株式は同一の額面金額をもち、一定の範疇に属する者ま

たは一人の者が保有し得る株式の割合に関連して定款中に定められることがある議決権の制限に従い、株主

は株主総会において一株につき一票の議決権を有する。

会社の資本金は、定額であることを要し、会社設立時に全額引き受けられることが必要であり、資本金は、取

締役会によって、株主総会が決定した定款に定める授権資本の額まで引き上げることができる。かかる増資

は、定款に記載された株主総会による授権の枠内で取締役会の決定に従い、一度に行うこともできるし、随時、

一部を行うこともできる。通常、発行は、額面金額に発行差金(プレミアム)を加えた価格で行われ、その合計額

はその時点における一株当り純資産価格を下回ることはできない。また、株主総会による当初の授権資本の公

告後５年以内に発行されなかった授権資本部分については、株主総会による再授権が必要となる。株主は、株

主総会が上記再授権毎に行う特定の決議により放棄することのできる優先的新株引受権を有する。この規定

および手続はSICAVには適用されない(下記参照)。

2.2.2.1.　変動資本を有する会社型投資信託(SICAV)

2002年12月20日法に従い変動資本を有する会社型投資信託(société d'investissement à capital

variable - SICAV)の形態を有する会社型投資信託を設立することができる。

SICAVは、株主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的とし、株式を公募ま

たは私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを規定した定款を有する公

開有限責任会社(société anonyme)として定義されている。

SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、1915年８月10日法(改正済み)の規定は、2002年12月

20日法によって廃止されない限度で適用される。
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SICAVは次の仕組みを有する。

株式は、定款に規定された発行または買戻しの日の純資産価格で継続的にSICAVによって発行され買い戻

される。発行株式は無額面で全額払い込まれなければならない。資本勘定は株式の発行および買戻しならび

にその資産価額の変動の結果自動的に変更される。新株の発行の場合には、定款において新株引受権が明示

的に規定されている場合を除き、既存の株主は新株引受権の行使を請求することができない。

2002年12月20日法は、特定の要件を規定しているが、その中でも重要な事項は以下のとおりである。

－　管理会社を指定しないSICAVの最低資本金は認可時においては30万ユーロである(この最低額は大公規

則によって引き上げることができる。)。管理会社を指定したSICAVを含めすべてのSICAVは、認可後６か

月以内に1,250,000ユーロに達しなければならない。大公規則によりかかる最低資本金は、60万ユーロ

および250万ユーロにそれぞれ引き上げることができる。

－　取締役および認可法定監査人ならびにそれらの変更は金融監督委員会に届け出ることを要し、金融監督

委員会の異議のないことを条件とすること。

－　定款中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも株式を発行することができること。

－　定款に定める範囲で、SICAVは、株主の求めに応じて株式を買い戻すこと。

－　株式は、SICAVの純資産総額を発行済株式数により除することにより得られる価格で発行され、買い戻さ

れること。この価格は、費用および手数料を加えることによって、株式発行の場合増額し、株式買戻しの

場合は減額することができるが、費用および手数料の最高限度額は金融監督委員会の提案または助言

に基づき大公令により決定することができる(このような最高限度額の割合は決定されていないので、

かかる費用および手数料の妥当性および慣行に従い金融監督委員会が決定する。)。

－　通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相当額が払い込まれない限りSICAVの株式を発行しないこと。

－　定款中に発行および買戻しに関する支払いの時間的制限を規定し、SICAVの資産評価の原則および方法

を特定すること。

－　定款中に、法律上の原因による場合に反しないよう発行および買戻しが停止される場合の条件を特定す

ること。

－　定款中に発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定すること(パートⅡ投資信託については最低一か

月に２回とし、パートⅠ以外の投資信託については最低一か月に１回とする。)。

－　定款中にSICAVが負担する費用の性質を規定すること。

－　SICAVの株式は全額払い込まれなくてはならないこと。株式は無額面であること。

2.2.2.2.　オープン・エンド型の会社型投資信託

過去においては、ルクセンブルグ法に基づいて設立されたクローズド・エンド型の会社型投資信託にお

いては、買戻取引を容易にするため別に子会社として買戻会社を設ける投資信託の仕組みが用いられてき

た。
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しかしながら、買戻会社の株式買戻義務は常に、自己資金とファンドからの借入金の範囲内に限定されて

いる。買戻会社の株式は、通常、一株の資格株を除き、全額をファンドが所有している。この借入金は、ファン

ドの利益金、繰越利益金および払込剰余金または法定準備金以外の準備金の額を超えることができない。

最近では、買戻会社を有しない会社型投資信託が設立されているが、その定款に、株主の請求があれば株

式を買い戻す義務がある旨規定し、オープン・エンド型の仕組みを定めている。

ファンドによるファンド株式の買戻しは、通常、純資産価格に基づいてなされ、買戻手数料がある場合は、

それを差し引き、定款によって販売目論見書に記載された手続に従って買い戻される。ただし、純資産価格

の計算が停止されている場合は、買戻しも停止される。

ファンドによって買い戻され、所有されているファンドの株式には議決権および配当請求権がなく、ま

た、ファンドの解散による残余財産請求権もない。ただし、これらの株式は発行されているものとして取扱

われ、再販売することもできる。

オープン・エンド型の会社型の投資信託においては、株主総会で決議された増資に関する授権に従い、取

締役会が定期的に株式を発行することができる。株式の発行は、ファンド株式の募集終了後１か月以内にま

たは株式募集開始から遅くとも３か月以内に、取締役会またはその代理人によってルクセンブルグの公証

人の面前で陳述され、さらに１か月以内に官報「メモリアル」に公告するため地方裁判所の記録部に届出

られなければならない。

(注)　SICAVは、会社の資本金の変更を公告する義務を有しない。

2.2.2.3.　会社型投資信託の投資制限

上記2.2.1.4.に記載の契約型投資信託に適用される投資制限は、会社型投資信託にほぼ同様に適用され

る。

2.2.2.4.　関係法人

(ⅰ)保管受託銀行

会社型投資信託の資産の保管は、保管受託銀行に委託されなければならない。保管受託銀行の義務は、保

管する資産のすべてもしくは一部を第三者に委託していることによる影響を受けない。

保管受託銀行の業務は以下のとおりである。

－　ファンドによりまたはファンドのために行われる株式の販売、発行、買戻しおよび消却が法律および

ファンドの定款に従って執行されるようにすること。

－　ファンド資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。

－　ファンドの収益が定款に従って処分されるようにすること。

(ⅱ)投資運用・顧問会社および販売会社もしくは販売代理人

上記、2.2.1.7.「関係法人」中の記載事項は、同様に、ファンドの投資運用・顧問会社および販売会社も

しくは販売代理人に対しても適用される。

2.2.2.5.　パートⅠ UCITSである会社型投資信託の追加的要件

以下の要件は、2002年12月20日法27条にSICAVに関し定められているが、パートⅠ UCITSである他の形態

の会社型ファンドにも適用される。

(1) SICAVが、通達85/611/EECに従い認可された管理会社を指定しない場合

－　認可申請は、SICAVの組織構造等を記載した活動プログラムを伴わなければならない。
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－　SICAVの取締役は、良好な評価を十分に充たし、管理会社が管理するUCITSに関し十分な経験を有して

いなければならない。そのため、これらの者およびすべての後継者は、金融監督委員会に直ちに報告

されなければならない。SICAVの事業はこれらの条件を充たす少なくとも二名により決定されなけれ

ばならない。

－　さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、金融監督委員会は、

かかる関係が効果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。

　　金融監督委員会は、また、管理会社が親密な関係を有するかかる自然人や法人が服する非加盟国の法令、

行政規定により、その監督機能を行使することが困難な場合は、認可を付与しない。

　　SICAVは、金融監督委員会に対して、要求される情報の提供を提供しなければならない。

　　完全な申請書が提出されてから６か月以内に、申請者に対し、認可が付与されるか否かにつき連絡しなけ

ればならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。

　　SICAVは、認可付与後に速やかに業務を開始しなければならない。

　　金融監督委員会は、以下の場合、SICAVに付与した認可を取り消すことがある。

(a) SICAVが12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または６か月以上活動を

中止する場合。

(b) 虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。

(c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合。

(d) 2002年12月20日法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。

(e) 2002年12月20日法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。

(2) 上記2.2.1.5.2.の(16)および(17)は、通達85/611/EECに従い認可された管理会社を指定しているSICAV

に適用される。ただし、「管理会社」をSICAVと読み替える。

　　SICAVは、自身のポートフォリオ資産の運用のみを行い、いかなる場合も、第三者のために資産を運用する

権限を引き受けてはならない。

(3) 通達85/611/EECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、適用ある慎重なルールを遵守し

なければならない。

　　特に、金融監督委員会は、SICAVの性格に配慮し、管理会社が健全な管理上および会計手続き、電子データ

プロセスのための監督および防御のための整備ならびに適切な内部管理メカニズムを保有すること(特

に、従業員の個人取引規則や自身の資産を投資するための金融商品投資または保有に関するもの)を要求

する。これらにより、中でも、取引地、当事者、性格および効力を生じた日時・場所により、UCITSの各取引

を構成し、かつ管理会社が管理する契約型投資信託または会社型投資信託の資産が設立文書および現行

法令に従い投資されていることを確保できるものでなければならない。
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2.3.　ルクセンブルグにおける投資信託に関するその他の規定

1983年より前においては、投資信託に関する特別法は制定されていなかった。法律に基づく政令により、政府

は投資信託を監督する権限を与えられており、これらの政令は法律と同じ拘束力を持っていた。また、政府およ

び銀行監督官の通達により、投資信託に関する開示、財務状況報告ならびに運営の監督に関して既存の法律の解

釈が積み重ねられ、制限規定がおかれ、また、行政指導がなされてきた。

これら一連の政令および通達は、投資信託に関する準拠法とみなされていた。

以上の状態は、投資信託に関する1983年８月25日法施行後変化し、さらに同法は、投資信託に関する1988年３

月30日法により代替された。2003年１月１日に投資信託に関する2002年12月20日法が施行された。

2007年２月13日付で、2002年12月20日法により1988年３月30日法が完全に置き換えられた。

2.3.1.　設立関係法令

1915年８月10日商事会社法(改正済み)

この法律は、契約型投資信託における管理会社、(投信法により明確に適用除外されていない限り)SICAVで

あると公開有限責任会社であるとを問わず投資法人(会社型投資信託)および会社型投資信託における買戻会

社に対し適用される。

以下の要件は、公開有限責任会社の形態をとった場合についてのものであるが、SICAVにも一定程度適用さ

れる。

2.3.1.1.　会社設立の要件(1915年８月10日法(改正済み)第26条)

最低一名の株主が存在すること。

公開有限責任会社の資本金の最低額は30,986.7ユーロ(1983年４月24日法および2006年８月25日法)であ

る。

2.3.1.2.　定款の必要的記載事項(1915年８月10日法(改正済み)第27条)

定款には、以下の事項の記載が必要とされる。

(ⅰ)発起人の氏名

(ⅱ)会社の形態および名称

(ⅲ)本店の所在地

(ⅳ)会社の目的

(ⅴ)払込資本および授権資本の額

(ⅵ)募集に際し払い込まれた額

(ⅶ)払込資本および授権資本を構成する株式の種類の記載

(ⅷ)記名式または無記名式の株式の形態および転換権(もし存在すれば)に対する制限規定

(ⅸ)現金払込以外の出資の内容および条件ならびに出資者の氏名

(注)　1915年８月10日法(改正済み)に基づき、現物出資については、通常、会社設立証書または資本金増加証書と共

に発行される特別監査報告書の中に記載されるものとする。

(ⅹ)発起人に認められている権利または特典の内容およびその理由

(xⅰ)資本の一部を構成しない株式(もし存在すれば)に関する記載

(xⅱ)取締役および監査役の選任に関する規約が法の効力を排除する場合、その規約およびかかる機関の権

限の記載
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(xⅲ)会社の存続期間

(xⅳ)会社が負担する全ての費用および報酬の見積または会社の設立に際しもしくは設立に伴って負担すべ

き費用および報酬の見積

2.3.1.3.　公募により設立される会社に対する追加要件(1915年８月10日法(改正済み)第29条)

会社が公募によって設立される場合、以下の要件が適用される。

(ⅰ)設立定款を公正証書の形式で作成し、これを官報「メモリアル」に公示すること。

(ⅱ)応募申込書に、会社設立のための応募者の総会を３か月以内に招集すること等定款記載の一定事項を

記載すること。

(ⅲ)目論見書および販売文書または販売広告にも同様の最低記載事項を記載すること。

2.3.1.4.　発起人および取締役の責任(1915年８月10日法(改正済み)第31条および第32条の１)

発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または25％に達しなかっ

た部分の会社資本の払込責任、および会社が当該法令に記載されたいずれかの理由によって適法に設立さ

れなかった結果として応募者が被る一切の損害に対し、それに反する応募者に不利益な定めがあったとし

ても応募者に対し連帯して責任を負う。

2.3.2.　投資信託に関する2002年12月20日法には契約型投資信託の設定および運用、会社型投資信託の設立ならびに

ルクセンブルグの投資信託の登録に関する規定がある。

2.3.2.1.　設定および設立のための要件

上記に記載された株式の全額払込に関する特定要件が必要とされている。

2.3.2.2.　定款の必要的記載事項

主要な特定要件は上記2.3.1.2.に記載されている。

2.3.2.3.　ルクセンブルグにおける投資信託の認可・登録

2002年12月20日法第15章および第16章は、ルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可・登録

要件および監督機関に関して規定している。

(ⅰ)ルクセンブルグにおけるパートⅠおよびパートⅡの投資信託ならびにEU加盟国以外の国の法律に基づ

いて設立・設定されまたは運営されている投資信託および他のEU加盟国で設立・設定された投資信託で

はあるが譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託でないものは、その証券がルクセンブルグ国内ま

たはルクセンブルグから外国に向けて募集もしくは販売される場合には、当該募集または販売を行う前

にルクセンブルグ国内で事業を行うために金融監督委員会により公式に認可を受けること。

　　ルクセンブルグ以外のEU加盟国に設立されたUCITSがルクセンブルグにおいてその受益証券を販売する

ためには、金融監督委員会に届出なければならず、同時に下記書類を提出しなければならない。

－　通達85/611/EECにより課せられた条件を満たしている旨の権限ある当局による証明書

－　設立文書

－　目論見書および要約目論見書

－　適切な場合、最新の年次報告書およびその後の半期報告書

－　ルクセンブルグにおいてその受益証券を販売する方法についての詳細
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　　かかる届出の後２か月以内に金融監督委員会から当該受益証券の販売計画が、2002年12月20日法の規定

に従っていない旨の理由を付した決定がない限り、UCITSは当該２か月の経過後にルクセンブルグにおい

て受益証券の販売を開始できる。

(ⅱ)投資信託は、金融監督委員会が設立文書および保管受託銀行の選択を承認した場合に限り認可される。

管理会社または保管受託銀行の交代および投資信託の設立文書の変更には金融監督委員会の承認を要す

る。

(ⅲ)認可を受けた投資信託は、金融監督委員会によってリストに記入(登録)される。かかる登録は認可を意

味する。上記2.1.3および2.1.4に記載される投資信託は、その設立または設定日後一月以内に、かかるリ

ストへの登録を申請しなければならない。

(ⅳ)ルクセンブルグ法、政令および金融監督委員会の行政法規に適合しない投資信託は認可を拒否、または

登録を取り消されることがある。なお、金融監督委員会の決定に対し不服がある場合には、決定通知日か

ら１か月以内に、投資信託を監督する大臣に不服申立をすることができる。ただし、不服申立がなされた

場合も決定の効力は停止されない。同決定に対する最終抗告は、行政裁判所(Administratif Tribunal)に

提出される。登録の取消の決定が効力を発生した場合、ルクセンブルグの地方裁判所は検察官または監督

当局の要請に基づき、当該投資信託の解散および清算を決定する。

2.3.2.4.　1972年12月22日の政令に規定する投資信託の定義は、1991年１月21日通達IML91/75（2005年４月６日付金

融監督委員会通達05/177による変更（投資家向けの情報および広告に関する第L章２の廃止）を含む。）の

中の一定の基準により解釈の指針を与えられている。なお、上記定義によれば、「投資信託とは、その法的形

態のいかんにかかわらず、すべての契約型ファンド、すべての投資法人またはその他の同様の実体を有し、

証券または譲渡性の有無を問わずその他の証書、またはかかる証券もしくは証書を表象しもしくはその取

得権を与える一切の証書の公募または私募によって公衆から調達した資金を集合的に投資することを目的

とするものをいう。」とされている。

上記の定義は、2002年12月20日法の第５条、第25条、第39条、第65条、第69条および第73条の規定と本質的

に同様である。

2.3.2.5.　1945年10月17日政令は銀行監督官の職を創設したが、1983年５月20日法によって創設された金融庁

(Institut Monétaire Luxembourgeois)によりとってかわられた。金融庁は、1998年４月22日法によりルク

センブルグ中央銀行に名称変更され、また1998年12月23日法により、投資信託を規制し監督する権限は、金

融監督委員会に移転された。

金融監督委員会の権限と義務は、2002年12月20日法第97条以下の条文に定められている。

2.3.2.6.　2002年12月20日法第109条は、ファンドに、目論見書、年次報告書および半期報告書の公表を義務付けてい

る。また同条は、パートⅠ UCITSに平均的投資家が容易に理解することができるように構成され記載された

簡易な目論見書を義務づけている。

2002年12月20日法第114条および第115条は、以下の公告に関する要件を定めている。

－　ファンドの完全な目論見書、簡易な目論見書および目論見書の変更ならびに年次報告書および半期報告

書を金融監督委員会に提出しなければならない。
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－　簡易な目論見書は、契約締結前に無料で買付申込者に提供されなければならない。さらに、完全な目論見

書、直近の年次報告書および以後発行された半期報告書は、要求により無料で買付申込者に送付されな

ければならない。

－　年次報告書および半期報告書は、完全なまたは簡易な目論見書に特定する場所または金融監督委員会が

承認する方法で一般公衆に入手可能でなければならない。

－　年次報告書および半期報告書は、要求があった場合、無料で受益者に提供されなければならない。

－　監査済年次報告書は４か月以内に、監査済または未監査の半期報告書は２か月以内に公表されなければ

ならない。

2.3.2.7.　2002年12月20日法によるその他の要件

(ⅰ)公募または販売の承認

2002年12月20日法第93条第１項は、すべてのルクセンブルグのファンドはその活動を行うためには金融

監督委員会の認可を受けなければならない旨規定している。

(ⅱ)設立文書の事前承認

2002年12月20日法第93条第２項は、金融監督委員会が設立文書および保管受託銀行の選任を承認した場

合にのみファンドが認可される旨規定している。

(ⅲ)目論見書の記載内容

完全なおよび簡易な目論見書は、ファンドから提案された投資について投資家が的確な理解に基づいた

判断を行えるようにするための必要な情報、特にリスクに関する情報を含むものでなければならない。完全

な目論見書は、投資対象の如何にかかわらず、投資信託のリスク面について明確に理解できる説明を含むも

のでなければならない。この目論見書は、2002年12月20日法添付スケジュールAに記載される情報を含まな

ければならない。ただし、これらの情報が当該目論見書に付属する文書に記載される場合はこの限りではな

い。

(ⅳ)誤解をまねく表示の禁止

2002年12月20日法第112条は、完全なおよび簡易な目論見書の主要事項は常に更新されなければならない

旨規定している。

(ⅴ)財務状況の報告および監査

1915年８月10日法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は前営業年度の貸借対照表、損益計算書を

毎年株主総会に提出し、かつ貸借対照表および損益計算書がルクセンブルグの商業および法人登記所

(Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg)に提出されている旨をメモリアルに公告する

義務を負っている。

2002年12月20日法第113条は、年次報告書に記載される財務情報は承認された認可法定監査人(réviseur

d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨規定している。認可法定監査人は、その義務

の遂行にあたり、投資信託の報告書またはその他の書類に投資家または金融監督委員会に提供された情報

が投資信託の財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、認可法定監査人は直

ちに金融監督委員会に報告する義務を負う。認可法定監査人は、金融監督委員会に対して、認可法定監査人

がその職務遂行に関連して知りまたは知るべき全ての点についての金融監督委員会が要求するすべての情

報または証明を提供しなければならない。
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2004年１月１日に施行された金融監督委員会通達02/81に基づき、金融監督委員会は、承認された監査人

に対して、各投資信託について年次ベースで前会計年度の投資信託の活動に関するいわゆる「長文式報告

書」を作成することを義務付けている。金融監督委員会通達02/81に基づき、監査人は、かかる長文式報告書

において、投資信託（その中央管理機構および保管銀行を含む。）の運営および所定の管理方法（マネーロ

ンダリング防止規定、評価に関する規則、リスク管理およびその他の特定管理に関するもの）に関する評価

を行わなければならない。当該報告書は投資信託証券がインターネットにより販売されているかどうかに

ついても示し、該当期間における投資家のクレームについても言及しなければならない。通達では、この報

告書の目的は投資信託の状況に対する全体的な見解を与えることであると定めている。

(ⅵ)財務報告書の提出

2002年12月20日法第114条により、ファンドは年次報告書および半期報告書を金融監督委員会に提出する

ことが要求されている。

2002年12月20日法第118条は、金融監督委員会が投資信託に対して、その義務の遂行に関する情報の提供

を要求でき、このため、自らあるいは任命する者を通じて、投資信託の帳簿、会計書類、登録簿その他の記録

および書類を検査することができる旨規定している。

金融監督委員会は、2002年12月20日法に基づきルクセンブルグで登録されているすべてのファンドは、

2008年12月31日以降、年次および半期の財務書類を金融監督委員会に対して電子的に提出しなければなら

ない旨の通達08/371を2008年９月５日に公表した。また、長文式報告書および運用者の意見書の電子的提出

に関して2009年12月２日に通達09/423、2010年５月10日に通達10/457を公表した。

(ⅶ)違反に対する罰則規定

ルクセンブルグの1915年８月10日商事会社法および2002年12月20日法に基づき、投資信託の管理・運営

に対して形式を問わず責任を有する１人もしくは複数の取締役またはその他の者が、同法の規定に違反し

た場合、禁固刑および/または５万ユーロ以下の罰金刑に処される。

 

2.4.　清算

2.4.1.　投資信託の清算

2002年12月20日法は、ルクセンブルグ法の下で設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定

している。契約型投資信託もしくはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づき契約型投資信託が

終了した場合または株主総会決議によって会社型投資信託が解散された場合には、定款または約款の規定に

基づいて解散が行われるが、以下の特別な場合には法の規定が適用される。

2.4.1.1.　契約型投資信託は、次の場合には強制的・自動的に解散される。

a.　約款に定められた存続期限に達した場合。

b.　管理会社または保管受託銀行がその機能を停止し、下記c.に記載される特別の状況を妨げることなく、

その後２か月以内にそれらが代替されない場合。

c.　管理会社が破産宣告を受けた場合。

d.　６か月以上の間純資産価額が法律で規定されている最低額の４分の１を下回った場合。

e.　その他約款に定められた全ての場合。

(注)　純資産価額が最低額の３分の２を下回っても自動的には清算されないが、金融監督委員会は清算を命じるこ

とができる。この場合、管理会社が清算を行う。
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2.4.1.2.　SICAVについては以下の場合には取締役会により特別株主総会に解散の提案がなされなければならない。

a.　資本金が、法律で規定される資本の最低額の３分の２を下回る場合。この場合、定足数は特になく、単純

多数決によって決定される。

b.　資本金が、上記最低額の４分の１を下回る場合。この場合、定足数は特になく、解散の決定はかかる総会

に出席した株主の株式数の４分の１をもって決定される。

純資産額が最低資本額の３分の２または場合により４分の１を下回ったことが確認されてから40日以内

に株主総会を招集しなければならない。

2.4.1.3.　ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、金融監督委員会による登録の取消または拒絶およ

びそれに続く裁判所命令があった場合に解散される。

2.4.2.　清算の方法

2.4.2.1.　通常の清算(裁判所の命令によらない場合)

清算は、通常次の者により行われる。

a)　契約型投資信託

管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もし存在すれば)に基づき受益者によっ

て選任された清算人。

b)　会社型投資信託

株主総会によって選任された清算人。

清算は、金融監督委員会がこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とする

(2002年12月20日法第106条第１項)。

清算人がその就任を拒否し、または金融監督委員会が提案された清算人の選任を承認しない場合は、金融

監督委員会を含む利害関係者は、他の清算人の選任を地方裁判所の商事部門に申請することができる。

清算の終了時に、受益者または株主に送金できなかった清算の残高は、ルクセンブルグの国立機関である

“Caisse de Consignation”に預託され、権限を有する者は同機関より受領することができる。

2.4.2.2.　裁判所の命令による清算

裁判所は、金融監督委員会の請求によって投資信託を解散する場合、2002年12月20日法第104条および裁

判所商事部門の命令に基づく手続に従い金融監督委員会の監督のもとで行為する清算人を選任する。清算

手続は、清算人が裁判所に清算人の報告を提出したのち裁判所の判決によって終了する。未配分の清算残高

は上記の方法で預託される。

 

2.5.　税制

2.5.1.　発行税

2002年12月20日法第128条は、2008年12月19日法により廃止された。パートⅠおよびパートⅡ UCITSに適用

ある発行税は存在しない。

パートⅠ UCITSおよびパートⅡ投資信託に課されるのは、設立または定款変更の登録に関する75ユーロの

固定登録税のみである。
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2.5.2.　年次税

2002年12月20日法第129条第１項に従い、ルクセンブルグの法律の下に存続する投資信託は、純資産価額に

対して年率0.05％の年次税を各四半期末に支払う。

2002年12月20日法第129条第２項に従い、以下の投資信託については、年率0.01％に軽減されている。

－　短期金融商品への集団的投資および信用機関への預金を唯一の目的とするルクセンブルグの投資信託。

－　信用機関への預金を唯一の目的とするルクセンブルグの投資信託。

－　専門投資信託に関する2007年２月13日法（以下「SIF法」という。）に服するルクセンブルグの投資信託。

－　2002年12月20日法に規定された複数のコンパートメントを有する投資信託の個別のコンパートメントお

よび投資信託の中、または複数のコンパートメントを有する投資信託の個別のコンパートメントの中で

発行された証券の個別のクラス。ただし、かかるコンパートメントやクラスの証券は機関投資家によって

保有されなければならない。

2002年12月20日法第129条における「短期金融商品」の概念は、2002年12月20日法第41条における概念より

広いものであり、2003年４月14日付大公規則において、譲渡可能証券であるか否かにかかわらず、債券、譲渡性

預金証書(CD)、預託証券ならびにその他類似の全ての証券を含む一切の債務証券および債務証書として定義

されている。ただし、関係する投資信託による取得時に、当該証券の当初のまたは残存する満期までの期間が、

当該証券に関係する金融上の諸手当(金融デリバティブ商品等)を考慮した上で12か月を超えない場合、また

は当該証券の要項で、当該証券の金利が少なくとも年に１回、市場の状況に応じて調整される旨定められてい

る場合に限られる。

上記の第129条はまた、ルクセンブルグの投資信託の資産のうち他のルクセンブルグの投資信託に投資され

た部分のほか、以下の投資信託の個別のコンパートメントについて税率を０％に引き下げた。

－　その受益証券が機関投資家向けに限定されるもの。

－　短期金融商品への集団的投資および信用機関への預金を唯一の目的とするもの。

－　加重残存期間が90日を超えないもの。

－　最高レベルの格付けを付与されているもの。

最後に、2004年６月15日法により、第129条が修正され、その受益証券が(i)従業員のために同一グループの

主導で設立された専門年金機関もしくは類似の投資ビークル、(ii)従業員への年金給付のために保有する投

資信託に投資を行っているかかるグループの会社向けである投資信託および(iii)投資信託および主な投資

対象が小規模金融機関であるアンブレラ・ファンドの個別のコンパートメント（2009年12月18日法に従

う。）に対しても、この税額控除が適用される。

2.5.3.　ファンド株主または受益者等の税関係

現在のルクセンブルグ法のもとにおいては、契約型および会社型の投資信託ともに、投資信託自体または投

資信託の株主もしくは受益者が、当該ファンドの証券または権利について、通常の所得税、株式譲渡益課税

(キャピタル・ゲイン課税)、資産税または相続税を課せられることはない。ただし、当該株主または受益者が

ルクセンブルグに住所、居所また恒久的施設を有している場合およびかつてルクセンブルグの居住者であっ

た特定の者については、この限りでない。
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会社型投資信託の株主が当該投資信託の発行済株式の10％以上を保有する場合、かかる株式の全部または

一部売却する際に、かかる売却が取得後６か月以内に行われた場合、当該投資家は、キャピタル・ゲインに対

し課税されることがある。

契約型投資信託または会社型投資信託がその組入証券について受領する配当および利子については、かか

る配当および利子の支払国において源泉課税を受けることがある。

2002年12月20日法の下で投資信託としての資格が与えられているルクセンブルグ法人の株主または契約型

投資信託の受益者はいずれも、当該法人または投資信託から受取る配当についてルクセンブルグにおいて源

泉課税を受けることはない。ただし、(i)他のEU加盟国またはEUの属領もしくは関連領に居住する個人もしく

はいわゆる「残余事業体」および(ii)受取債権もしくは債券に一定割合の投資を行っているSICAV－SIFs以

外の投資信託については、この限りではない。

 

３．ルクセンブルグの専門投資信託

2007年２月13日、ルクセンブルグ議会はSIF法を可決した。

SIF法の目的は、投資知識・経験を有する投資家向けの投資信託のための新法を制定し、証券の公募を行わない

投資信託に関する1991年７月19日法を廃止することであった。

新しい制度に基づき設立されたビークルと2002年12月20日法に服する投資信託とを更に区別するため、SIF法で

はかかるビークルを専門投資信託（以下「SIFs」という。）という。

既存の機関投資家向け投資信託は、2007年２月13日以降から自動的にSIF法に基づくSIFsとなった。

 

3.1.　範囲

SIF制度は、(i)その証券が一または複数の豊富な情報を持つ投資家向けに限定されている投資信託および

（ii）設立文書がSIF制度に従っている投資信託に適用される。

SIFsはリスク分散の原則に従った集団投資スキームであり、よって投資信託とみなされる。この位置付けは、特

に通達2003/71/EC（いわゆる「EU目論見書指令」）等の様々な欧州指令の適用の有無に関して重要である。

SIFsは、かかるスキームに対する投資に関連するリスクを適切に評価することのできる豊富な情報を持つ投資

家向けである。

SIF法により、機関投資家やプロフェッショナルな投資家を含む豊富な情報を持つ投資家ばかりでなく、最低

125,000ユーロの投資を行うか、または通達2006/48/ECに定める信用機関、通達2004/39/ECに定める投資会社若し

くは通達2001/107/ECに定める管理会社の調査によって計画している投資およびそのリスクを評価する能力を認

定されるという利点を有するか、のいずれかの方法により、豊富な情報を持つ投資家としての地位を維持する旨を

書面で確認したその他の豊富な情報を持つ投資家にまで定義が拡大された。この豊富な情報を持つ投資家の第三

のカテゴリーは、投資知識・経験を有する個人投資家がSIFsに投資する権限を有することを意味している。

SIF制度に服するため、具体的には、投資スキームの設立文書（定款または約款）または募集書類においてその

旨の明確な記述を追加しなければならない。そのため、一若しくは複数の豊富な情報を持つ投資家向けの投資ス

キームが必ずしもSIF制度に準拠するとは限らない。限られた範囲の投資知識・経験を有する投資家に限定された

投資スキームは、例えば、ルクセンブルグ会社法の一般規則に従い、規制されていない会社として設立することを

選ぶことも可能である。
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3.2.　投資規則

EU圏外の統一投資信託を管理する2002年12月20日法パートIIと同様に、SIF法は、SIFsが投資できる資産に関し

て大幅な柔軟性をもたせている。したがって、この制度の下ではあらゆる種類の資産に投資し、あらゆる種類の投

資戦略を進めるスキームを選択することができる。

SIFsはリスク分散の原則に従っている。SIF法は、特別な投資規則または投資制限を定めていない。金融監督委員

会は、個人投資家に対する販売が可能な投資信託よりも低いレベルの分散投資を認めることができる。個人投資家

に対して販売できる投資信託に適用される詳細な投資数量や借入れの制限よりもむしろ、投資制限に基づく原則

が適用される見込みである。

2007年８月３日付で、金融監督委員会は、SIFsにおけるリスク分散に関する通達07/309（以下「通達07/309」と

いう。）を公表した。通達07/309によると、金融監督委員会は、SIFの投資制限が以下のガイドラインに則している

場合には、リスク分散の原則を遵守しているとみなす。

1)原則として、SIFは、資産または約定金の30％以上を同一発行体の同一の種類の証券に投資することはで

きない。この制限は以下の場合には適用されない。

－　OECD加盟国、その地域若しくは地方当局またはEU、地域若しくは国際機関により発行または保証され

た証券への投資

－　SIFsに適用あるものと少なくとも同等のリスク分散要件に服している対象投資信託への投資

　この制限の適用において、対象アンブレラ投資信託の全サブ・ファンドは、個別の発行体とみなされるも

のとする。ただし、様々なサブ・ファンドの間の第三者に対する負債の分離の原則が保証されることを条

件とする。

2)原則として、空売りによってSIFがその資産の30％を超えて同一発行体の同一の種類の証券のショート・

ポジションを保有することはできない。

3)金融デリバティブ商品を使用する場合には、SIFは、裏付資産の適切な分散により、同レベルのリスク分散

を確保しなければならない。同様に、店頭取引におけるカウンター・パーティーリスクは、適用ある場合

には、カウンターパーティーの質および適格性を考慮することで制限しなければならない。

　金融監督委員会は、適切な理由に基づき上記の制限の適用を除外する場合がある。さらに、特定の投資方針

においては、金融監督委員会は、SIFに対して追加の投資制限の遵守を要求する場合がある。

 

3.3.　構造的側面および機能上の規則

3.3.1.　法律上の形態および仕組み

3.3.1.1.　法律上の形態

SIF法は、特に契約型投資信託（以下「FCP」という。）および変動資本を有する会社型投資信託（以下

「SICAV」という。）について言及しているが、SIFを設立できる法律上の形態を制限していない。したがっ

て、他の法律上の形態も可能である。例えば、信託契約に基づくSIFsの設立も可能である。

・契約型投資信託

特徴の要約については、上記2.2.1項参照。

FCPに対する投資家は、約款にその可能性が定められている場合にのみ、またそれを限度として議決権を

行使することができる。
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・会社型投資信託（SICAVまたはSICAF）

特徴の要約については、上記2.2.2項参照。

SIF法の下では、SICAVは2002年12月20日法に準拠するSICAVsの場合のように有限責任会社である必要は

ない。SICAVの形態で設立されるSIFsは、SIF法により列挙される会社形態、すなわち、公開有限責任会社

（société anonyme）、株式合資会社（société en commandite par actions）、有限責任会社（socié

té à responsabilité limitée）または株式会社として設立される共同組合（société coopé

rative organisée sous forme de société anonyme）のうちのいずれかの形態を採用することができ

る。

SIF法が適用を制限する場合を除き、会社型投資信託は、1915年８月10日のルクセンブルグ法（改正済

み）の条項に服する。しかしながら、SIF法は、SIFsに柔軟な会社組織を提供するため、一連の側面に関する

規則からは一線を画している。

3.3.1.2.　複数クラスの仕組み

SIF法は、特に複数のコンパートメントを有するSIFs（いわゆる「アンブレラ・ファンド」）を設立する

ことができるとしている。

さらに、SIFsの中でまたはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたSIFsのコンパートメントの中

で、異なるクラスの証券を設定することができる。かかるクラスは、特に報酬体系、対象とする投資家の種類

または分配方針に関して異なる特徴を有することができる。

3.3.1.3.　資本構成

SIF法では、SIFの最低純資産価額または最低資本金は1,250,000ユーロと規定されている。この最低額は、

2002年12月20日法に準拠する投資信託に関しては６か月以内であるのに対して、SIFsの認可から12か月以

内に達成されなければならない。FCPに関する場合を除き、この最低額とは、純資産額ではなく発行済資本に

支払済みの額面超過額を加えた額である。

SIFsは、その形態を問わず一部払込済みの株式または受益証券を発行することができる。株式は、発行時

に１株当り最低５％までの払込みを要する。ただし、資本は全額発行済でなければならない。

上記のとおり、固定資本または変動資本を有するSIFsを設立することができる。さらに、SIFsは、変動性に

かかわりなくまたはその資本に関係なく（買戻しおよび／または申込みに関して）オープン・エンド型ま

たはクローズド・エンド型とすることができる。

3.3.2.　証券の発行および買戻し

証券の発行および買戻しの条件および手続は、2002年12月20日法に準拠する投資信託に適用される規則

に比べて緩和されている。この点について、SIF法は、証券の発行および適用ある場合には証券の償還または

買戻しに適用される条件および手続は、より厳密な規則を定めることなく、設立文書において決定されると

規定している。その結果、例えば2002年12月20日法に準拠するSICAVまたはFCPの場合と異なり、発行価格、償

還価格または買戻価格は純資産価額に基づく必要がない。したがって、新制度の下では、SIFsは（例えば、

SIFsが発行したワラントの行使時に）所定の確定価格で株式を発行することができ、または（例えば、ク

ローズド・エンド型SIFsの場合にディスカウント額を減じるため）純資産価額を下回る価格で株式を買い

戻すことができる。同様に、発行価格は、額面金額の一部および額面超過額の一部で構成される可能性もあ

る。
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SIFsは一部払込済株式を発行することができ、そのため、申込みの約定により当初申込時に確認された新

株の継続申込みによるばかりでなく、一部払込済株式で、追加の払込みで支払われる当初発行株式の発行価

格の残額によっても、異なるトランシェの申込みを行うことができる。

 

3.4.　規制上の側面

3.4.1.　慎重な制度

SIFsは、金融監督委員会による恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかしながら、豊富な情

報を持つ投資家に対して、個人投資家に対して保証されるべきものと同様の保護は必要ではないとの事実

を踏まえて、SIFsは、承認手続および規制上の要件の両方に関して、2002年12月20日法に準拠する投資信託

よりもやや「軽い」規制に服する。

2002年12月20日法に準拠する投資信託に関して、金融監督委員会は、設立文書、SIFsの取締役またはマネ

ジャー、主要管理事務代行会社、保管銀行および監査人の選任を承認しなければならない。SIFsの存続期間

中、設立文書の変更および取締役または上記のサービス提供者の変更もまた、金融監督委員会の承認を必要

とする。

しかし、SIF法により、SIFsは規制当局の承認を得る前に設立することができると定められている。ただ

し、認可申請書が設立後１か月以内に金融監督委員会に提出されることを条件とする。これにより、SIFsを

設立し、運用を開始した後で金融監督委員会の承認を得ることができる。

3.4.2.　保管受託銀行

投資信託と同様に、SIFsは、その資産の保管を、ルクセンブルグに登記上の事務所を有する金融機関また

はEUの他の加盟国に登記上の事務所を有する金融機関のルクセンブルグ支店である保管受託銀行に委託し

なければならない。資産の保管は、ある意味「管理」であると理解され、保管受託銀行は、常にSIFsの資産の

投資方法並びに当該資産が提供される場所および方法を知っていなければならない。これは、資産の物理的

な保護預りを特定の地域の副保管受託銀行に委託することを妨げるものではない。

SIF法は、保管受託銀行に対し2002年12月20日法により課されるファンドの一定の運用に関する追加の監

視職務の遂行を要求していない。こうした保管受託銀行の職務の軽減は、プライム・ブローカーが相当程度

関与していることに照らして、ヘッジ・ファンドにおいてはとりわけ重要である。

3.4.3.　認可法定監査人

SIFsの年次財務書類は、ふさわしい専門経験を有することを証明できるルクセンブルグの認可法定監査

人により監査されなければならない。

3.4.4.　投資家に提供すべき情報および報告要件

募集書類を作成しなければならない。ただし、SIF法は、かかる書類の内容の最小限度に関しては具体的に

定めていない。募集書類の継続的な更新は要求されていないが、当該書類の重要な要素は、新規投資家に対

し新たに証券が発行される際に更新されなければならない。

SIFsは、その報告関連期間の終了後６か月以内に監査済の年次報告書を公表しなければならない。
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SIFsは、ルクセンブルグ会社法によって課せられた連結決算書を作成する義務を免除されている。

募集書類および最新の年次報告書は、請求に応じて無料で応募者に提供される。年次報告書は、請求に応

じて無料で投資者に提供される。

 

3.5.　SIFの税務上の特徴

SIFsには、0.01％の年次税（2002年12月20日法に基づき存続する大部分の投資信託については0.05％）が課さ

れ、かかる税金は、各四半期末に計算される純資産総額に基づき決定される。2002年12月20日法と同様の方法によ

り、SIF法は、この税金を課されるその他のルクセンブルグ投資信託に投資された資産の一部、特定の機関の現金資

金および年金プール基金に対する年次税を免除している。年金プール基金に関しては、SIF法は、（2002年12月20日

法とは異なり）参加している年金制度が同一グループに属することを要求しないこと、および年金制度向けの個

別のコンパートメントおよびクラスに対しても免税の利益を認めることを新たに取り入れた。小規模金融機関へ

の投資を主な目的とする専門投資信託および複数のコンパートメントを有する専門投資信託の個別のコンパート

メントも、年次税を免除される。

SIFsの受取所得および実現キャピタル・ゲインに対し、税金は課されない。

SIFsには、設立または定款の変更の登録に関する75ユーロの固定登録税が課される。
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第４ 【外国投資信託受益証券の様式】

ファンド証券の券面に記載される主な項目は次のとおりである。

１　表面

ａ　ファンドの名称

ｂ　表章口数

ｃ　管理会社および保管受託銀行の署名

ｄ　管理会社の登記上の事務所の所在地、登録番号、公開有限責任会社(Société Anonyme)である旨の表示

ｅ　約款のメモリアルへの掲載に関する情報

２　裏面

記載なし
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第５ 【その他】

(1) 目論見書の表紙または表紙裏に以下の項目について記載することがある。

ロゴ・マーク図案を使用することがある。

目論見書の使用開始日を記載することがある。

目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見書）」とい

う名称を用いることがある。

「ファンドに関するより詳細な情報を含む投資信託説明書（請求目論見書）が必要な場合は、日本における販

売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、投資者がその旨

を記録しておくこととされております。」との記載。

「請求目論見書は、金融商品取引法第15条第３項の規定により、投資者の皆様から請求された場合に交付される

ものであり、請求を行った場合には投資者の皆様がその旨の記録をしておくこととなっております。」との記載。

「EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ)で有価証券届出書等が開示されておりますので、詳細情報の内

容はWEBサイト(http://info.edinet-fsa.go.jp)でもご覧いただけます。」との記載。

「この交付目論見書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。」との記

載。

「この目論見書により行うモルガン・スタンレー・マネー・マーケット・ファミリーの受益証券の募集につい

ては、管理会社は、金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を平成22年12月27日に関東財務局長に提出

しており、平成22年12月28日にその届出の効力が生じております。」との趣旨を示す記載。

「ファンドの受益証券の価格は、同ファンドに組入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を

受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。」との趣旨を示す記載。

「ご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください。」との記載。

(2) 目論見書のファンドの目的・特色に、「第二部　ファンド情報」中「第１　ファンドの状況、２　投資方針」の主

要内容を要約した以下のファンドの特色を記載することがある。
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(3) 目論見書の投資リスクに以下の項目について記載することがある。

「ファンド証券１口当たりの純資産価格は、ファンドに組入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動によ

る影響をうけて下落または上昇しますので、これにより、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が

保証されているものではなく、損失を被ることがあります。これら運用による損益はすべて受益者（投資者）の皆

様に帰属します。」との趣旨を示す記載。

その他の留意点として「ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリン

グオフ）の適用はありません。」との趣旨を示す記載。

(4) 目論見書の運用実績に以下の項目について記載することがある。

「ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。」との記

載。

(5) 目論見書の運用実績に、「第二部　ファンド情報」中「第１　ファンドの状況、５　運用状況」の情報の一部をグ

ラフ等を用いて記載することがある。

(6) 目論見書の手続・手数料等に以下の項目について記載することがある。

「当該手数料等の合計額については、運用状況により変動し、また投資者の皆様がファンドを保有される期間等

に応じて異なりますので、表示することができません。」との趣旨を示す記載。

「税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。」との趣旨を示す記載。
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(参考邦訳)

監査報告書

 

モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリーの受益者各位

 

　2009年11月９日付の管理会社の取締役会による任命を受けて、我々は、モルガン・スタンレー・マネーマーケット

・ファミリーの2010年８月31日現在の純資産計算書および投資有価証券明細表、同日に終了した年度の損益計算書

および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の要約および財務書類に対するその他の注記から構成される添

付の財務書類について監査を行った。

 

財務書類に関する管理会社の取締役会の責任

　管理会社の取締役会は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法定要件に従った当財務書類の作成および公正

な表示について責任を負う。この責任には、不正もしくは過失によるか否かにかかわらず、重大な虚偽記載のない財

務書類の作成および公正な表示に関する内部統制の計画、実施および維持、適切な会計方針の選択および適用、なら

びに状況に応じた合理的な会計上の見積りを行うことが含まれる。

 

認可法定監査人の責任

　我々の責任は、我々の監査に基づいて当財務書類に対して意見を表明することである。我々は金融監督委員会がル

クセンブルグに採用した国際監査基準に準拠して監査を実施した。これらの基準は、我々が倫理上の要件に従い、財

務書類に重大な虚偽記載がないかどうか合理的な確信を得られるように監査を計画し実施することを要求してい

る。

　監査は、財務書類中の金額および開示事項についての監査証拠を入手するための手続の実施が含まれる。選択され

た手続は、不正もしくは過失によるか否かにかかわらず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクの評価を含めて認可法

定監査人の判断による。それらのリスク評価を行う上で、認可法定監査人は、状況に適した監査手続を計画するため

に、事業体の財務書類の作成および公正な表示に関する内部統制を検討するが、これは事業体の内部統制の有効性に

ついて意見を表明するためではない。また監査は、財務書類の全体的な表示の評価と同様に、使用された会計方針の

適切性の評価および管理会社の取締役会によって行われた会計上の見積りの妥当性を評価することも含む。

　我々は、我々が入手した監査証拠が我々の意見の基礎を提供するのに十分かつ適切であると確信する。

 

意見

　我々の意見では、当財務書類は、モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリーの2010年８月31日現在の

財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について、財務書類の作成に関するルクセン

ブルグの法定要件に従い、真実かつ公正な概観を与えているものと認める。
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その他の事項

　年次報告書に含まれる補足的情報は、上述の基準に準拠して実施される特定の監査手続を課されていないが、我々

に対する委任に関連して検討された。したがって、我々はかかる情報に対して意見を表明するものではない。しかし

ながら、我々は、財務書類との関連で全体として見た場合、かかる情報に関して特に意見はない。

 

プライスウォーターハウスクーパース・ ルクセンブルグ、2010年11月17日

エス・エー・アール・エル  

 

[署　　　名]

ヴァレリー・アーノルド
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Audit Report
 
To the Unitholders of
MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY
 

 
PricewaterhouseCoopers
Société à responsabilité limitée
400, Route d’Esch
B.P. 1443
L-1014 Luxembourg
Telephone +352 494848-1
Facsimile +352 494848-2900
www.pwc.com/lu
info@lu.pwc.com

   

   

Following our appointment by the Board of Directors of the Management Company on November 09, 2009, we have audited
the accompanying financial statements of Morgan Stanley Money Market Family, which comprise the Statement of Net Assets
and the Schedule of Investments as at August 31, 2010 and the Statement of Operations and the Statement of Changes in Net
Assets for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes to the financial
statements.
 
Board of Directors of the Management Company’s responsibility for the financial statements
 
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair presentation of these financial
statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation of the financial
statements. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation
and fair presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting
and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.
 
Responsibility of the “Réviseur d’entreprises agréé”
 
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in
accordance with International Standards on Auditing as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du
Secteur Financier”. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain
reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement.
 
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements. The procedures selected depend on the judgment of the “Réviseur d’entreprises agréé”, including the assessment of
the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments,
the “Réviseur d’entreprises agréé” considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the
financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness
of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Board of Directors of the Management
Company, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
 
 
 
 
 
 
 
Cabinet de révision agréé
Expert comptable (autorisation gouvernementale n° 95992)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 – Capital social EUR 516 950 – TVA LU17564447
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Opinion
 
In our opinion, these financial statements give a true and fair view of the financial position of Morgan Stanley Money Market
Family as of August 31, 2010, and of the results of its operations and changes in its net assets for the year then ended in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation of the financial statements.
 
Other matters
 
Supplementary information included in the annual report has been reviewed in the context of our mandate but has not been
subject to specific audit procedures carried out in accordance with the standards described above. Consequently, we express no
opinion on such information. However, we have no observation to make concerning such information in the context of the
financial statements taken as a whole.
 
 
 
 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Luxembourg, November 17, 2010
Represented by
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie Arnold
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出会社が別
途保管しております。
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（参考邦訳）

監査報告書

 

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー株主各位

ルクセンブルグ

 

　株主総会における株主による我々の任命に従って、我々はモルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス

・エーの2009年12月31日現在の貸借対照表、同日に終了した年度における損益計算書、ならびに重要な会計方針の要

約およびその他の注記から構成される添付の財務書類について監査を行った。

 

財務書類に関する取締役会の責任

　取締役会は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法定要件に従った当財務書類の作成および公正な表示につ

いて責任を負う。この責任には、不正もしくは過失によるか否かにかかわらず、重大な虚偽記載のない財務書類の作

成および公正な表示に関する内部統制の計画、実施および維持、適切な会計方針の選択および適用、ならびに状況に

応じた合理的な会計上の見積りを行うことが含まれる。

 

認可法定監査人の責任

　我々の責任は、我々の監査に基づいて当財務書類に関する意見を表明することである。我々は、監査人協会により採

用された国際監査基準に準拠して監査を実施した。これらの基準は、我々が倫理上の要件に従い、財務書類に重大な

虚偽記載がないかどうか合理的な確信を得られるように監査を計画し実施することを要求している。

　監査は、財務書類中の金額および開示事項についての監査証拠を入手するための手続の実施が含まれる。選択され

た手続は、不正もしくは過失によるか否かにかかわらず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクの評価を含めて認可法

定監査人の判断による。それらのリスク評価を行う上で、認可法定監査人は、状況に適した監査手続を計画するため

に、事業体の財務書類の作成および公正な表示に関する内部統制を検討するが、これは事業体の内部統制の有効性に

ついて意見を表明するためではない。

　また監査は、財務書類の全体的な表示の評価と同様に、使用された会計方針の適切性の評価および取締役会によっ

て行われた会計上の見積りの妥当性を評価することも含む。我々は、我々が入手した監査証拠が我々の意見の基礎を

提供するのに十分かつ適切であると確信する。
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意見

　我々の意見では、当財務書類は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法定要件に合致して、モルガン・スタン

レー・アセット・マネジメント・エス・エーの2009年12月31日現在の財務状態ならびに同日に終了した年度の経営

成績を真実かつ公正に表示しているものと認める。

 

デロイト・エス・エイ

監査法人

 

マルティン・フローネ

パートナー

 

2010年５月26日
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REPORT OF THE REVISEUR D’ENTREPRISES AGRÉÉ

 

To the Shareholders of 

Morgan Stanley Asset Management S.A.

LUXEMBOURG

 

Following our appointment by the shareholders during the annual general meeting, we have audited the

accompanying annual accounts of Morgan Stanley Asset Management S.A., which comprise the balance sheet as

at December 31, 2009, the profit and loss account for the year then ended, and a summary of significant

accounting policies and other explanatory notes.

 

Board of managers’ responsibility for the annual accounts

 

The board of managers is responsible for the preparation and fair presentation of these annual accounts in

accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation of the annual

accounts. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the

preparation and fair presentation of accounts that are free from material misstatement, whether due to fraud or

error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are

reasonable in the circumstances.

 

Responsibility of the réviseur d’entreprises agréé

 

Our responsibility is to express an opinion on these annual accounts based on our audit. We conducted our audit

in accordance with International Standards on Auditing as adopted by the Institut des réviseurs d’entreprises.

Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain

reasonable assurance whether the accounts are free from material misstatement.

 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the

accounts. The procedures selected depend on the judgement of the réviseur d’entreprises agree, including the

assessment of the risks of material misstatement of the accounts, whether due to fraud or error. In making those

risk assessments, the réviseur d’entreprises agréé considers internal control relevant to the entity’s preparation

and fair presentation of the accounts in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances,

but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. 

 

EDINET提出書類

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー(E14868)

有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

145/154



An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of

accounting estimates made by the board of managers, as well as evaluating the overall presentation of the annual

accounts. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for

our audit opinion.

 

Opinion

 

In our opinion, the accounts give a true and fair view of the financial position of Morgan Stanley Asset

Management S.A. as of December 31, 2009, and of the results of its operations for the year then ended in

accordance with the Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation of the annual

accounts.

 

 

Deloitte S.A.

Réviseur d’entreprises agréé

 

 

 

Martin Flaunet
Partner

 

 

May 26, 2010

 

 

 
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。
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(参考邦訳)

独立監査人による監査報告書

 

 

モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリーの受益者各位

 

 

　我々は、モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリーの2009年８月31日現在の純資産計算書および投資

有価証券明細表、同日に終了した年度の損益計算書および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の要約および

財務書類に対するその他の注記から構成される添付の財務書類について監査を行った。

 

財務書類に関する管理会社の取締役会の責任

　管理会社の取締役会は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法定要件に従った当財務書類の作成および公正

な表示について責任を負う。この責任には、不正もしくは過失によるか否かにかかわらず、重大な虚偽記載のない財

務書類の作成および公正な表示に関する内部統制の計画、実施および維持、適切な会計方針の選択および適用、なら

びに状況に応じた合理的な会計上の見積りを行うことが含まれる。

 

監査人の責任

　我々の責任は、我々の監査に基づいて当財務書類に対して意見を表明することである。我々は「認可鑑査人協会」

により採用された国際監査基準に準拠して監査を実施した。これらの基準は、我々が倫理上の要件に従い、財務書類

に重大な虚偽記載がないかどうか合理的な確信を得られるように監査を計画し実施することを要求している。

　監査は、財務書類中の金額および開示事項についての監査証拠を入手するための手続の実施が含まれる。選択され

た手続は、不正もしくは過失によるか否かにかかわらず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクの評価を含めて監査人

の判断による。それらのリスク評価を行う上で、監査人は、状況に適した監査手続を計画するために、事業体の財務書

類の作成および公正な表示に関する内部統制を検討するが、これは事業体の内部統制の有効性について意見を表明

するためではない。また監査は、財務書類の全体的な表示の評価と同様に、使用された会計方針の適切性の評価およ

び管理会社の取締役会によって行われた会計上の見積りの妥当性を評価することも含む。

　我々は、我々が入手した監査証拠が我々の意見の基礎を提供するのに十分かつ適切であると確信する。
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意見

　我々の意見では、当財務書類は、モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリーの2009年８月31日現在の

財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について、財務書類の作成に関するルクセン

ブルグの法定要件に従い、真実かつ公正な概観を与えているものと認める。

 

その他の事項

　年次報告書に含まれる補足的情報は、上述の基準に準拠して実施される特定の監査手続を課されていないが、我々

に対する委任に関連して検討された。したがって、我々はかかる情報に対して意見を表明するものではない。しかし

ながら、我々は、財務書類との関連で全体として見た場合、かかる情報に関して特に意見はない。

 

 

 

プライスウォーターハウスクーパース・ ルクセンブルグ、2009年11月18日

エス・エー・アール・エル  

独立監査人  

 

 

[署　　　名]

ヴァレリー・アーノルド
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Independent Auditor’s Report
 
To the Unitholders of
MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY FUND
 

 
PricewaterhouseCoopers
Société à responsabilité limitée
Réviseur d'Entreprises
400, route d’Esch
B.P. 1443
L-1014 Luxembourg
Telephone +352 494848-1
Facsimile +352 494848-2900
www.pwc.com/lu
info@lu.pwc.com

   

   

We have audited the accompanying financial statements of the Morgan Stanley Money Market Family Fund, which comprise
the statement of net assets and the schedule of investments as at August 31, 2009 and the statement of operations and the
statement of changes in net assets for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other
explanatory notes to the financial statements.
 
Board of Directors of the Management Company’s responsibility for the financial statements
 
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair presentation of these financial
statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation of the financial
statements. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation
and fair presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting
and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.
 
Auditor’s responsibility
 
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in
accordance with International Standards on Auditing as adopted by the “Institut des Réviseurs d’Entreprises”. Those standards
require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the
financial statements are free from material misstatement.
 
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements. The procedures selected depend on the Auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material
misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the Auditor considers
internal controls relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity’s internal controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimates made by the Board of Directors of the Management Company, as well as evaluating the
overall presentation of the financial statements. 
 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
 

EDINET提出書類

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー(E14868)

有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

149/154



 
 
 
Opinion
 
In our opinion, these financial statements give a true and fair view of the financial position of Morgan Stanley Money Market
Family Fund as of August 31, 2009, and of the results of its operations and changes in its net assets for the year then ended in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation of the financial statements.
 
Other matters
 
Supplementary information included in the annual report has been reviewed in the context of our mandate but has not been
subject to specific audit procedures carried out in accordance with the standards described above. Consequently, we express no
opinion on such information. However, we have no observation to make concerning such information in the context of the
financial statements taken as a whole.
 
 
PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Luxembourg, November 18, 2009
Réviseur d’entreprises
Represented by
 
 
 
 
Valérie Arnold
 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出
会社が別途保管しております。
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（参考邦訳）

監査報告書

 

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー株主各位

 

ルクセンブルグ

 

財務書類に関する報告書

　株主総会による我々の任命に従って、我々はモルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エーの2008

年12月31日現在の貸借対照表、同日に終了した年度における損益計算書、ならびに重要な会計方針の要約およびその

他の注記から構成される添付の財務書類について監査を行った。

 

財務書類に関する取締役会の責任

　取締役会は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法定要件に従った当財務書類の作成および公正な表示につ

いて責任を負う。この責任には、不正もしくは過失によるか否かにかかわらず、重大な虚偽記載のない財務書類の作

成および公正な表示に関する内部統制の計画、実施および維持、適切な会計方針の選択および適用、ならびに状況に

応じた合理的な会計上の見積りを行うことが含まれる。

 

監査人の責任

　我々の責任は、我々の監査に基づいて当財務書類に関する意見を表明することである。我々は、監査人協会により採

用された国際監査基準に準拠して監査を実施した。これらの基準は、我々が倫理上の要件に従い、財務書類に重大な

虚偽記載がないかどうか合理的な確信を得られるように監査を計画し実施することを要求している。

　監査は、財務書類中の金額および開示事項についての監査証拠を入手するための手続の実施が含まれる。選択され

た手続は、不正もしくは過失によるか否かにかかわらず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクの評価を含めて監査人

の判断による。それらのリスク評価を行う上で、監査人は、状況に適した監査手続を計画するために、事業体の財務書

類の作成および公正な表示に関する内部統制を検討するが、これは事業体の内部統制の有効性について意見を表明

するためではない。

　また監査は、財務書類の全体的な表示の評価と同様に、使用された会計方針の適切性の評価および取締役会によっ

て行われた会計上の見積りの妥当性を評価することも含む。我々は、我々が入手した監査証拠が我々の意見の基礎を

提供するのに十分かつ適切であると確信する。
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意見

　我々の意見では、当財務書類は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法定要件に合致して、モルガン・スタン

レー・アセット・マネジメント・エス・エーの2008年12月31日現在の財務状態ならびに同日に終了した年度の経営

成績を真実かつ公正に表示しているものと認める。

 

デロイト・エス・エイ

監査法人

 

マルティン・フローネ

パートナー

 

2009年５月５日
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REPORT OF THE REVISEUR D’ENTREPRISES

 
 

To the Shareholders of 

Morgan Stanley Asset Management S.A.

 

LUXEMBOURG

 

Report on the annual accounts

 

Following our appointment by the General Meeting of the Shareholders we have audited the accompanying annual accounts

of Morgan Stanley Asset Management S.A., which comprise the balance sheet as at December 31, 2008, the profit and loss

account for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.

 

Board of directors’ responsibility for the annual accounts

 

The board of directors is responsible for the preparation and fair presentation of these annual accounts in accordance with

Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation of the annual accounts. This responsibility

includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of annual

accounts that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate

accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.

 

Responsibility of the réviseur d’entreprises

 

Our responsibility is to express an opinion on these annual accounts based on our audit. We conducted our audit in

accordance with International Standards on Auditing as adopted by the Institut des réviseurs d’entreprises. Those standards

require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the

annual accounts are free from material misstatement.

 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the annual accounts.

The procedures selected depend on the judgment of the réviseur d’entreprises, including the assessment of the risks of

material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the réviseur d’

entreprises considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the annual accounts in order

to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the

effectiveness of the entity’s internal control. 
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An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting

estimates made by the board of directors, as well as evaluating the overall presentation of the annual accounts. We believe

that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

 

Opinion

 

In our opinion, the annual accounts give a true and fair view of the financial position of Morgan Stanley Asset Management

S.A. as of December 31, 2008, and of the results of its operations for the year then ended in accordance with the

Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation of the annual accounts.

 

Deloitte S.A.

Réviseur d’entreprises

 

 

Martin Flaunet

Partner

 

 

May 5, 2009

 

 

 
 
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。
 

前へ

EDINET提出書類

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー(E14868)

有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

154/154


	表紙
	本文
	第一部証券情報
	(1)ファンドの名称
	(2)外国投資信託受益証券の形態等
	(3)発行（売出）価額の総額
	(4)発行（売出）価格
	(5)申込手数料
	(6)申込単位
	(7)申込期間
	(8)申込取扱場所
	(9)払込期日
	(10)払込取扱場所
	(11)振替機関に関する事項
	(12)その他

	第二部ファンド情報
	第１ファンドの状況
	１ファンドの性格
	(1)ファンドの目的及び基本的性格
	(2)ファンドの沿革
	(3)ファンドの仕組み
	(4)ファンドに係る法制度の概要
	(5)開示制度の概要
	(6)監督官庁の概要

	２投資方針
	(1)投資方針
	(2)投資対象
	(3)運用体制
	(4)分配方針
	(5)投資制限

	３投資リスク
	４手数料等及び税金
	(1)申込手数料
	(2)買戻し手数料
	(3)管理報酬等
	(4)その他の手数料等
	(5)課税上の取扱い

	５運用状況
	(1)投資状況
	(2)投資資産
	①投資有価証券の主要銘柄
	②投資不動産物件
	③その他投資資産の主要なもの

	(3)運用実績
	①純資産の推移
	②分配の推移
	③収益率の推移

	(4)販売及び買戻しの実績


	第２管理及び運営
	１申込（販売）手続等
	２買戻し手続等
	３資産管理等の概要
	(1)資産の評価
	(2)保管
	(3)信託期間
	(4)計算期間
	(5)その他

	４受益者の権利等
	(1)受益者の権利等
	(2)為替管理上の取扱い
	(3)本邦における代理人
	(4)裁判管轄等


	第３ファンドの経理状況
	１財務諸表
	(1)2010年８月31日終了年度
	①貸借対照表
	②損益計算書
	③投資有価証券明細表等

	(2)2009年８月31日終了年度
	①貸借対照表
	②損益計算書


	２ファンドの現況
	純資産額計算書


	第４外国投資信託受益証券事務の概要

	第三部特別情報
	第１管理会社の概況
	１管理会社の概況
	２事業の内容及び営業の概況
	３管理会社の経理状況
	(1)貸借対照表
	(2)損益計算書

	４利害関係人との取引制限
	５その他

	第２その他の関係法人の概況
	１名称、資本金の額及び事業の内容
	２関係業務の概要
	３資本関係

	第３投資信託制度の概要
	第４外国投資信託受益証券の様式
	第５その他

	監査報告書

